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第１章 総則 

第１節 計画の目的 

 この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条及び芽室町防災会議条例（昭和

38年条例第４号）第２条第１号の規定に基づき、芽室町防災会議が作成する計画であり、芽室

町における防災に関する予防、応急及び復旧等の災害対策を実施するにあたり、防災関係各機

関がその機能のすべてをあげて住民及び観光客や外国人等、芽室町に滞在するあらゆる人々の

生命、身体及び財産を自然災害や事故災害から保護するため、次の事項を定め本町防災の万全

を期することを目的とする。 

１ 芽室町の区域を管轄し、若しくは区域内に所在する指定地方行政機関、北海道、町内の

指定公共機関、指定地方公共機関及び公共団体、その他防災上重要な施設の管理者等が処

理すべき防災上の事務又は業務の大綱の作成及び調整に関すること。 

２ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）に必要な防災

の組織に関すること。 

３ 災害の未然防止と被害の軽減を図るための施設の整備及び改善等災害予防に関すること。 

４ 災害が発生した場合の給水、防疫及び食料供給等災害応急対策に関すること。 

５ 災害復旧に関すること。 

６ 防災訓練に関すること。 

７ 防災思想の普及に関すること。 

第２節 計画の構成 

芽室町地域防災計画は、次の各編から構成する。 

１ 本編 

２ 地震防災計画編 

第３節 計画推進に当たっての基本となる事項 

本計画は、災害対策基本法第２条２の基本理念等を踏まえ、次の事項を基本として推進する。 

１ 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害

の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人

命が失われないことを最重視し、また、経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざ

まな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめな

ければならない。 

２ 防災対策は、自助（住民及び事業者が自らの安全は自らで守ることをいう。）、共助（住

民等が地域においてお互いに助け合うことをいう。）及び公助（道、市町村及び防災関係機

関が実施する対策をいう。）のそれぞれが効果的に推進されるよう、防災対策の主体の適切

な役割分担による協働により着実に実施されなければならない。 

３ 災害発生時は住民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、「自ら

の命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等につい

ての住民理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、
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災害教訓の伝承や防災教育の推進、住民主体の取組の支援・強化により、社会全体として

の防災意識の向上を図らなければならない。 

４ 地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を

図るため、防災に関する政策・方針決定過程における女性や高齢者、障がい者などの参画

を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制の確立を図らなければ

ならない。 

５ 災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など、

感染症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を図らなければならない。 

６ これまでに各地で発生した大規模災害の教訓等を踏まえ、積雪寒冷地である本町の地域

的特性を加味し、複合災害も考慮した防災対策の推進を図る。 

第４節 用語 

この計画において各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１ 基本法      災害対策基本法（昭和36年法律第223号） 

２ 救助法      災害救助法（昭和22年法律第118号） 

３ 町防災会議    芽室町防災会議 

４ 本部（長）    芽室町災害対策本部（長） 

５ 町防災計画    芽室町地域防災計画 

６ 災害       基本法第２条に定める災害 

７ 防災関係機関   芽室町防災会議条例（昭和38年条例第4号）第3条に定める委員の属

する機関 

８ 要配慮者     高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、疾病者、外国籍住民等の災害

対応能力の弱い者 

９ 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある

場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な

避難の確保を図るため特に支援を要する者 

第５節 計画の修正要領 

  町防災会議は、基本法第42条の定めるところにより、計画内容に検討を加え、おおむね次

に掲げるような事項について、その修正を必要と認めた場合は、修正の基本方針を定めこれ

を修正するものとする。 

１ 社会、経済の発展に伴い計画が社会生活の実態に著しく遊離したとき。 

２ 防災関係機関が行う防災上の施策によって町防災計画の変更（削除）を必要とするとき。 

３ 新たな計画を必要とするとき。 

４ 国の防災基本計画の変更（改定）が行われたとき。 

５ 芽室町総合計画において防災政策及び施策の変更が行われたとき。 

６ その他町防災会議会長が必要と認めるとき。 

修正のうち緊急に修正を必要とする事態が発生したときは、町防災会議会長が修正し、次

の町防災会議に報告するものとする。なお、修正した時は、速やかに知事に報告するととも

に、その要旨を公表するものとする。 
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第６節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

  町防災会議の構成機関及び公共団体、その他防災上重要な施設の管理者の防災上処理すべ

き事務又は業務の大綱は、次のとおりである。 

機関名 事務又は業務 

１ 芽室町 

芽室町 

① 住民の自主防災組織の育成に関すること。 

② 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。 

③ 防災訓練及び防災上必要な教育の実施に関すること。 

④ 災害に関する情報の伝達、収集及び広報並びに被害状況の

調査に関すること。 

⑤ 防災に関する施設、設備の整備に関すること。 

⑥ 防災に関する食料、資材及び機器の備蓄並びに供給に関す

ること。 

⑦ 災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。 

⑧ 水防活動等防災対策の実施に関すること。 

⑨ 避難の指示に関すること。 

⑩ 被災者に対する救助及び救護並びに救援に関すること。 

⑪ 災害時における保健衛生に関すること。 

⑫ その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関す

ること。 

⑬ 災害時の交通及び輸送の確保に関すること。 

⑭ 被災者に対する情報の伝達及びその他の住民に対する広

報に関すること。 

⑮ 災害時要援護者の把握及び擁護に関すること。 

⑯ 災害ボランティアの受け入れに関すること。 

⑰ 自衛隊の災害派遣を要請権者に依頼すること。 

芽室町教育委員会 

① 災害時における被災児童及び生徒の救護並びに応急教育

に関すること。 

② 教育施設の被害調査及び報告に関すること。 

③ 文教施設及び文化財の保全対策等の実施に関すること。 

④ 公立学校における防災教育に関すること。 

とかち広域消防事務組合 

芽室消防署 

芽室消防団 

① 消防活動に関すること。 

② 火災警報等の住民への周知に関すること。 

③ 住民の避難誘導と人命救助に関すること。 

④ 緊急時における病人、負傷者急患の搬送に関すること。 

⑤ 町が行う災害に対する業務の全般的な協力に関すること。

２ 指定地方行政機関 

(指定行政機関の地方支分部局その他の地方行政機関で､内閣総理大臣が指定するものをい

う｡) 

帯広開発建設部 
① 管轄する道路、河川の改修、維持管理並びに災害応急対策、

復旧工事を行うこと。 
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機関名 事務又は業務 

② 十勝川水系の水位の観測を行い水防警報及び洪水予報（気

象台と共同）を行うこと。 

③ 国営農業農村整備事業に係る施設の災害復旧に関するこ

と。 

北海道農政事務所 

帯広地域拠点

① 農林水産省が調達及び供給した応急用食料等の供給状況

に係る確認等に関すること。 

北海道運輸局 

帯広運輸支局 

① 自動車運送業者に対する運送の協力要請に関すること。 

② 防災関係機関と輸送機関との連絡調整を行うこと。 

北海道森林管理局 

十勝西部森林管理署

① 所轄国有林の治山による災害防止に関すること。 

② 所轄国有林に係る保安林、保安施設及び地滑り防止施設の

整備並びに災害復旧に関すること。 

③ 災害応急対策用木材の供給に関すること。 

北海道総合通信局 

① 非常通信の確保等及び北海道地方非常通信協議会の運営

に関すること。 

② 災害時テレコム支援チーム（MIC-TEAM）による災害対応支

援に関すること。 

③ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車等の

貸し出しに関すること。 

④ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線

局の開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の

変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の

実施に関すること。 

⑤ 電気通信事業者及び放送事業者の被災・復旧状況等の情報

提供に関すること。 

国立研究開発法人 

北海道農業研究センター

農地、農業用施設、農作物等の予防措置並びに防止対策の研究

と 

技術指導を行うこと。 

釧路地方気象台及び 

帯広測候所

① 気象・地象・水象等の観測並びにその成果の収集及び発表

を行うこと。 

② 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地

震動に限る。）、水象の予報、警報等の防災情報の発表、伝達

及び解説を行うこと。 

③ 気象業務に必要な観測、予報及び通信設備の整備に関する

こと。 

④ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言

を行うこと。 

⑤ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関するこ

と。 

３ 自衛隊 

陸上自衛隊第５旅団 
① 災害派遣要請権者の要請に基づき部隊等を派遣すること。

② 災害時において、特に緊急を要し、要請を待ついとまがな

いと 認められる場合において、独自の判断に基づき部隊等

すること。 
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機関名 事務又は業務 

４ 北海道 

地域創生部 

 危機対策室 

① 総合振興局地域災害対策協議会に関すること。 

② 防災に関する組織の整備を図り、物資及び資材その他災害

予防措置を講じること。 

③ 防災知識の普及及び教育並びに過去の災害から得られた

教訓を伝承する活動を支援すること。 

④ 災害応急対策及び災害復旧対策を実施すること。 

⑤ 町村及び指定地方公共機関の処理する防災に関する事務

又は業務の実施を助け、総合調整を図ること。 

⑥ 自衛隊の災害派遣要請を行うこと。 

⑦ 救助法の適用を行い、救助の実施指導を行うこと。 

帯広建設管理部 

① 管轄する道路、河川の改修、維持管理並びに災害応急対策、

復旧工事を行うこと。 

② 管理河川の水位の観測を行い水防警報及び洪水予報を行

うこと。 

③ 水防技術の指導に関すること。 

④ 被災地の交通情報の収集及び交通路の確保に関すること。

保健環境部 

保健行政室 

① 被害時における塵芥収集、し尿の汲取り、死亡獣畜処理等

の清掃業務について、指導助言を行うこと。 

② 被害時における応急医療に関すること。 

③ 被災地における給水の実施、防疫の実施指導、感染症予防

及び清掃指導に関すること。 

④ 被災地における環境衛生及び食品衛生に関すること。 

⑤ 被災地における保健衛生指導に関すること。 

⑥ 被災地における医薬品、衛生材料等の需給に関すること。

十勝農業改良 

普及センター 

農業災害時における農業者の早期経営の安定を図るため応

急対応等について、それぞれの専門分野について適切な技術指

導を行うこと。 

北海道立総合研究機構 

十勝農業試験場

農地、農業用施設、農作物等の予防措置並びに防止対策の研

究と技術指導に関すること。 

十勝教育局 

① 児童、生徒に対する地震防災に関する知識の普及に関する

こと。 

② 避難等に係る公立学校施設の使用に関すること。 

③ 文教施設及び文化財の保全対策等に関すること。 

５ 警 察 

帯広警察署及び 

     芽室交番 

① 住民の避難誘導及び被災者の救出救助並びに交通路の確

保に関すること。 

② 被災地、避難場所、危険箇所等の警戒に関すること。 

③ 犯罪の予防、取締等に関すること。 

④ 危険物に対する保安対策に関すること。 

⑤ 広報活動に関すること。 

⑥ 町等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること。

６ 指定公共機関 （公共的機関及び公益的事業を営む法人で内閣総理大臣が指定するもの）
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機関名 事務又は業務 

㈱北海道ジェイ・アール・サ

ービスネット芽室駅 

① 災害時における鉄道及びバスの輸送の確保に関すること。

② 災害時における救援物資の緊急輸送に関すること。 

日本郵便㈱ 芽室郵便局 郵便の窓口掲示板等を利用した広報活動に関すること。 

東日本電信電話㈱ 

北海道事業部

① 電気通信設備の維持補修及び防災対策に関すること。 

② 災害時における通信の疎通確保及び復旧を行うこと。 

③ 気象官署からの警報を町に伝達すること。 

④ 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電報電

話の利用制限を実施し、重要通信確保を図ること。 

㈱ NTTドコモ北海道支社 

KDDI株式会社 

ソフトバンク株式会社 

楽天モバイル株式会社 

➀ 通信設備の防災対策に関すること。 

② 重要施設の確保に関すること。 

③ 災害時における通信の疎通確保と通信設備の復旧に関す

ること。 

日本赤十字社 

北海道支部芽室分区 

① 災害時における医療、助産、その他救助、救護に関するこ

と。 

② 災害義援金の受領、配分及び募集に関すること。 

東日本高速道路㈱北海道支

社帯広管理事務所 

高速道路の維持、修繕、被害復旧及びその他の管理に関する

こと。 

日本放送協会 帯広放送局 
予報（注意報を含む。）、警報、情報、被害状況等に関する報

道を実施し、防災広報に関する業務を行うこと。 

日本通運㈱ 帯広支店 

① 災害時における救援物資の緊急輸送等の支援に関するこ

と。 

② 災害時における避難者の輸送の協力に関すること。 

北海道電力ネットワーク㈱

道東統括支店

① 電力供給施設等の防災管理を行うこと。 

② 災害時における電力供給の確保に関すること。 

③ 電力施設の災害及び復旧見込等の周知を行うこと。 

７ 指定地方公共機関 

（公共的施設の管理者及びその他の公益的事業を営む法人で道が指定するもの）

北海道放送㈱ 

帯広放送局

札幌テレビ放送㈱ 

帯広放送局

北海道テレビ放送㈱ 

帯広支社

北海道文化放送㈱ 

帯広支社

気象予報及び被害状況等に関する報道を実施し、防災広報に

関する業務を行うこと。 

（一社）北海道薬剤師会

十勝支部
 災害時における調剤、医薬品の供給を行うこと。 

（一社）北海道獣医師会

十勝支部
災害時における飼養動物の対応を行うこと。 

（一社）北海道バス協会
災害時における人員等の緊急輸送について、関係機関の支援

を行うこと。 
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機関名 事務又は業務 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

芽室町農業協同組合 

十勝広域森林組合 

芽室町商工会 

① 共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧に関すること。

② 被災組合員に対する融資及びその斡旋に関すること。 

③ 保険金や共済費支払いの手続きに関すること。 

④ 救援用物資及び復旧資材の確保についての協力に関する

こと。 

公立芽室病院 

     及び一般病院 

① 災害時における医療及び防疫対策についての協力に関す

ること。 

② 被災地における保健衛生指導に関すること。 

（一社）十勝医師会
災害時における医療関係機関との連絡調整、救急医療、助産

その他救助の実施に関すること。 

一般運送事業者 
災害時における救援物資及び応急対策物資の緊急輸送等の

協力に関すること。 

危険物関係施設の管理者 災害時における危険物の保安の確保に関すること。 

第７節 住民及び事業者の基本的責務等 

 いつでもどこでも起こりうる災害に対し、人的被害、経済被害を軽減する減災の取組を推進

し、安全・安心を確保するためには、行政による災害対策を強化し、「公助」を充実させていく

ことはもとより、住民一人ひとりや事業者等が自ら取り組む「自助」や、身近な地域コミュニ

ティにおいて住民等が力を合わせて助け合う「共助」が必要となることから、個人や家庭、民

間の事業者や団体等、様々な主体が連携して、災害に関する知識と各自の防災・減災に習熟し、

その実践を促進する住民運動を展開するものとする。 

第１ 住民の責務 

  住民は、「自らの身の安全は自らが守る」という防災の基本に立ち、平常時から、防災に関

する知識の習得や食品、飲料水をはじめとする生活必需物資の備蓄など、自ら災害に対する

備えを行うとともに、防災訓練など自発的な防災活動への参加や災害教訓の伝承に努めるも

のとする。 

また、災害時には、まず、自らの身の安全を守るよう行動した上で、近隣の負傷者や避難

行動要支援者への支援、避難所における自主的活動、芽室町及び防災関係機関が実施する防

災活動への協力など、地域における被害の拡大防止や軽減への寄与に努めるものとする。 

 １ 平常時の備え 

(1) 避難の方法（避難路、避難場所等）及び家族との連絡方法の確認 

(2) 最低３日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー、ポータブルストーブ

等の備蓄、非常持出品（救急箱、体温計、消毒液、マスク、懐中電灯、ラジオ、乾電池、

携帯電話充電器等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油及び自宅等の暖房・給湯用

燃料の確保 

(3) 隣近所との相互協力関係のかん養 

(4) 災害危険区域等、地域における災害時の危険箇所の把握 

(5) 防災訓練及び研修会等への積極的参加による防災知識及び応急救護技術等の習得 

(6) 要配慮者への配慮 

(7) 自主防災組織の結成 

 ２ 災害時の対策 
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  (1) 地域における被災状況の把握 

  (2) 近隣の負傷者や避難行動要支援者に対する救助・支援 

  (3) 初期消火活動等の応急対策 

  (4) 避難所での自主的活動 

  (5) 芽室町・防災関係機関の活動への協力 

  (6) 自主防災組織の活動 

(7) インターネット上における真偽の不確かな情報の拡散防止 

３ 災害緊急事態の布告があったときの協力 

   国の経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼすような異常で激甚な非常災害が発生し、基

本法第105条に基づく災害緊急事態の布告が発せられ、内閣総理大臣から社会的・経済的混

乱を抑制するため、生活必需品等国民生活との関連性が高い物資や燃料等国民経済上重要

な物資をみだりに購入しないこと等の協力を求められた場合は、住民はこれに応ずるよう

努めるものとする。 

第２ 事業者の責務 

  災害応急対策や災害復旧に必要となる、食料、飲料水、生活必需品等の物資・資材又は役

務の供給・提供に関する者をはじめとする各事業者は、日常的に災害の発生に備える意識を

高め、自ら防災対応を実施するとともに、道、町、防災関係機関及び自主防災組織等が行う

防災対策に協力しなければならない。 

このため、従業員や施設利用者の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域への貢献・

地域との共生等、災害時に果たす役割を十分に認識し、各事業者において災害時に業務を継

続するための事業継続計画（BCP）を策定するとともに、防災体制の整備や防災訓練の実施、

取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなどの取組を

通じて、防災活動の推進に努めるものとする。 

１ 平常時の備え 

(1) 災害時行動マニュアルの作成及び事業継続計画（BCP）の策定・運用 

(2) 防災体制の整備 

(3) 事業所の耐震化の促進 

(4) 予想被害からの復旧計画策定 

(5) 防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施 

(6) 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

(7) 取引先とのサプライチェーンの確保 

(8) 地域で行う防災対策への協力 

 ２ 災害時の対策 

(1) 事業所の被災状況の把握 

(2) 従業員及び施設利用者への災害情報の提供 

(3) 施設利用者の避難誘導 

(4) 従業員及び施設利用者の救助 

(5) 初期消火活動等の応急対策 

(6) 地域での初期消火活動・救出・救護等の協力 

(7) 事業の継続又は早期再開・復旧 

(8) ボランティア活動への支援等及び地域への貢献   
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第２章 芽室町の概況 

第１節 自然的条件 

第１ 位置及び面積 

 芽室町は、北緯42度43分から43度１分、東経142度43分から143度９分にあたり、北海道の

東南部、十勝平野の西部に位置する。日高山系の分水嶺をその源とする美生川と芽室川、そ

して市街地の北部を東西に十勝川が流れている。東南部は帯広市、西北部は清水町、音更町、

鹿追町に隣接し、東西22.6㎞、南北35.4㎞、面積513.76㎢を有している。 

第２ 気候 

地理的位置からみて、温帯中北部に属した寒暖の差が大きい大陸性気候の地帯に属し、季

節的には、夏期の高温、冬期の低温、乾燥の循環が顕著に現れ年間を通して晴天日数が多く、

湿度も比較的低い。 

気象の最大特色は、積雪期間が長く冬期間の温度が非常に低いことにあるが湿度の関係と

昼間の温度上昇によって冬期の低温はさほど苦にならない。 

また、各気象要素とあわせて大気中亜硫酸ガス、塩素が少ないことから、金属の非発錆地

域でもあり、梅雨期の影響の少ないことや初秋から春先にかけての好天も特徴である。 

第３ 地勢 

芽室町は、日高山脈を頂点とし、十勝川に向って緩傾斜をなしている河成段丘の発達した

地勢にある。 

美生川、渋山川ともに日高山脈から発し、渋山川は芽室川に合流する。美生川、芽室川の

ほかビバウシ川及びシブサラビバウシ川の小流は、いずれも町の中央部を西から東に流れる

十勝川に合流する。 

道路網は、国道、道道及び町道の合計延長が約1,025㎞に達し、市街地は碁盤状の整然とし

た街路体系をなしている。 

第４ 地質 

北の紋別付近から中央高地東縁を経て、南の広尾に至る網走構造線の以東の芽室町が位置

する北海道東部は、その以西に比し層序的にも構造的にも別の単元を形成している。常呂－

陸別を結ぶ線から以北は主として中生界からなり、南側十勝－釧路地帯は白亜系を最下位に

中部には古第三系、上部には火山噴出物に富む新第三系が広く発達している。しかも、これ

らは千島列島の方向にやや平行なしゅう曲構造を示している。網走－陸別、知床－豊頃、根

室－釧路の三地帯は著しい隆起帯であり、帯広周辺、根釧原野、斜里付近のしゅう曲帯の低

地は第四系で埋められている台地性丘陵地と沖積層からなる、おおむね平担肥沃な農耕に適

した土地である。 
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第２節 災害の概況 

第１ 気象災害の概況 

 １ 霜害 

霜は、その性質上同じ寒地でも、地形、地質、風力、湿度などの関係で所により多少の

差はあるが、例年９月下旬に初霜があり、５月中旬から下旬に及ぶのが普通であるが、こ

の時期の遅れ、早まり、又は強弱が農作物の作況に過去幾度となく影響を及ぼしてきた。 

 ２ 冷害 

十勝は春夏秋ともに短く、夏期間といえどもオホーツク海高気圧の張り出しが強い  

年には、本道東部に流れ込んだ寒気が縦断山脈に遮断されることにより８月から９月  

に異常な低温を示すこととなり、本町農業に多くの打撃を与えてきた。 

 ３ 水害・雨害 

雨量は年間900㎜程度と多くない。降雨は作物の開花、結実期に多い傾向にあり、作物の

成育に大きな影響を与えてきた。また、台風、梅雨は本州ほどの被害は受けていないが、

時として台風、または台風くずれの熱帯性低気圧の影響で土木施設等に大きな被害を受け

ることがある。 

第２ 火災 

芽室町の火災は、春先の野火を原因とするものが最も多い。また、約半年は雪と寒さの中

で暮らすため暖房器具の使用が多く、それが原因となる火災発生も少なくない。林野火災は

４月から６月までの乾燥期が一番多い。入山者の煙草、たき火等の不始末による失火が主な

原因である。 

第３ 災害記録 

１ 災害年表  別紙のとおり 

２ 主な災害 

(1) 水害 

① 昭和47年台風20号 

昭和47年9月17日夜、台風20号による豪雨が本町を襲い、町の西部を流れる渋山川が

増水し堤防が決壊し濁流となって高岩地区を総なめにした。 

濁流は根室本線の路床をえぐって線路を宙づりにし、芽室川沿いに流れ込み、日本

缶詰十勝工場になだれ込み、国道に遮られた水は西町、緑町の公営住宅に押し寄せ床

下、床上浸水家屋は40戸、その他の河川も増水し橋や道路、農作物に大きな被害を与

え、総額約５億7,790万円の損害を与えた。 

この災害で町は災害対策本部を設置し、西町及び緑町地区の住民に避難命令を発し、

芽室中学校、中央保育所及び児童会館の３か所に被災者350人を収容した。 

② 昭和56年台風12号・15号 

昭和56年８月５日、停滞した前線と台風12号により、北海道各地で強い雨となった。

十勝管内では停滞前線の影響はあまり見られなかったが、台風12号により広がった雨

雲ため、1時間雨量の最大が20mmを記録し、総雨量で278mmとなった。 

床下浸水10戸、道路決壊９か所、畑冠水・流出区域は5,304haとなり、総額は約19億

7,944万円の損害を与えた。 
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また、８月23日には台風12号の傷跡も癒えないうちに台風15号が襲来により、住宅

一部破損4戸、営農施設破損126棟等約5億819万円の損害を与えた。 

   ③ 平成23年台風12号 

平成23年９月２日からの雨と、台風12号の北上及び13号の影響を受け６日までに総

雨量223mmを記録する。雨量が最も多くなった９月５日には、避難判断水位を超える河

川があることから、午後５時15分緊急幹部会議を開催し被害情報収集と初動体制づく

りに万全を期したところ、午後８時に各河川（ピウカ川、芽室川、美生川、帯広川）

が避難判断水位に上昇したことから、周辺住民への避難勧告等の対応に備え災害対策

本部を設置する。 

翌６日、河川水位が増減を繰り返していたところ、午後2時40分帯広開発建設部から

南２線高岩地区の芽室川堤防の一部決壊情報が入り、状況を確認し決壊の恐れありと

判断、午後４時20分に避難勧告を発令する。この台風の影響で道路路肩、路面等崩壊、

及び芽室川築堤決壊により総額約１億3,067万円の損害を与えた。 

この災害で西工町、西町、緑町東、緑町西及び元町、高岩の一部568世帯1,270名に

避難勧告を発令し、芽室総合体育館、芽室西小学校、保健福祉センター及び中央公民

館の４か所に地域住民229人が避難した。 

④ 平成28年台風10号 

平成28年８月に発生した台風10号等により、北海道各地で強い雨となった。特に台

風が最も接近した８月30日夜から31日未明にかけて雨や風がピークとなり、町内にお

いては市街地で154mm、伏美地区で414mmの雨量を観測した。 

30日午後４時20分には災害対策本部を設置し、美生川決壊の恐れがあったことから、

午後11時30分美生川周辺地域に避難指示を発令した。また、翌31日午前１時13分には

芽室川周辺地域に避難指示を発令、その後芽室川が決壊した。最終的には1,170世帯

3,214人に避難指示・避難勧告を発令し、10か所の避難所に延1,117人が避難した。 

     この災害で、道路、橋りょう、農地、企業等に甚大な被害が生じ、住家についても

全・半壊４棟、床上・床下浸水被害119戸の被害となり、町の被害総額は約26億円とな

った。 

(2) 風害 

メイ・ストーム 

昭和29年５月10日午前6時、本町一体は風速30ｍの大暴風に襲われ、1,379棟の建築物

はじめ、畑作物、森林そのほか約２億1,000万円の損害を与えた。 

この災害は道の災害救助法が適用され、住宅建設、各種資金融資、営農対策及び生活

対策などの施策がとられた。 

(3) 雪害 

昭和50年豪雪 

    昭和50年３月22日から23日にかけての豪雪により、町内の工場、鶏舎及びビニールハ

ウスが大雪に耐えられず倒壊した。なかでも紡績工場（鉄骨造4,762㎡）の倒壊は機械設

備のほとんどが破壊され、工場は閉鎖された。 

この災害により総額約５億1,800万円の損害を与えた。 
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(4) 火災災害 

芽室大火 

昭和39年３月22日午前１時10分頃、本通り２丁目北側付近から出火、瞬間最大風速20

ｍの北西の強風にあおられて、火は瞬く間に東と南に向かって燃え広がり、本通１丁目、

２丁目と東１条、東２条へと延焼し、さらに飛び火により鉄道線路を越えて、錦町、麻

生町の倉庫及び住宅が消失した。 

この災害は災害救助法が発動され、帯広市ほか隣接町村から多くの消防車16台246人

の応援及び自衛隊からは隊員384人、大型車両、ヘリコプターなどの応援を受けた。 

消失区域は本町（本通東側）、栄町、曙町中心部と錦町、麻生町の一部建物（住家87戸、

非住家55戸）で、商工鉱業等の被害を含め総額約４億2,729万円の損害を与えた。 

(5) 地震 

  ① 平成５年 釧路沖地震 

     平成５年１月15日午後８時６分、釧路市南方沖15㎞を震源として、M7.5の地震が発

生し、釧路市で震度６（裂震）を観測した。 

この地震で死者２名、負傷者966名、全壊・半壊307棟、一部損壊5,311棟と大きな被

害をもたらした。震度５を観測した芽室町でも負傷者８名、約8,325万円の損害を与え

た。 

    この年に、窓ガラスが割れるなど被害を受けた役場庁舎は耐震診断により耐震補強

工事を実施した。 

  ② 平成15年 十勝沖地震 

     平成15年９月26日午前４時50分、十勝沖を震源としてM8.0の地震が発生し、新冠町、

静内町、浦河町、鹿追町、忠類村（現：幕別町忠類）、幕別町、豊頃町、釧路市、厚岸

町で震度６弱を観測した。 

日高、十勝、釧路地方を中心に被害が発生し、行方不明２名、負傷者847名、住家全

壊116棟、半壊368棟の被害をもたらした。 

この地震によって引き起こされた津波が、北海道及び東北地方の太平洋沿岸に来襲

した。特に、北海道では津波による床上浸水の被害が発生した。 

芽室町では震度５弱を観測し、軽傷２名、非住家被害・全壊１棟、土木被害・道路

２件など、約6,874千円の被害をもたらした。 

③ 平成30年 北海道胆振東部地震 

  平成30年９月６日午前３時８分、胆振地方を震源としてM6.7の地震が発生し、厚真

町鹿沼で震度７、安平町、むかわ町で震度６強を観測した。 

  この地震により死者43名、負傷者782名、住家全壊469棟、半壊1,660棟、一部破損

13,849棟と大きな被害をもたらした。また、北海道電力苫東厚真火力発電所が緊急停

止し、道内全域停電（ブラックアウト）が発生した。 

  芽室町では震度４を観測し、ブラックアウトの発生により災害対策連絡本部が設置

された。 
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芽室の災害年表（昭和27年以降） 

昭和27年３月４日 地震（十勝沖） 

帯広市、本別町：震度５ 

住家被害43棟、非住家被害35棟 

暗渠排水200ha、明渠排水20か所 

橋梁墜落２か所  被害額35,343千円 

昭和29年５月10日 メイ・ストーム（暴風）

負傷者５人、住家被害968棟 

非住家被害438棟、農業被害面積780ha、倒木

1,500石 

被害総額229,183千円 

昭和29年９月26日

～27日
台風（洞爺丸台風） 

住家被害343戸、農業被害面積1,185ha、学校

建物10坪、その他建物383坪、町有林1,300石、

民有林1,500石 

被害総額68,813千円 

昭和30年７月３日

     ～４日
豪雨 

床上浸水２戸、床下浸水22戸 

農作物冠水250ha、農作物流失21ha 

道路決壊520ｍ、橋梁流失６基 

河川決壊15か所（2,280ｍ） 

被害総額66,785千円 

昭和30年９月６日

     ～８日
豪雨 

床上浸水12戸、床下浸水80戸 

畑冠水流失1,105ha、道路決壊１か所 

橋梁流失５基、河川決壊12か所 

被害総額48,530千円 

昭和37年４月23日 地震（十勝沖） 帯広市、広尾町：震度５ 

昭和37年８月４日

     ～６日
豪雨（台風９号） 

住宅半壊１戸、床上浸水４戸、床下浸水37戸

田冠水18ha、畑流失50ha 

畑冠水3,199ha、河川決壊12か所 

橋梁決壊33基、道路決壊７か所(660ｍ) 

被害総額188,381千円 

昭和39年３月22日 火災 

全焼家屋87戸89世帯403名 

非住家全焼55戸、重傷１名、軽傷２名 

被害総額430,780千円 

昭和43年５月16日 地震（青森県東方沖） 

浦河町、広尾町：震度５ 

帯広市、本別町、釧路市：震度4 

浦河町、帯広市、広尾町、本別町：震度５ 

苫小牧市、門別町：震度４ 

昭和47年９月17日
豪雨（台風20号） 

（災害対策本部設置）

床上浸水41戸、床下浸水87戸 

畑冠水・流失2,517ha 

河川決壊24か所、道路決壊42か所 

橋梁決壊17か所 

被害総額577,913千円 
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昭和50年３月22日

     ～23日
豪雪 

紡績工場屋根落ち、機械、原料、製品等に被

害450,000千円、養鶏孵化場、鶏舎６棟、132

坪、ヒナ鶏16,000羽、親鶏25,000羽、計53,000

千円 

ビニールハウス255棟、15,300千円 

被害総額518,600千円 

昭和50年７月17日 豪雨 

床下浸水５戸、道路決壊14か所 

畑冠水・流失等150ha 

被害総額24,950千円 

昭和50年８月19日

     ～23日
豪雨 

農作物倒状1,840ha、道路決壊54か所 

橋梁決壊９か所 

被害総額72,149千円 

昭和54年10月19日 豪雨（台風20号） 
道路決壊５か所、農業用水路決壊403ｍ 

被害総額1,924千円 

昭和56年８月５日 豪雨（台風12号） 

床下浸水10戸、道路決壊９か所 

畑冠水・流失等5,304ha、橋梁決壊１か所 

被害総額1,979,444千円 

昭和56年８月23日 豪雨（台風15号） 

住宅一部破損４戸 

畑冠水・流失等5,304ha 

営農施設破損126棟 

被害総額508,199千円 

昭和57年３月21日 地震（浦河沖） 
浦河町：震度６ 

帯広市、広尾町：震度４ 

昭和57年10月５日 豪雨（台風13号） 
農業用排水路決壊1,057ｍ 

被害総額9,673千円 

昭和60年９月１日 豪雨（台風13号） 

昭和63年10月28日

～31日
大雨  

平成５年１月15日 地震（釧路沖） 
釧路市：震度６ 帯広市、広尾町：震度５ 

負傷者 ８人 被害総額 83, 242千円 

平成５年中 冷害 

春から低温、日照不足、記録的な冷夏に見舞

われ、豆類を中心に被害が広がり、９月24日

に冷害対策本部を設置する。 

平成６年10月４日 地震（北海道東方沖） 
釧路市：震度６ 

広尾町、足寄町：震度５、帯広市：震度４ 

平成９年８月９日

～10日
集中豪雨 

路面決壊24路線、道路側溝、のり面、路肩な

ど合わせ35か所 被害総額 3,700千円 

そのほか、畑地への冠水２か所 

平成10年９月16日 豪雨（台風５号） 

道路路肩、路面等決壊・崩壊 173か所、河川

及び明渠路等被害25か所 

被害総額 25,000千円 
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平成13年10月１日

～２日

豪雨（秋雨前線・台風15

号） 

道路の主な被災13か所、河川の主な被災14か

所、その他被災３か所（畑かん施設漏水、暗

渠流末洗掘、町営牧場法面崩壊） 

平成14年10月１日

～２日
豪雨（台風21号） 

河川、道路、滞水や畑冠水の被害 726か所 

被害総額 30,125千円 

平成15年８月７日

～19日
豪雨（台風10号） 

河川護岸決壊１か所、道路路肩・路面等決壊

及び崩壊22か所、明渠・排水路土砂堆積、法

面・護岸決壊15か所ほか 

被害総額60,876千円 

平成15年９月26日

地震（十勝沖） 

芽室町：震度５弱 

（災害対策本部設置

後に解除）

鹿追町、幕別町、豊頃町、忠類村：震度６弱

足寄町、帯広市、本別町他：震度５強 

軽傷２名、非住家被害・全壊１件、土木被害・

道路２件ほか 

被害総額6,874千円 

平成20年９月11日
地震（十勝沖） 

芽室町：震度３ 
浦幌町、大樹町：震度５弱 

平成22年８月11日

～12日
台風４号（大雨） 

道路路肩、路面等決壊・崩壊 ８か所 

明渠排水路等被害 ５か所  

被害総額 26,009千円 

平成23年９月５日

     ～６日

台風12号（大雨） 

（災害対策本部設置）

道路路肩、路面等決壊15か所 

明渠排水路等被害３か所、芽室川築堤決壊 

被害総額 130,695千円 

平成28年８月30日

     ～31日

台風10号（大雨） 

（災害対策本部設置）

道路路肩、路面等決壊20か所、橋りょう 落

橋３橋、傾倒１橋、護岸流出３橋、農地108ha

明渠排水路被害15地区、畑地かんがい用水路

被害８地区、芽室川築堤決壊、美生川築堤一

部欠損 

被害総額 2,614,339千円 

平成29年９月18日 台風18号（大雨） 

道路路肩、路面等決壊、橋りょう被害 計30

か所、農地4.23ha、明渠排水路被害８地区 

被害総額 267,034千円 

平成30年９月６日

地震（胆振地方中東部）

芽室町：震度４ 

（災害対策連絡本部設置）

厚真町（鹿沼）：震度７ 

厚真町（京町）、安平町、むかわ町：震度６強

北海道全域停電（ブラックアウト） 

注）平成７年阪神淡路大震災以降各市町村に震度計を設置 
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第３章 防災組織 

 災害の予防、応急対策及び復旧対策等の防災諸活動に即応する体制を確立し、災害対策の総

合的運営を図るため、防災に関する組織運営及び本部の設置基準等を定める。 

第１節 組織計画 

第１ 町防災会議 

芽室町における防災行政を総合的に運営するために、基本法第16条の規定に基づき町防災

会議を設置し、その構成及び運営は次のとおりとする。 

 １ 町防災会議の組織 

   町防災会議は、町防災会議条例第３条第５項の規定により第１図の構成とする。 

 ２ 町防災会議の運営 

   町防災会議条例の定めるところによるものとする。 

 ３ 町防災会議の業務 

芽室町における防災に関する基本方針及び計画を作成し、その実施を図り災害情報の収

集と機関相互の連絡調整を行う。 

第２ 応急活動体制 

 １ 災害対策組織 

(1) 緊急幹部会議 

   ア 組織 

     組織は、町長、副町長、教育長及び防災担当課長とする。 

   イ 運営 

     町長は、災害による被害等の発生が予想されるときで、必要と認めるときは緊急幹

部会議を招集し、情報等の共有及び収集により初動体制に万全を期するものとする。 

(2) 災害対策連絡本部 

    ア 設置 

     町長は、災害・事故が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、次の基準の

一に該当し必要と認めるときは、本部に円滑に移行できる組織として、災害対策連絡

本部（以下「連絡本部」という。）を設置し、災害応急対策を実施する。 

連絡本部設置基準 

風水害 ・大型台風の接近等で被害の発生が予想されるとき 

・住家の床上浸水や全半壊等の被害、人的被害が発生し、さらに被害の拡

大が予想されるとき 

・孤立集落、避難者の発生等により応急対策が必要なとき 

・交通機関の障害、生活基盤の被害が発生し、応急対策が必要なとき 

雪害 ・孤立集落の発生等により応急対策が必要なとき 

・ライフライン等の被害が発生し、対策が必要なとき 

大事故等 

 航空災害 ・小型飛行機等の墜落事故で対策が必要なとき 

鉄道災害 ・人命の救助救出及び被害者対策等を必要とするとき 
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連絡本部設置基準 

・事故により生活物資輸送等に影響が生じ、対策が必要なとき 

道路災害 ・人命の救助救出及び被害者対策等を必要とするとき 

・事故により生活物資輸送等に影響が生じ、対策が必要なとき 

危険物災害 ・家屋・施設や人的被害が発生し、さらに被害の拡大が予想されるとき 

大規模火災 ・家屋・施設や人的被害が発生し、さらに被害の拡大が予想されるとき 

林野火災 ・消火活動の難航が予想されるとき 

・家屋・施設や人的被害が発生し、さらに被害の拡大が予想されるとき 

    イ 組織等 

(ｱ) 組織 

      連絡本部の組織は、次のとおりとする。 

           注１ 連絡本部の各班の所掌事務は、本部の各班の所掌事務に準ずる。 

２ 連絡本部の庶務は、総務課において処理する。 

   ウ 廃止 

     町は、災害の発生するおそれがなくなったとき、又は災害応急対策がおおむね完了

したときは、連絡本部を廃止する。 

     また、町は基本法第23条の規定に基づく本部を設置したときは、連絡本部を廃止す

る。 

（総務課長） 

（政策推進課長） 統括総務部 連絡本部長 情報財政部 

連絡副本部長 

住民税務部 

保健支援部 

救 護 部 

商 工 部 

環境土木部 

建築施設部 

上下水道部 

学校教育部 

社会教育部 

医 療 部 

農 林 部 

（住民税務課長）

（高齢者支援課長） 

（子育て支援課長）

（農林課長） 

（商工労政課長） 

（環境土木課長） 

（都市経営課長） 

（水道課長） 

（教育推進課長）

（町長） 

（生涯学習課長） 

（病院事務長）

（副町長・教育長） 

観 光 部 （魅力創造課長） 
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(3) 災害対策本部 

    ア 設置 

町長は、災害・事故が発生し又は災害が発生するおそれがある場合で必要と認める

ときは、基本法第23条の規定に基づき、次により本部を設置し防災活動を推進するも

のとする。 

災害対策本部設置基準

風水害 ・多くの住家や人的被害が発生し、被害の拡大が予想されるとき 

・多くの地域で孤立集落、避難者等が発生し、応急対策が必要なとき 

・多くの交通機関の障害、生活基盤の被害が発生し、応急対策が必要な

とき 

雪害 ・被害が大規模で、広域にわたるとき 

大事故等 

 航空災害 ・多くの死傷者が発生したとき 

・人命の救助救出活動の難航が予想されるとき 

・航空機が消息を絶ったとき 

鉄道災害 ・被害が大規模なとき 

・人命の救助救出活動の難航が予想されるとき 

道路災害 ・被害が大規模なとき 

・人命の救助救出活動の難航が予想されるとき 

危険物等災害 ・被害が大規模なとき 

・人命の救助救出活動の難航が予想されるとき 

大規模火災 ・被害が大規模なとき 

・人命の救助救出活動の難航が予想されるとき 

林野災害 ・火災が複数の市町村にわたり消火活動の難航が予想されるとき 

・人命の救助救出活動の難航が予想されるとき 

冷（湿）害 ・各地で冷（湿）害被害が発生したとき 

イ 組織等 

(ｱ) 組織 

      本部の組織は、第２図のとおりとする。 

(ｲ) 運営 

      本部の運営は、芽室町災害対策本部条例（昭和38年芽室町条例第５号）に定める

ところによる。 

(ｳ) 所掌 

      本部の所掌事務の主なものは別表第１のとおりである。 

   ウ 設置場所 

(ｱ) 本部は、本庁舎内に設置する。 

(ｲ) 本部を設置したときは、一般住民に周知するとともに、本部標識を本部 

の玄関前及び本部室前に掲示する。なお、廃止した場合は、上記に準ずる 

ものとする。 

(ｳ) 名称及び設置場所 

名  称 芽室町災害対策本部 

       設置場所 河西郡芽室町東２条２丁目14番地 芽室町役場 
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   エ 現地対策本部の設置 

（ｱ） 本部長は、早急な諸対策を行うために必要と認めるときは、災害発生地域に現

地本部を設置することができる。 

（ｲ） 現地本部には、現地本部長及び現地本部員等を置き、本部長が指名する者をも

ってこれにあてる。 

（ｳ） 現地本部長は、常に本部と連絡を保ち、的確な指示及び情報交換により、適切

な措置を講ずる。 

   オ 廃止 

町長は、災害の発生するおそれがなくなったとき、又は災害応急対策がおおむね完    

了したときは、本部を廃止する。 

   カ 通知 

町長は、本部を設置、又は廃止したときは、直ちに本部員に通知するとともに、速

やかに次に掲げる者に通知する。 

(ｱ) 防災会議構成機関の長 

(ｲ) 道知事 

キ 本部員会議の協議事項 

(ｱ) 本部の配備体制の切り替え廃止に関すること。 

(ｲ) 災害情報、被害状況の分析とそれに伴う対策活動の基本方針に関すること。 

(ｳ) 関係機関に対する要請及び指示に関すること。 

(ｴ) 他市町村に対する応援に関すること。 

(ｵ) その他災害対策に関する重要事項 

   ク 本部員会議の開催 

(ｱ) 本部員会議は、本部長、副本部長、各部長、統括総務部副部長及び統括班長で構

成し、本部長が召集するものとする。 

(ｲ) 本部員はそれぞれ所管事項について会議に必要な資料を提出しなければならな

い。 

(ｳ) 本部員は必要により職員を伴って会議に出席することができる。 

(ｴ) 本部員が会議の召集を必要と認めたときは統括部長にその旨申し出るものとす

る。 

    ケ 会議事項の周知 

会議決定事項のうち職員に周知する必要があると認めたものについては、速やかに

その徹底を図るものとする。 

コ その他 

         本部及び本部員会議の運営について必要な事項は本部長が指示する。 

   サ 本部設置の周知 

本部を設置したときは、直ちに関係者、機関等に周知する。なお、職員及び関係機

関への情報伝達方法については、｢第５章 第１節 災害情報収集計画及び情報伝達計

画」に定める。 

(ｱ) 全職員（庁内放送、電話、庁内LAN） 

(ｲ) 防災関係機関（別表第２）、十勝総合振興局及び報道機関（北海道総合行政情報

ネットワーク、電話、無線電話及び伝令） 

(ｳ) 地区別情報等連絡責任者（電話） 

(ｴ) 一般住民への周知（報道機関の広報協力、広報車、街頭放送、電話及びホームペ

ージ、SNS、災害告知用戸別端末、登録制メール） 
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シ 標議 

(ｱ) 本部長、副本部長、本部員及び職員は、身分を明らかにするため所定の腕章及

び必要において町名入りベストを着用すること。 

(ｲ) 災害時において非常活動に使用する標旗 

は、別段の定めがあるもののほか、所定の 

標旗をつけること。 

(ｳ) 災害時において、応急対策活動に使用する

本部の車両には、所定の標旗をつけること。 

(ｴ) 職員の身分の証明は、職員が常に所持している身分証明書（芽室町処務規程

（昭和50年訓令第２号）第30条の規定による身分証明書）によるものとし、基本法

第83条第２項（立ち入りの要件）に規定する身分を示す証票も本証で兼ねる。 

 ２ 町職員の動員配備 

   被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図  

るため非常配備体制をとるものとする。ただし、本部が設置されない場合にあっても、災

害の規模、特性に応じ非常配備の体制をとることがあるものとする。 

(1) 配備計画 

    各課長等は、災害の種類・規模に応じて適切な職員配置を行うため、連絡体制、配備

する人員などを予め配備計画として定めるものとする。 

(2) 配備基準等 

配備基準及び配備人員は、次のとおりとする。 

非常配備に関する基準 

体制 配備時期 配備内容及び職員 

・注意報が発令され、準備配備２に至ら

ないと判断されるとき。 

情報連絡にあたり、状況により第１非

常配備に移行できる体制とする。 

総務課１名以上は、自宅待機とする。

・注意報が発令され、気象業務法（昭和

27年法律第165号）に基づく情報又は

警報が発令される可能性が高いとき。

・町内の１以上の河川において、水防団

待機水位に到達しているが、その後の

水位の上昇が見込まれないとき。 

情報連絡にあたり、状況によりさらに

次の配備体制に移行できる体制とする。

総務課１名以上 

総務課、政策推進課、魅力創造課、都市

経営課、健康福祉課、高齢者支援課、子育

て支援課、農林課、環境土木課、水道課、

教育推進課、生涯学習課等関係する課の

職員各１名以上は、自宅待機とする。 

芽室町災害対策本部
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体制 配備時期 配備内容及び職員 

・局地的に災害が発生し、初期の災害対

策を実施する必要があるとき 

・気象業務法に基づく情報又は警報を

受けたとき。 

・その他必要により町長が当該非常配

備を指令したとき。 

・町内の１以上の河川において、水防団

待機水位に到達し、かつ、その後の水

位の上昇が見込まれるとき。 

情報連絡、局所災害対応のため各課少

数の人数をもって当たるもので、状況に

よりさらに次の配備体制に円滑に移行で

きる体制とする。 

総務課、政策推進課、魅力創造課、都市

経営課、住民税務課、健康福祉課、高齢者

支援課、商工労政課、子育て支援課、農林

課、環境土木課、水道課、教育推進課、生

涯学習課等関係する課の職員各１名以上

その他の係長職以上は、自宅待機とす

る。 

・相当規模の災害の発生が予想される

場合又は災害が発生したとき 

・その必要により連絡本部長が当該非

常配備を指令したとき。 

・町内の１以上の河川において、氾濫注

意水位に到達したとき。 

関係各班の所要の人員をもって当たる

もので災害の発生とともに直ちに非常活

動が開始できる体制とする。 

係長職以上 

その他の職員は、自宅待機とする。 

・広域にわたる災害の発生が予想され

る場合又は被害が特に甚大であると

予想される場合において本部長が当

該非常配備を指令したとき。 

・予想されない重大な被害が発生した

とき。 

・気象業務法に基づく気象特別警報が

発令されたとき。 

・町内の１以上の河川において、氾濫危

険水位に到達したとき。 

本部の全員をもって当たるもので、状

況によりそれぞれの災害応急活動ができ

る体制とする。 

全職員 

(3) 職員の配備体制（地震災害に係る非常配備については、｢地震編第３章第１節第２ 町
職員の動員配備｣による。） 

   ア 連絡本部設置前 

(ｱ) 第１非常配備要員は、配備基準に該当する情報又は警報を受けたとき、その他町

長が非常配備を指令したとき任務につく。 

(ｲ) 第１非常配備に関わる指揮監督は、関係課長が行い、統括は総務課長が行う。 

     イ 連絡本部設置後 

(ｱ) 連絡本部長は、連絡本部の設置を決定したときは、直ちに第２非常配備体制をと

るよう各班長に通知する。 

(ｲ) 各班長は、連絡本部の設置が決定されたときは、配備計画に基づく第２非常配備

体制をとる。 

     ウ 本部設置後 

(ｱ) 本部長は、本部の設置を決定したときは、直ちに第３非常配備体制をとるよう各

部長に通知する。 
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(ｲ) 各部長は、本部の設置が決定されたときは、配備計画に基づく第３非常配備体制

をとる。 

(4) 配備人員 

配備人員は、各部長が配備体制ごとに配備計画を定める。 

(5) 非常配備指令による動員方法 

    非常配備指令による本部の組織体制の確立するための本部職員の動員方法は、「第５

章第１節 災害情報収集計画及び情報伝達計画」の定めるところによる。 

 ３ 住民組織等の活用 

   災害の状況により必要と認めた場合は、本部長は住民組織や諸団体に対して協力を  

要請するものとする。 

(1) 協力要請事項 

    協力を要請する事項はおおむね次のとおりとする。 

   ア 災害現場における応急手当と患者の搬出に関すること。 

   イ 避難所内での手伝い、被災者の世話に関すること。 

   ウ 義援金品の募集及び整理に関すること。 

   エ 本部が行う人員、物資の輸送に関すること。 

   オ その他、本部長が必要と認めた事項 

(2) 協力要請先等 

    本部長は、行政区設置条例（昭和42年芽室町条例第１号）に定める市街地の町内会長

及び農村部の行政区長に対し、災害の状況により前項の協力要請事項を電話等により依

頼するものとし、町内会長及び行政区長は要請のあった事項に対し、町内会又は行政区

内の連絡調整を行うものとする。 

４ 町長の職務の代理  

災害対策本部の設置をはじめ、災害応急対策に係る町長の職務に関して、町長に事故あ

るときには、副町長がその職務を代理する。  
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第１図 町防災会議の組織 

 帯広開発建設部次長（河川・道路担当） 

国立研究開発法人北海道農業研究センター芽室研究拠点 

寒地畑作研究監 

北海道立総合研究機構十勝農業試験場総務課長 

指定地方行政機関 

 陸上自衛隊 陸上自衛隊第五旅団第４普通科連隊連隊長 

十勝総合振興局地域創生部長兼危機対策室長 

帯広建設管理部事業課長 
北海道 

北海道警察 
帯広警察署長 

芽室交番所長 

副町長、総務課長、政策推進課長、住民税務課長、高齢者支

援課長、子育て支援課長、農林課長、環境土木課長、水道課

長、公立芽室病院事務長、公立芽室病院総看護師長 

会  長 

芽室町長 

芽室町 

芽室町教育委員会 教育長、教育推進課長 

消防機関 
とかち広域消防事務組合芽室消防署長 

芽室消防団長 

指定公共機関及び 

指定地方公共機関 

㈱北海道ジェイ・アール・サービスネット芽室駅長 

北海道電力ネットワーク㈱道東統括支店長 

日本郵便㈱芽室郵便局長 

自主防災組織を構成

する者又は学識経験

のある者から町長が

任命する者 

自主防災組織本部長等 
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第２図 芽室町災害対策本部体制図 

災害対策本部 

統括総務部 総 務 班
総務課（総務係・行政経営係・契
約法制係）・監査委員事務局 

情報財政部 情報財政班 政策推進課 

住民税務部 税広報班 住民税務課・出納課 

保健支援部 援 護 班 健康福祉課・高齢者支援課 

救 護 部 救 護 班 子育て支援課 

農 林 部 農 林 班 農林課・農業委員会事務局 

統括総務部 商 工 部 商 工 班 商工労政課 

統 括 班 観 光 部 観 光 班 魅力創造課 

総務課
（危機対策係） 

環境土木部 環境土木班 環境土木課 

建築施設部 建築施設班 都市経営課 

上下水道部 上下水道班 水道課 

学校教育部 学校教育班 教育推進課 

社会教育部 社会教育班 生涯学習課 

医 療 部 医 療 班 公立芽室病院 

芽室消防署
(消防署長）

芽室消防団
(消防団長)

  指示・連携   出動命令 

本部長 
（町長）

副本部長 

（副町長） 

（教育長） 
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別表第１  本部業務分担 

部 班 所掌事務の内容 

統 括 班 

１ 町防災会議及び本部会議に関すること。 

２ 本部員の非常招集に関すること。 

３ 各部の総合連絡調整に関すること。 

４ 災害状況の取りまとめに関すること。 

５ 国、道等に対する要請及び報告に関すること。 

６ 救助法に基づく救助の実施に関すること。 

７ 気象予警報、雨量・河川水位等の情報収集及び伝達に関すること。 

８ 住民に関する警報及び避難命令等の周知並びに広報に関すること。（メール等） 

総 務 班 

１ 指定地方行政機関の職員の派遣に関すること。 

２ 他市町村に対する応援要請に関すること。 

３ 自衛隊の派遣要請依頼に関すること。 

４ 労務供給対策に関すること。 

５ 本部員の衣服、食料及び寝具の調達に関すること。 

６ 災害対策従事者の公務災害補償に関すること。 

７ 行方不明者の捜索に関すること。 

８ 災害日誌、及び災害記録の作成並びに災害情報の収集・整理・発信等に関すること。 

９ 情報システムの対応に関すること。 

10 災害時の車両（作業用を除く。）の確保及び配車に関すること。 

11 応援物資の輸送に関すること。 

12 災害応援物資の手配、受入れに関すること。 

13 その他各部に属さないこと。 

情報財政班 

１ 本部が行う発表、依頼等の広報活動及び報道機関との連絡調整に関すること。 

２ 災害報道記事、災害情報写真等の収集に関すること。 

３ 災害記録写真の撮影に関すること。 

４ 災害応急対策及び災害復旧に要する資金計画（財政措置）に関すること。 

５ 災害対策の予算措置に関すること。 

６ 災害見舞者及び視察者の対応、接遇に関すること。 

７ 国、地方公共団体等からの災害視察者に関すること。 

８ その他特命事項に関すること。 

税広報班 

１ 住民に関する警報及び避難命令等の周知並びに広報に関すること。（広報車等） 

２ 義援金の受付、配付に関すること。 

３ 被災者の税の減免についての資料収集に関すること。 

４ 被災世帯、被災住家の被災状況に関すること。 

５ 罹災証明書の発行に関すること。 

６ その他特命事項に関すること。 
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部 班 所掌事務の内容 

援 護 班 

１ 独居高齢者及び障がい者の被害調査に関すること。 

２ 避難行動要支援者に関すること。 

３ 被災者、要配慮者の生活援護、各種福祉資金に関すること。 

４ 福祉関係機関との連絡調整に関すること。 

５ 災害時のボランティアの受入れに関すること。 

６ 福祉施設の被害調査及び復旧対策に関すること。 

７ 被災地の感染症予防及び患者の収容に関すること。 

８ 被災地及び避難所の保健指導、栄養指導に関すること。 

９ その他特命事項に関すること。 

救 護 班 

１ 避難所の運営及び管理に関すること。 

２ 避難者に対する炊き出し及び食料等の供給に関すること。 

３ その他特命事項に関すること。 

農 林 班 

１ 農業関係被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 被災農家に対する援護対策に関すること。 

３ 家畜の飼育管理及び飼料の確保に関すること。 

４ 林業関係の被害調査及び応急対策に関すること。 

５ 農業関係の資金融資に関すること。 

６ その他特命事項に関すること。 

商 工 班 

１ 被災商工企業の調査及び復旧対策に関すること。 

２ 被災商工企業の金融に関すること。 

３ 災害時の物価抑制に関すること。 

４ 災害時における燃料の需要等の調整に関すること。 

５ 臨時電話の架設に関すること。 

６ その他特命事項に関すること。 

観 光 班 
１ 観光事業関係の被害調査及び復旧に関すること。 

２ その他特命事項に関すること。 

環境土木班 

１ 道路、橋梁、河川の被災調査及び応急措置に関すること。 

２ 災害時の交通不能箇所調査及び応急措置に関すること。 

３ 災害時における土木、建築資材の確保及び需給計画に関すること。 

４ 水防に関すること。 

５ 災害復旧土木事業に関すること。 

６ 公共施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 

７ 応急作業用車両等の確保に関すること。 

８ 被災地の環境衛生保持に関すること。 

９ 災害時の公害防止対策及び緊急措置に関すること。 

10 災害時の清掃計画の作成及び実施に関すること。 

11 被災地の清掃及び廃棄物の処理に関すること。 

12 防疫業務の支援に関すること。 

13 遺体の収容安置及び埋葬に関すること。 

14 その他特命事項に関すること。 
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部 班 所掌事務の内容 

建築施設班 

１ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

２ 災害に係わる住宅の応急処置に関すること。 

３ 避難所、炊き出し所及び救護所の設営工事に関すること。 

４ 町有財産の被害確認及び応急措置に関すること。 

５ 町有財産（教育施設を除く。）の応急利用に関すること。 

６ 避難所の開設に関すること。 

７ 公営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。 

８ その他特命事項に関すること。 

上下水道班 

１ 上下水道施設の被害調査及び応急処置に関すること。 

２ 災害時給水の応急措置に関すること。 

３ 災害時の給水計画及び実施に関すること。 

４ その他特命事項に関すること。 

学校教育班 

１ 学校教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 児童生徒の避難及び救護に関すること。 

３ 各小中学校との連絡調整に関すること。 

４ 災害時の応急教育に関すること。 

５ 災害時の学校給食に関すること。 

６ 学用品の給与に関すること。 

７ その他特命事項に関すること。 

社会教育班 

１ 社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 文化財の被害調査及びその保全対策に関すること。 

３ 社会教育関係団体の応援協力に関すること。 

４ その他特命事項に関すること。 

医 療 班 

１ 死傷者の収容に関すること。 

２ 負傷者の応急措置及び看護に関すること。 

３ 応急救護対策に関すること。 

４ 医療機関・医師等の動員計画、医療及び助産計画の作成及び実施に関すること。 

５ その他特命事項に関すること。 

※「避難者の誘導」については、災害の種類、程度及び発生場所等を勘案し、統括総務部長が

指定する部又は班が担う。 

また、様々な感染症対策を考慮し、事前に避難所を設置する必要がある場合も統括総務部

長が指定する部又は班をもって、救護部を支援する。 
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別表第２ 

関係機関等の連絡先一覧

機関名 
担当部署 

住所 電話番号 

帯広開発建設部 統括総務部 帯広市西５条南８丁目 24－3149 

北海道農政事務所 

帯広地域拠点 
農林部 帯広市西６条南７丁目３ 24－2401 

北海道森林管理局 

十勝西部森林管理署 
農林部 帯広市東９条南14丁目２ 24－6118 

国立研究開発法人北海道農業

研究センター芽室研究拠点
農林部 芽室町新生南９線４番地 62－2721 

帯広測候所 統括総務部 帯広市東４条南９丁目 24－4555 

日本郵便（株）芽室郵便局 統括総務部 芽室町本通５丁目１番地 62－2727 

帯広警察署 統括総務部 帯広市西1条北1丁目１ 25－0110 

帯広警察署芽室交番 統括総務部 芽室町東３条２丁目19 62－2151 

危機対策室 統括総務部 
帯広市東３条南３丁目１ 

（十勝合同庁舎内）
24－2191 

帯広建設管理部 環境土木部 
帯広市東３条南３丁目１ 

（十勝合同庁舎内）
26－9222 

保健環境部 保健支援部 
帯広市東３条南３丁目１ 

（十勝合同庁舎内）
26－9072 

 農林部 中札内村東１条北７丁目10 67－2291 

道総研十勝農業試験場 農林部 芽室町新生南９線２番地 62－2431 

(株)北海道ジェイ・アール・サ

ービスネット 芽室駅 
統括総務部 芽室町本通１丁目１番地 62－2010 

東日本電信電話（株）北海道東

支店 
統括総務部 帯広市西４条南５丁目１ 23－8920 

芽室町農業協同組合 農林部 芽室町西４条南１丁目１ 62－2311 

十勝広域森林組合 農林部 芽室町東２条６丁目1番地 62－2404 

芽室町商工会 商工部 芽室町本通１丁目19番地 62－2339 

陸上自衛隊第５旅団 

第４普通科連隊第３科 
統括総務部 帯広市南町南７線31番地 

48－5121 

（内線3032） 

芽室消防署 統括総務部 芽室町東２条３丁目１ 62－2821 
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第２節 気象業務に関する計画 

 気象等に関する注意報、警報、特別警報及び火災気象通報の発表、伝達等は、気象業務法、

水防法(昭和24年法律第193号)、及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき行うもので

注意報、警報及び特別警報の種類、発表基準、伝達方法等は次によるものとする。なお、国及

び道は、避難指示等の発令基準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になる

よう、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促すものとす

る。また、警戒レベル等の避難判断は、第４章災害予防計画の第６節における避難体制整備計

画の第４避難計画に記載した内容とする。 

第１ 気象等に関する特別警報、警報、注意報及び情報等 

 １ 特別警報、警報及び注意報 

(1) 特別警報 

大雨特別警報 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され

る場合 

暴風特別警報 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により暴風が吹く

と予想される場合 

暴風雪特別警報 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により、雪を伴う

暴風が吹くと予想される場合 

大雪特別警報 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

(2) 気象警報（別表第１参照） 

暴風警報 暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

暴風雪警報 暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

大雨警報 大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

大雪警報 大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

(3) 気象注意報（別表第２参照） 

風雪注意報 風雪により災害の起こるおそれがあると予想される場合 

強風注意報 強風により災害の起こるおそれがあると予想される場合 

大雨注意報 大雨により災害の起こるおそれがあると予想される場合 

大雪注意報 大雪により災害の起こるおそれがあると予想される場合 

濃霧注意報 
濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想

される場合 

雷注意報 落雷等により被害が予想される場合 

乾燥注意報 空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合 

なだれ注意報 なだれによって災害の起こるおそれがあると予想される場合 

着氷(雪)注意報 着氷（雪）によって被害が起こると予想される場合 

霜注意報 
早霜、晩霜等によって農作物に著しい災害が起こるおそれがあると

予想される場合 

低温注意報 低温のため農作物その他に著しい災害が予想される場合 

融雪注意報 融雪により災害の起こるおそれがあると予想される場合 
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 ２ 地面現象警報及び注意報 

地面現象警報 
大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって重大な災害が起るお

それがあると予想される場合に気象警報に含めて発表される。 

地面現象注意報 
大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって災害が起るおそれが

あると予想される場合に気象注意報に含めて発表される。 

 ３ 浸水警報及び注意報 

浸水警報 
浸水によって重大な災害が起るおそれがあると予想される場合に気

象 警報に含めて発表される。 

浸水注意報 
浸水によって災害が起るおそれがあると予想される場合に気象注意

報に含めて発表される。 

 ４ 洪水警報及び注意報 （別表１及び２参照） 

洪水警報 洪水によって重大な災害が起るおそれがあると予想される場合 

洪水注意報 洪水によって災害が起るおそれがあると予想される場合 

 ５ 水防活動用気象警報及び注意報 

水防活動用気象警報 大雨警報、大雨特別警報 

水防活動用気象注意報 大雨注意報 

水防活動用洪水警報 洪水警報 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報 

 ６ 土砂災害警戒情報 

  大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害が発生する危険性がさらに高まった

ときに発表される。 

 ７ 指定河川洪水予報（別表第１及び第２参照） 

洪水警報 

氾濫発生情報 
氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表され

る。 

氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に達したとき、氾濫危険水

位以上の状態が継続しているとき、急激な水位上昇により

まもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が見込ま

れる場合に発表される。 

氾濫警戒情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に達すると見込まれると

き、避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれる

ときに発表される。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、さらに水位の上昇

が見込まれるとき、氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水

位未満の状態が継続しているとき、避難判断水位に達した

が水位の上昇が見込まれない時に発表される。 
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 ８ 火災気象情報 

  消防法第22条の規定に基づき発表される。なお、火災気象通報は林野火災気象通報を兼ね

る。 

実効湿度60％以下で最小湿度30％以下の場合、もしくは平均風速で12m/s以上が予想され

る場合に行う。なお、平均風速が12m/s以上であっても、降水及び降雪の状況によっては火

災気象通報を行わない場合がある。 

第２ 気象予報（注意報を含む）警報及び情報等の伝達系統 

 町は、十勝総合振興局（予報のみ）、NTT東日本仙台センター及び全国瞬時警報システム（消

防庁）から通報される警報等を受理した場合は、「気象予警報伝達系統図」に基づき、電話、

ファクシミリ、防災行政無線、広報車、その他最も有効な方法により伝達するものとする。 

 １ 執務時間中 

   総務課長が受理し、気象予警報等受理票に記入の上、町長及び必要に応じて関係課並び

に関係機関に通知又は住民に周知するものとする。 

 ２ 休日、勤務時間外 

   警備員が次に掲げる予警報等を受理したときは、直ちに総務課長に連絡することと  

する。 

   年   月   日   時   分 連絡 電話・電報・無線 

発信者 受信者 

予警報 

の種類 
発表時刻       時   分 

受

理

事

項

処

理

方

法
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別表第１ 警報基準  （基準値はいずれも予想値） 

警報名 基 準 

暴 風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 18m/s （雪による視程障害を伴う） 

大

雨

（浸水害） 表面雨量指数基準 11 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 127 

洪 水 

流域雨量指数 

美生川流域＝25.3 芽室川流域＝23.2 

シブサラビバウシ川流域＝8.6 

ピウカ川流域＝7.6 帯広川＝15.5 

指定河川洪水予報

による基準 
十勝川［共栄橋］ 

大 雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ40cm 

別表第２ 注意報基準 （基準値はいずれも予想値） 

注意報名 基 準 

強 風 平均風速 12ｍ/s 

風 雪 平均風速 10ｍ/s （雪による視程障害を伴う） 

大

雨

（浸水害） 表面雨量指数基準 ８ 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 77 

洪 水 

流域雨量指数 美生川流域＝20.2 芽室川流域＝18.5 

シブサラビバウシ流域＝6.8 

ピウカ川流域＝６ 帯広川＝10.9 

指定河川洪水予報

による基準 
十勝川［共栄橋］ 

大 雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ25cm  

雷 落雷等により被害が予想されるとき 

乾 燥 最小湿度30％以下、かつ実効湿度60％ 

濃 霧 視程200ｍ 

霜 最低気温３℃以下 

なだれ 
①24時間降雪の深さ30㎝以上 

②積雪の深さ50㎝以上で日平均気温５℃以上 

低 温 

4･5･10 (最低気温)平年より５℃以上低い 

11 3 （最低気温）平年より８℃以上低い 

6 9 (平均気温)平年より４℃以上低い日が２日以上継続 

着 雪 気温０℃くらいで強度並以上の雪が数時間以上継続 

融雪（融雪量、雨量） 60㎜以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計 

記録的短時間大雨情報 90㎜（１時間雨量） 
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気象予報・警報伝達系統図 

札幌管区気象台 

℡(011)611-0170

北海道警察 

釧路方面本部 

℡(0154)23-0110 

釧路地方気象台 

℡(0154)31-5110 

帯広測候所 

℡24-4555 

帯広警察署 

℡25-0110

十勝総合振興局 

危機対策室 

防災担当 

（予報のみ） 

TEL 26-9023 

FAX 26-3103 

NW  60-6-850-2191

 NTT東日本仙台センター 

 （特別警報・警報のみ） 

 TEL 03-3459-0103 

報道機関

帯広警察署 

芽室交番 

℡62-2151 

芽室消防団 

第１分団 

第２分団 

芽室町役場 

TEL 62-9720 

FAX 62-4599 

NW  60-6-867-99 

総務課長 

とかち広域消防 

事務組合 

TEL 26-0119 

FAX 26-9120 

芽室消防署 

TEL 62-2821 

FAX 62-0769 

教育委員会 

 TEL 62-9729 

       -9730 

 FAX 62-7037 

各関係機関 

及   び 

団   体 

芽室高校 

白樺高校 

各小中学校 

児童生徒 
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第３ 異常現象を発見した者の措置等 

 １ 発見者の通報（基本法第54条第１項及び第２項） 

   災害の発生及び発生するおそれのある異常な現象（激しい降雨、降雪、異常水位、地す

べり、なだれ、火災、爆発等）を発見した者は、次のいずれかに通報するものとする。 

(1) 町役場、又は近くにいる町職員 

(2) 帯広警察署芽室交番又は警察官 

(3) 消防署又は消防職員 

(4) 消防団員 

 ２ 警察官等の通報（基本法第54条第３項） 

   異常現象を発見した場合、又は地域住民から通報を受けた場合、警察官及び消防機関等

は、直ちに町長に対し通報するものとする。 

 ３ 町長の通報（基本法第54条第４項） 

   町長は異常現象発見の通報を受けたときは、直ちに情報を確認し、必要な措置を講ずる

とともに、次の気象官署その他関係機関に通報するものとする。 

   帯広測候所 帯広市東４条南９丁目２番１号（24-4555） 
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第４章 災害予防計画 

 災害対策を計画的に推進するため、災害予防に重要な危険区域の設定及び施設の整備並びに

訓練等の計画について定めるものとする。 

第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に関する計画 

 防災関係職員及び一般住民に対する防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進につい

ては、本計画の定めるところによる。 

第１ 実施責任者 

１ 芽室町長及び防災関係機関の長は、災害を予防し、又はその拡大を防止するため、職員

に対して防災に関する教育、研修及び訓練を行うとともに、住民に対して防災思想・知識

の普及・啓発及び防災教育の推進により、防災意識の高揚を図り、地域における防災活動

の的確かつ円滑な実施が推進されるよう努める。 

２ 芽室町長は、教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関する教育を実施する

ものとし、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、自

然災害によるリスク情報の基礎となる防災地理情報を整備するとともに、防災に関する

様々な各種データや過去に起こった大災害の教訓を発信するものとする。 

   また、地域における自主的な防災活動を推進するため、防災リーダーの育成に努める。 

第２ 配慮すべき事項 

１ 東日本大震災をはじめとする、我が国の大規模災害の教訓を踏まえ、複合災害時におけ

る町民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努める。 

２ 避難行動要支援者に十分配慮し、地域において避難行動要支援者を支援する体制が確立

されるように努めるとともに、被災時における男女のニーズの違い等、男女双方の視点に

十分配慮するよう、防災の取組への男女共同参画に努める。 

また、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推

進を図るものとする。 

６ 防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、５段階の警戒

レベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できるよう

な取組を推進する。 

 ７ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、各機関が実施する災害

対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。 

３ 地域の防災力を高めていくため、一般住民向けの専門的・体系的な防災教育訓練の提供、

学校における防災教育の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図るものとする。特

に、水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施

に努めるものとする。 

４ 各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適正かつ継続的に実施さ

れるよう、水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図るものとする。 

５ 防災（防災・減災への取組実践機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネージャ

ー）の連携により、高齢者の避難行動に対する理解の促進を図るものとする。 
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災害対応タイムライン 
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第３ 普及・啓発の方法 

 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進は、次の方法により行うものとする。 

 １ 各種防災訓練の参加普及 

 ２ ラジオ、テレビ、インターネット放送施設等の活用 

 ３ 新聞、広報誌（紙）等の活用 

 ４ 映画、スライド、ビデオ等の活用 

 ５ 広報車両の利用 

 ６ 研修、講演会、講習会、情報交換会等の開催 

 ７ テキスト、マニュアル、パンフレットの配布 

８ その他 

第４ 普及・啓発を要する事項 

 １ 町防災計画の概要 

 ２ 災害に対する一般知識 

 ３ 災害の予防措置 

(1) 防災の心得 

(2) 火災予防の心得 

(3) 台風襲来時の家庭の保全方法 

(4) 農作物の災害予防事前措置 

(5) その他 

４ 災害の応急措置 

(1) 災害対策の組織、編成、分掌事項 

(2) 災害の調査及び報告の要領、連絡方法 

(3) 防疫の心得及び消毒方法、清潔方法の要領 

(4) 災害時の心得 

ア （家庭内、組織内の）連絡体制 

イ 気象警報の種別と対策 

ウ 避難時の心得 

エ 被災世帯の心得 

 ５ 災害復旧措置 

(1) 被災農作物に対する応急措置 

(2) その他 

 ６ その他必要な事項 

第５ 学校等教育関係機関における防災思想・知識の普及・啓発及び教育の推進 

１ 学校においては、児童生徒に対し、災害の現象や災害の予防等の知識の向上及び防災の

実践的な対応方法（災害時における避難、保護の措置等）の取得を積極的に推進する。 

２ 学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の

確保など、防災に関する教育の充実に努める。 

３ 学校において、外部の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュアルの

策定が行われるよう促す。 

４ 児童生徒等に対する防災教育の充実を図るため、教職員等に対する防災に関する研修会

の充実等に努める。 
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５ 防災教育は、学校等の種別、立地条件及び児童生徒等の発達段階等の実態に応じた内容

のものとして実施する。 

６ 社会教育においては、PTA、成人学級、青年団体、婦人団体等の会合や各種研究集会等の

機会を活用し、災害の現象、防災の心構え等防災知識の普及に努める。 

第６ 芽室消防署における防災思想の普及・啓発 

 １ 各種団体等が開催する防災フェア及び訓練等に対し技術的支援を行い、防災意識及び防

災行動力の向上に努める。 

 ２ 住民及び各種団体を対象とした普通救命講習や救急法講習会を開催し、応急手当の普及

啓発を図るものとともに、応急手当の普及啓発に従事する応急手当指導員及び普及員の育

成に努める。 

第７ 普及･啓発の時期 

  防災の日、防災週間及び防災とボランティアの日、防災とボランティア週間等、普及の内

容により最も効果のある時期を選んで行うものとする。 

第２節 自主防災組織の育成等に関する計画 

大規模な災害発生時には、住民の避難行動での混乱、同時多発的火災の発生等、さまざまな

状況が予想される。  

このため、行政の対応には自ずと限界があり、災害発生時の被害の軽減を図るためには、地

域住民による自主的な防災活動、出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘導等、地域

住民による組織的な防災活動が極めて重要な役割を果たすものである。  

特に、避難行動要支援者の安全確認、保護は緊急性を要することから、地域住民の協力、援

助が不可欠である。  

このことを踏まえ、「自分たちのまち、地域は自分たちで守る」という自発的防災意識の高揚

を図る機会として、また、地域住民との連携による災害時の円滑な応急活動を実施するため、

町内会等の組織を生かした自主防災組織づくり、育成を推進するものとする。その際、女性の

参画を促進するとともに、女性リーダーの育成に努めるものとする。  

第１ 地域住民による自主防災組織の設置及び育成 

基本法第５条において、自主防災組織の充実を図ることは、市町村の責務となっている。

このため町は、地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、地域住民が一致団結して、

避難行動要支援者の避難の誘導等の防災活動が効果的に行われるよう協力体制の確立を図る

ものとする。 

自主防災組織の活動を効果的に行うためには、既存の町内会組織、行政区等を基本とした

組織が一般的であるが、郊外においては、指定避難所単位での組織も考えられる。 

町は、自主防災組織の育成促進と活動促進のため、組織整備に要する経費を支給し、防災

倉庫及び防災用資機材等を貸与するものとする。また、防災知識普及のための研修会等の講

師等や防火訓練等の指導に係る消防職員等の派遣を行うほか、必要に応じ、防災活動に対す

る助成を行う。 
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第２ 自主防災組織の編成 

自主防災組織はその機能を十分に発揮するためには、あらかじめ組織内の役割分担を定め

ておくこととする。 

 なお、組織の編成にあたっては、地域の実情に応じて次の点に留意する。 

１ 自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要とされる  

ので、住民が連帯感を持てるよう適正な規模で編成する。 

 ２ 他地域への通勤者が多い地域は、昼夜間の活動に支障のないよう組織を編成する。 

第３ 自主防災組織の活動 

 １ 平常時の活動 

(1) 防災知識の普及 

    災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりの日頃の備え及び

災害時の的確な行動が大切であるので、集会等を利用して防災に対する正しい知識の普

及を図る。 

(2) 防災訓練の実施 

    災害が発生したとき、住民の一人ひとりが適切な措置をとることができるようにする

ため、日頃から繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得する。 

訓練には、個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練があり、個別訓練として次のよう

なものが考えられるが、地域の特性を加味した訓練とする。 

   ア 避難所開設・運営訓練 

 指定避難所の開設及び地域住民による自主的な運営を行う訓練を実施する。 

イ 情報収集伝達訓練 

     防災関係機関から情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、地域における被害状況

等を町へ通報するための訓練を実施する。 

   ウ 消火訓練 

 火災の拡大・延焼を防ぐため消防用器具を使用して消火に必要な技術等を習得する。 

   エ 避難訓練 

     避難の要領を熟知し、避難場所や避難所まで迅速かつ安全に避難できるよう実施す

る。 

   オ 救出救護訓練 

家屋の倒壊やがけ崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応

急手当の方法等を習得する。 

   カ 図上訓練 

一定の区域内における図面を活用して、想定される被害に対し、地域の防災上の弱

点を見出し、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践する、地域住民の立場に

立った図上による訓練を実施する。 

(3) 防災点検の実施 

家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因となるものが多く

考えられるので、住民各自が点検を実施するほか、自主防災組織としては、期日を定め

て一斉に防災点検を実施する。 

(4) 防災用資機材等の整備・点検 

    自主防災組織が災害時に速やかに対応することができるようにするためには、活動に

必要な資機材を、組織としてあらかじめ準備しておくことが望ましく、また、これら資

機材は日頃から点検して非常時にすぐ使用できるようにする。 
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(5) 自力で避難することが困難な避難行動要支援者の状況を掌握するとともに災害時の支

援体制づくりを行う。 

(6) 地域住民の防災思想の普及及び研修会等を実施する。 

 ２ 非常時及び災害時の活動 

(1) 情報の収集伝達 

    自主防災組織は、災害時には地域内に発生した被害の状況を迅速かつ正確に把握して

町に報告するとともに、町等から提供する情報を伝達して地区住民の不安を解消し、的

確な応急活動を実施する。 

    このため、あらかじめ次の事項を決めておくようにする。 

   ア 連絡をとる町等関係機関 

   イ 町等関係機関との連絡のための手段 

   ウ 町等関係機関の情報を地区住民に伝達する責任者及びルート 

    また、避難場所や避難所等へ避難した後についても、地域の被災状況、救助活動の状

況等を必要に応じて報告し、混乱・流言飛語の防止にあたる。 

(2) 出火防止及び初期消火 

    家庭に対しては、火の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼び掛けるととも

に、火災が発生した場合、消火器などを使い、初期消火に努めるようにする。 

(3) 救出救護活動の実施 

    崖崩れ、建物の倒壊などにより下敷きになった者が発生したときは、町等に通報する

とともに、二次災害に十分注意し、救出活動に努めるようにする。 

    また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の診察を必要とするも

のがあるときは、救護所等へ搬送する。 

(4) 避難の実施 

 町長等から避難指示や避難行動に時間を要する要配慮者・避難行動要支援者などに対

する高齢者等避難が出された場合には、地域住民に対して周知徹底を図り、火災、崖崩

れ、地滑り等に注意しながら迅速かつ円滑に避難場所や避難所等へ誘導する。 

    なお、避難行動要支援者に対しては、地域住民の協力のもとに避難させる。 

(5) 給食・救援物資の配布及びその協力 

    被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊出しや救援物資の

支給が必要となってくる。 

    これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動が必要となるので、町等が実施す

る給水、救援物資の配布活動に協力する。 

(6) 避難行動要支援者の援護活動 

 災害時には、避難行動要支援者の安否確認、避難所への避難誘導を行うとともに、必

要に応じて指定福祉避難所や病院等へ移送するものとする。 

３ 事業所等の防災組織 

(1) 多数の者が利用し、又は従事する施設並びに危険物を取り扱う事業所において、自衛

防災組織が法令により義務付けられている一定の事業所については、制度の徹底を図る

とともに防災要員等の資質の向上に努める。 

(2) その他の事業所についても、自主的な防災組織の設置など育成を図り、積極的な防災

体制の整備、強化に努める。 

(3) 地域の防災力向上のため、地域が行う防災対策に協力するなど、防災活動の推進に努

める。 
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第３節 防災訓練計画 

 災害応急対策を円滑に実施するため、関係機関と共同で行うなど防災に関する知識及び技能

の向上と住民に対する防災知識の普及を図ることを目的とした防災訓練については、本計画の

定めるところによる。 

第１ 訓練実施機関 

 防災訓練は、町防災会議の関係機関の長、公共団体の長及び防災上重要な施設の管理者等

が自主的に訓練計画を作成し、単独又は共同で実施するとともに、住民の積極的な参加を求

めるものとする。 

また、学校、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体、避難行動要支援者を含めた地

域住民等の地域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努めるとともに、訓練

後において評価を行い、それを踏まえた体制の改善について検討する。 

第２ 訓練の種別 

防災訓練の種類は、次のとおりとする。 

 １ 水防訓練 

 ２ 消防訓練 

３ 避難救助訓練 

４ 災害通信連絡訓練 

５ 非常招集訓練 

６ 総合訓練 

７ 防災図上訓練 

８ 応援・受援訓練 

９ その他災害に関する訓練 

第３ 訓練の実施 

町及び町防災会議は、各関係機関と密接な連携の上訓練を実施するものとし、その区分及

び実施方法は、次のとおりである。 

区分 実施時期 実施場所 実施方法 

水防訓練 
水害発生

多発時期前

水害危険

地区 

各種水防工法、水位雨量観測、水防資機材の輸送、

広報、通報伝達等の訓練を行う。 

消防訓練 
火災発生 

多発時期前

災害危険

地区  

消防機関の出動、避難、立退き、救出救助、消火

の指揮系統の確立、情報連絡等の訓練を行う。 

避難救助 

訓  練 
適 宜 

指定避難

場所ごと

の区域 

水防訓練又は消防訓練にあわせて避難の指示、伝

達方法、避難場所の防疫等の訓練を行う。 

災害通信 

連絡訓練 
適 宜 

防災関係

機関相互

 災害時における気象予報の伝達及び災害情報の通

信等を迅速かつ的確に実施するため、第５章第１節

「災害情報通信計画及び情報伝達計画」に基づき訓練

を行う。 
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非常招集 

訓  練 
適 宜  

 災害時において、迅速に配備体制を整えるため、

非常招集の発令、伝達及び動員要領についての訓練

を行う。 

総合訓練 適 宜 

  避難所開設・運営訓練を含め各種訓練を組み合わ

せた総合的な訓練を行う。 

 実施機関は、本部が主体となり関係機関が協力す

る。 

防災図上 

訓  練 
適 宣 

  災害が発生した場合を想定し、地図への書き込み

を通し、参加者全員が主人公となり、積極的に災害

の対応策を考えることができる防災訓練です。 

応援・受援 

訓練 
適 宜 

  災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策が行

えるよう、第４章第７節「相互応援（受援）体制整

備計画に基づき訓練を行う。 

その他災害

訓練 
適 宜 

  その他災害に関する訓練を行う。 

注：防災訓練はその都度実施要領を作成して行う。 

第４節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画 

近年の都市化、高齢化、国際化、核家族化等社会構造の変化に伴い、災害発生時には、要配

慮者が被害を受ける可能性が高まっている。このため、町、医療機関、社会福祉施設等の関係

機関は、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら災害から避難行動要支援者を守るための

防災対策の充実を図るため必要な事項について本計画に定めるものとする。 

第１ 安全対策 

 １ 町の対策 

町は、防災担当部局や福祉担当部局をはじめとする関係部局との連携のもと、平常時か 

ら要配慮者に関する情報を把握し、避難支援計画や避難行動要支援者名簿の作成及び個別 

避難計画を作し、定期的な更新を行うとともに、庁舎等の被災等の事態が生じた場合にお 

いても要配慮者の安全の確保等に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒体の両方で保管す 

る等、名簿情報及び個別避難計画情報の適切な管理に努めるものとする。 

また、消防団、警察、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から要配慮者と接して

いる社会福祉協議会、民生委員児童委員、福祉事業者、障がい団体等の福祉関係者と協力

して、要配慮者に関する情報の共有、避難行動支援に係る地域防災力の向上等、避難支援

の体制整備を推進するものとする。 

なお、町では災害に対する避難行動要支援者への配慮について定めた「芽室町避難行動

要支援者支援計画（平成27年７月策定）」（以下「支援計画」という。）に基づく支援体制を

推進するものとする。 

(1) 避難行動要支援者名簿（以下「要支援者名簿」という。）の作成 

  要支援者台帳の作成に当たっては、次の項目について定めるものとし、詳細について

は、避難支援プラン（個別計画）に記載する。 

   ア 要支援者名簿に記載する者の範囲 

   イ 要支援者名簿作成関する関係部署の役割分担 

   ウ 要支援者名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 
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   エ 要支援者名簿の更新に関する事項 

(2) 平常時における要支援者台帳情報の提供 

    平常時における要支援者台帳情報の提供については、要支援者名簿に記載されている

者のうち、避難行動要支援者の同意を得ている者の要支援者名簿とする。 

(3) 要支援者名簿情報を提供する場合の配慮 

  要支援者名簿情報の漏えい防止のため、必要な措置を要支援者名簿情報の提供先に求

め、個人の権利利益の保護に必要な措置を講ずる。 

(4) 緊急連絡体制の整備 

地域ぐるみの協力のもとに、要配慮者に対するきめ細かな緊急連絡体制の確立を図る。

また、要配慮者の対応能力に考慮した、あんしんキットの配布や高齢者等緊急通報シス

テムを活用する。 

(5) 避難体制の確立 

避難などの際に、特に人的支援を要する避難行動要支援者について、町内会長、行政

区長、自主防災組織、民生委員児童委員、地域包括支援センター等の関係機関及び団体

と連携し、避難支援プラン（個別計画）の作成を通じて、個々の避難行動要支援者に対

応する避難支援者を定めることとする。この際、冬季においては積雪寒冷地特有の積雪

や凍結という地域の特性に留意する。 

また、町は、避難所や指定福祉避難所、避難路の指定に当たっては、地域の要配慮者

の実態に合わせて、避難施設の段差の解消及びスロープや多目的トイレの設置など利便

性の向上及び避難施設の安全性を配慮した整備を推進するとともに、地域の実情に応じ

た防災知識等の普及、啓発等に努める。 

(6) 防災教育及び訓練の充実等 

ア 要配慮者及びその家族に対する指導並びに啓発 

(ｱ) 日常的に防災に対する理解を深め、日頃から対策を講じておく。 

(ｲ) 災害発生時に近隣の協力が得られるよう、日頃から呼びかけに努める。 

(ｳ) 地域において防災訓練等が実施される場合には、積極的に参加するよう呼びかけ

る。 

イ 地域住民に対する指導及び啓発 

(ｱ) 各地域の自主防災組織等は、地域内の避難行動要支援者への支援体制を平素から

整備する。 

(ｲ) 災害発生時には、避難行動要支援者の安全確保に協力する。 

(ｳ) 地域で実施する防災訓練等に、避難行動要支援者及びその家族が参加するよう働

きかける。 

(7) 要配慮者の支援体制の整備 

要配慮者が必要な生活支援や相談等が受けられるよう指定福祉避難所を確保するため、

災害時における指定福祉避難所の使用に関する協定の締結など要配慮者の避難支援体制

の整備に取り組むこと。 

２ 社会福祉施設等の対策 

(1) 防災設備等の整備 

  社会福祉施設等の管理者は、利用者や入居者が寝たきり老人や障がい者等いわゆる要

配慮者であることから、施設の災害に対する安全性を高めることが重要である。 

また、社会福祉施設等の管理者は、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が

最低限度の生活維持に必要な食料・飲料水・医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の

機能の応急復旧等に必要な防災資機材の整備に努める。 
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(2) 組織体制の整備 

   社会福祉施設等の管理者は、災害発生の予防又は災害が発生した場合において、迅速

かつ的確に対処するため、あらかじめ防災組織を整え、施設職員の任務分担・動員計画・

緊急連絡体制を明確にしておく。 

    特に、夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮した

組織体制を確保する。また、社会福祉施設等の管理者は、平常時から町と連携の下に、

施設相互間並びに他の施設・近隣住民及びボランティア組織と入所者の実態等に応じた

協力が得られるよう体制に努める。 

(3) 緊急連絡体制の整備 

    社会福祉施設等の管理者は、地震災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能

な非常通報装置を設置する等、緊急時における情報伝達の手段・方法を確立するととも

に、施設相互の連携協力の強化に資するため、緊急連絡体制を整える。 

(4) 防災教育・防災訓練の充実 

    社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や入所者が地震災害等に関する基礎的な知識

や災害時にとるべき行動等について理解や関心を深めるため、防災教育を定期的に実施

する。また、社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や入所者が災害時等においても適

切な行動がとれるよう、各々の施設の構造や入所者の判断能力等の実態に応じた防災訓

練を定期的に実施する。特に自力避難が困難な者等が入所している施設においては、夜

間における防災訓練も定期的に実施するよう努める。 

３ 病院入院患者等の対策 

(1) 公立芽室病院が実施する対策 

救急告示病院として、医師、看護師、救急優先的病床の確保に努め救急医療体制を維

持するものとする。 

(2) 医療機関が実施する対策 

医療機関は、災害時の入院患者等の安全確保を図るため、厚生労働省のガイドライン

に沿って、防災対策を作成するものとする。また、施設及び設備の整備、点検、患者家

族連絡表の作成等緊急時の連絡体制、避難指導体制の整備、職員教育や避難訓練の実施、

医薬品、医療用資機（器）材等の備蓄等防災体制の強化を図るものとする。 

４ 要配慮者利用施設に係る対策 

(1) 要配慮者利用施設の指定 

町は、水防法第15条及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。）第８条の規定に基づき、

町防災計画に要配慮者利用施設（水防法第15条第１項第４号ロに規定する要配慮者利用

施設及び土砂災害防止法第８条第１項第４号に規定する要配慮者利用施設をいう。）の

名称及び所在地を定める。 

   各施設の名称及び所在地等は次のとおりである。 

要配慮者利用施設一覧 

名 称 所 在 地 種 別 
情報伝

達手段
想定災害 

芽室小学校 東４条南２丁目１ 学校 電話 浸水害 

芽室中学校 東６条南３丁目１ 学校 電話 浸水害 

芽室西中学校 芽室南２線３０ 学校 電話 浸水害 
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芽室町発達支援センター 

ちぃむ
東６条南４丁目１ 

障がい者

福祉施設 
電話 浸水害 

地域活動支援センター  

アットホームめむろ
東４条南４丁目 

障がい者

福祉施設 
電話 浸水害 

日中一時支援事業所 

ウェルカムめむろ
西６条４丁目 

障がい者

福祉施設 
電話 浸水害 

共同生活援助ケアホーム 

ウェルカムめむろ
西６条４丁目 

障がい者

福祉施設 
電話 浸水害 

日中一時支援事業所 

すきっぷ
東４条南４丁目 

障がい者

福祉施設 
電話 浸水害 

アットホームパン工房 

リスどん
東４条南４丁目 

障がい者

福祉施設 
電話 浸水害 

障がい福祉サービス事業

所（多機能型）オークル 

西士狩北４線48－

２ 

障がい者

福祉施設 
電話 浸水害 

北明やまざと幼稚園 北明西７線18-１ 幼稚園 電話 土砂災害 

住宅型有料老人ホーム 

つむぎ
西４条５丁目３ 

老人福祉

施設 
電話 浸水害 

めむろ子どもセンター 

あいりす
東４条南４丁目１ 児童施設 電話 浸水害 

(2) 要配慮者利用施設への指導・指示 

   町は、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等に立地する要配慮者利用施設に対して、避

難確保計画（水防法第15条の３に規定する計画及び土砂災害防止法第８条の２に規定す

る計画をいう。）の策定、避難訓練（水防法第15条の３に規定する訓練及び土砂災害防止

法第８条の２に規定する訓練をいう。）の実施等防災体制の整備について指導・指示する。 

(3) 要配慮者利用施設の義務 

   浸水想定区域、土砂災害警戒区域等に立地する要配慮者利用施設の所有者又は管理者

は、避難確保計画の策定及び避難訓練を行わなければならない。 

５ 外国人に対する対策 

言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人をいわゆる要配慮者として位置付け、災害時

に迅速かつ的確な行動が取れるよう、様々な機会をとらえて防災対策についての周知を図

る。 

第２ 援助活動 

町は、避難行動要支援者の早期発見に努めるとともに、避難行動要支援者の状況に応じた

適切な援助活動を行う。 

 １ 町の対策 

(1) 避難行動要支援者の発見 

    町は、災害発生後、直ちにあらかじめ把握している避難行動要支援者について、居宅

に取り残された避難行動要支援者の早期発見に努める。 

(2) 避難所等への移送 

    町は、避難行動要支援者を発見した場合は、速やかに負傷者の有無や周囲の状況等を

総合的に判断して以下の措置を講ずる。 

   ア 避難所若しくは指定福祉避難所への移動 

   イ 病院への移送 
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   ウ 施設等への緊急入所 

(3) 応急仮設住宅への優先的入居 

    町は、応急仮設住宅への入居にあたり、要配慮者の優先的入居に努めるものとする。 

(4) 在宅者への支援 

    町は、在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、適切

な援助活動を行う。 

(5) 応援依頼 

    町は、救助活動の状況や要配慮者の状況を把握し、適宜、道及び隣接市町村等への応

援を要請する。 

   図表 要配慮者に配慮すべき対策 

配慮すべき項目 実施機関 対象者

【避難収容等】

１ 要配慮者の状況把握 

・安否確認・保健福祉サービスの有無 

町 全要配慮者 

２ 災害情報及び避難指示の周知 

・避難行動要支援者の態様に配慮した方法による

確実な伝達 

町、関係機関 
全避難行動要支

援者 

３ 避難誘導 

・傷病者、高齢者、障がい者、幼児、児童、妊婦等

の優先的避難誘導 

・必要に応じて傷病者、高齢者、障がい者、幼児、

児童、妊婦等を車両で移送 

町、関係機関 
全避難行動要支

援者 

４ 避難所での生活環境の整備 

・避難施設の整備、段差解消、スロープの配置、障

がい者トイレの設置等 

・暖房機器用の増設、医薬品、介護機器等の手配、

車椅子の確保、障がい者用携帯便器の整備等 

・要配慮者に対する相談体制の整備 

町、道、関係機関 全要配慮者 

５ 情報提供体制の確保 

・テレビ、ファクシミリ等の設置 

・手話通訳者、外国語通訳者の派遣 

・インフォメーションセンターの設置等 

町、道、関係機関
高齢者、障がい

者、外国人 

６ 医療機関、社会福祉施設等への緊急受入れ、ボラ

ンティア家庭への受入れ委託、里親への委託等 

・受入れ先の確保  ・安全な移送体制の整備 

・援護の必要性の高い者から優先的に受入れ 

町、道、関係機関

医療機関、社会福

祉施設等 

傷病者、高齢者、

障がい者、幼児、

児童 

７ 応急仮設住宅等の確保 

・高齢者、障がい者向けの応急仮設住宅の設置 

・高齢者、障がい者、児童等の応急仮設住宅への優

先的入居 

町、道 

傷病者、高齢者、

障がい者、幼児、

児童 
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配慮すべき項目 実施機関 対象者

【生活必需品等】

１ 要配慮者のニーズに応じた物資（介護用品、育児

用品）等の調達・確保及び要配慮者に対する優先的

供給・分配 

町、道、関係機関

傷病者、高齢者、

障がい者、幼児、

児童 

【保健衛生、感染症予防等】

１ 心身両面の健康管理 

・メンタルケア・巡回健康相談等の実施 

町、道、関係機関

傷病者、高齢者、

障がい者、幼児、

児童 

２ 保健福祉サービスの提供 

・介護職員等の派遣 

・入浴サービス等の実施 

町、道、関係機関

傷病者、高齢者、

障がい者、幼児、

児童 

【ライフライン等】

１ 医療機関、社会福祉施設等の施設機能の早期回復

・ライフラインの優先的復旧 

・医薬品、介護用品、日常生活用品等の補給 

・労働力の確保等 

町、道、関係機関

医療機関、社会福

祉施設等 

入院患者、入所

者等 

【広域相互応援等】

１ 応援体制の整備 

・応援内容の選定、参集方法、交代方法等の調整 

人 員  医師、看護師、保健師、助産師、介護員、

社会福祉主事、生活指導員、手話通訳者、

外国語通訳等 

車 両  移動入浴車、小型リフト付車両、ストレ

ッチャー車、 

資機（器）材医療機器 

 ストレッチャー、車椅子、医薬品、介護

用品等 

・支援物資等の集積方法等の調整 

２ 受援体制の整備 

・応援要請先、応援場所、応援内容、応援期間、指

揮者等の調整 

・応援職員等の待機（宿泊）場所の確保等 

町、道、関係機関

医療機関、社会福

祉施設等 

全避難行動要支

援者 

第５節 食料等の調達・確保及び災害資機材の整備 

災害時は、時間の経過とともに様々な応急資機材や物資の確保が必要となってくる。しかし

ながら、災害時の混乱した状況で調達することは非常な困難を伴い、かつ、調達の遅れから被

災地域における応急活動に甚大な影響を及ぼすおそれもある。そこで、町及び防災関係の各機

関は、平素から必要な資機材や物資等の備蓄及び確保について十分な配慮をし、緊急時に迅速

かつ適切に必要な措置がとれるよう努めなければならない。 

第１ 食料その他物資の確保 

１ 本町の備蓄品目及び数量は、被害想定に基づき災害発生から国、北海道等の救援活動が

本格化すると想定される３日間に必要な品目及び数量を基本目標とする。 
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２ 町は、自らが食料等の備蓄を行うほか、あらかじめ民間事業者等と災害協定を締結する

ことに加え、災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定に基づき、民間

や近隣自治体の協力等を得て、食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等の備蓄及び調

達体制を整備し、災害時における食料等の確保に努める。その際、アレルギー対応食や、

適温食の提供に必要な資機材を備蓄し避難者の健康に配慮する。 

３ 災害時要援護者に考慮した備蓄品目の選定及び充実を図るものとする。 

４ 防災週間や防災関連行事等あらゆる機会を通じ、住民に対し、「最低３日間、推奨１週間」

分の食料及び飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄に努めるよう啓発を行う。 

第２ 備蓄品整備計画 

備蓄物資の被災者への提供を迅速かつ円滑に進めるため、一定数を防災拠点倉庫に集中管

理するものとし、必要に応じて各避難所に備蓄倉庫を確保し分散して備蓄する。 

なお、備蓄品については、備蓄品整備計画に基づき整備するものとし、計画は、毎年度見

直すものとする。 

第３ 食料等調達計画 

災害時にあたって、食料等の備蓄品について不足を生じる場合は、民間事業者等と災害協

定を結び、さらには災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定に基づき、

民間や近隣自治体の協力等を得て、食料等の確保に努める。（協定先は、資料編に記載） 

第６節 避難体制整備計画 

災害の発生時には、行政、防災関係機関及び住民が一体となって被害軽減のための措置を講

ずることが重要であるが、がけ崩れや火災の延焼などにより、大きな被害を生じるおそれがあ

り、生命に危険が及ぶような場合、危険な区域の住民は、速やかに安全な場所に避難すること

が必要になる。 

このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮者等に配慮した避

難計画の作成、各種災害への安全性を考慮した避難場所の確保等を図る。 

また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方

の視点に、さらには要配慮者に配慮するものとする。 

第１ 避難場所の標識の設置 

町は、大規模火災等の災害から、住民の安全を確保するために必要な避難場所及び避難路

の整備を図るとともに、避難経路や避難場所、避難所等に案内標識を設置する等、緊急時の

速やかな避難が確保されるよう努めるものとする。 

第２ 避難場所の確保等 

 １ 町は、災害の危険が切迫した緊急時において住民の安全を確保するため、地域の地形・

地質・施設の災害に対する安全性等を勘案し、必要があると認めるときは、次の異常な現

象の種類ごとの基準に適合し、災害発生指示に迅速に開設することが可能な管理体制等を

有する施設又は場所を、あらかじめ当該施設等の管理者の同意を得た上で、指定緊急避難

場所として指定する。 
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異常な

基準     現象
崖崩れ・土石

流・地滑り 

大規模

な地震
洪水 内水氾濫 地震 

管理の基準 

居住者等に解放され、居住者等受入用部分等（＊）についての物品の落

下、転倒、移動等の事由により避難上の支障を生じさせないもの 

下記a２の場合、居住者等受入用部分等には、当該部分までの避難上

有効な階段等の経路が含まれる。 

施設の

構造の

基準又

は立地

の基準 

（A）・

（B）い

ずれか

に該当 

構造 

（A） 

施設の基

準が複数

ある場合

は、その

全てを満

たすこと

想定される洪水等の推移以上の高さに居住者等受

入用部分が配置され、かつ、当該居住者等受入用部

分までの避難上有効な階段等の経路がある（a２）

異常な現象による水圧、振動、衝撃等が作用する力

によって、施設の構造耐力上支障のある事態（損

壊、転倒、滑動、沈下等）を生じさせない構造のも

の（a１） 

施設が地震に対し

て安全な構造のも

のとして地震に対

する安全性に係る

建築基準法等に適

合するもの 

立地 

（B） 

安全区域内（人の生命又は身体に危険が及ぶおそ

れがないと認められる土地の区域内）にある。 

当該場所又はその

周辺に地震発生時

に人の生命・身体に

影響を及ぼすおそ

れのある建築物・工

作物等がない 

２ 学校を避難場所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、施

設の利用方法について、事前に当該学校、教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者

と調整を図る。 

 ３ 指定緊急避難場所の管理者は、廃止、改築等により当該指定緊急避難場所の現状に重要

な変更を加えようとするときは、町長に届け出なければならない。 

 ４ 町は、当該指定緊急避難場所が廃止されたり、基準に適合しなくなったと認めるときは、

指定緊急避難場所の指定を取り消すものとする。 

 ５ 町長は、指定緊急避難場所を指定し、又は取り消したときは、知事に通知するとともに

公示しなければならない。 

第３ 避難所の確保等 

 １ 町は、災害が発生した場合に被災者を滞在させるため、次の基準に適合する施設をあら

かじめ当該施設の管理者の同意を得た上で、指定避難場所として指定する。 

規模 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有すること。 

構造 速やかに、被災者等を受け入れ、生活関連物資を配布することが可能な構造・

設備を有すること。 

立地 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあること。 

交通 車両等による災害救援物資の輸送が比較的容易な場所にあること。 
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 ２ 町は、主として要配慮者を滞在させることが想定されるものにあっては、上記に加えて

次の基準に適合する施設を指定する。 

(1) 要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること 

(2) 災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けること

ができる体制が整備されること 

(3) 災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能

な限り確保されること 

(4) 要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めて

いること 

 ３ 指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 

 ４ 町は、避難所の指定にあたっては、次の事項について努めるものとする。 

(1) 避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の用にも供することについて定めるなど、

他の市町村からの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておく。 

(2) 老人福祉センターや障害福祉施設、特別支援学校等の施設を活用し、避難所内の一般

スペースでは生活することが困難な障がい者等の要配慮者が、避難所での生活において

特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体制を整備

した指定福祉避難所を指定する。 

(3) 学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、施

設の利用方法等について、事前に当該学校、教育委員会等の関係部局や地域住民等の関

係者と調整を図る。 

５ 指定避難所の管理者は、廃止、改築等により当該指定避難所の現状に重要な変更を加え

ようとするときは、町長に届け出なければならない。 

 ６ 町は、当該指定避難所が廃止されたり、基準に適合しなくなったと認めるときは、指定

避難所の指定を取り消すものとする。 

 ７ 町長は、指定避難所を指定し、又は取り消したときは、知事に通知するとともに公示す

るものとし、当該通知を受けた知事は、その旨を内閣総理大臣に報告する。 

 ８ 町は様々な感染症への対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時

から防災担当部局と保健福祉部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等

を含めて検討するよう努めるものとする。 

第４ 避難計画 

１ 避難指示等の具体的な発令基準の策定 

町は、避難指示により、一般住民に対して避難を呼びかけるとともに、要配慮者・支援

者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始すること

を求める高齢者等避難について、河川管理者、気象庁等の協力を得つつ、洪水、土砂災害

等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や具体的な判断基準、迅

速・的確な避難行動に結びつける伝達内容・方法を明確にしたマニュアルの作成に努める

ものとする。 

２ 防災マップ・ハザードマップ等の作成及び住民への周知 

   町長は、住民の円滑な避難を確保するため、水防法に基づく浸水想定区域など、災害発

生時に人の生命又は身体に危険が及びおそれがあると認められる土地の区画を表示した図

面に、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難路等、必要となる事項を
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記載した防災マップ、ハザードマップ等(ＷＥＢハザードマップを含む)を作成し、印刷物

の配布その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件

等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとともに、

安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人

宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等

の避難に関する情報の意味の理解の促進に努めるものとする。 

警戒レベル 住民がとるべき行動 

住民に行動を促す情報 

避難情報等 

警戒レベル５ 
指定緊急避難場所等へ立退き避難することが
かえって危険である場合、緊急安全確保する。

緊急安全確保 

※必ず発令される情報ではない

警戒レベル４ 
危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋
内安全確保）する。 

避難指示 

警戒レベル３ 
・高齢者等は危険な場所から全員避難（立退き
避難又は屋内安全確保）する。 
・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外
出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めた
り、避難の準備をしたり、自主的に避難する。

高齢者等避難 

警戒レベル２ 災害に備え自らの避難行動を確認する。 大雨・洪水・高潮注意報 

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 早期注意情報 

３ 町の避難計画 

町は、主に次の事項に留意して避難計画を策定するとともに、自主防災組織等の育成を

通じて避難体制の確立に努めるものとする。 

また、避難行動要支援者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組織、関係

団体、福祉事業者等の協力を得ながら、平常時より、情報伝達体制の整備、避難行動要支

援者に関する情報の把握及び共有、避難支援計画の策定等避難誘導体制の整備に努めるも

のとする。 

(1) 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令する基準及び伝達方法 

(2) 避難場所・避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

(3) 避難場所・避難所への経路及び誘導方法（観光客に対する情報提供体制を含む。） 

(4) 避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡体制 

(5) 避難場所・避難所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 

ア 給水及び給食措置 

イ 毛布、寝具等の支給 

ウ 衣料及び日用必需品の支給 

エ 冷暖房及び発電機用燃料確保 

オ 負傷者に対する応急救護 

(6) 避難場所・避難所の管理に関する事項 

ア 住民の避難状況の把握 

イ 避難中の秩序保持 

ウ 避難住民に対する災害情報や応急対策実施状況の周知及び伝達 

エ 避難住民に対する各種相談業務 

(7) 避難に関する広報 
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ア 防災行政無線による周知 

イ 広報車（消防、警察車両の出動要請を含む）による周知 

ウ 避難誘導者による現地広報 

エ インターネットを利用した広報 

オ メール配信を利用した広報 

カ コンビニエンスストアを利用した広報 

キ 住民組織を通じた広報 

４ 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援及び災害者対策の基本となるが、発災直後の道

路の寸断や停電の発生等に加え、避難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住

者や避難所への収容状況などの把握に支障を生じることが想定されるため、避難所におけ

る入所者登録などの重要性について、避難所担当職員や避難所管理者に周知徹底を図ると

ともに、避難者の状況を把握するためのデジタル技術を活用した効率的かつ状況共有が容

易なシステムの整備に努める。なお、システムを整備する際には個人情報の取扱い、停電

時に備えた非常電源の確保には十分留意するものとする。 

第５ 防災上重要な施設の管理等 

 学校、医療機関及び社会福祉施設の管理者は、主に次の事項に留意してあらかじめ避難計

画を作成し、関係職員等に周知徹底を図るとともに、訓練等を実施することにより避難に万

全を期するものとする。 

(1) 避難の場所（避難場所・避難所） 

(2) 経路 

(3) 移送の方法 

(4) 時期及び誘導並びにその指示伝達の方法 

(5) 保健、衛生及び給食等の実施方法 

(6) 暖房及び発電機の燃料確保の方法 

第７節 相互応援（受援）体制整備計画 

 大規模災害が発生し、災害応急対策若しくは災害復旧の実施に際し他の者を応援する、又は

他の者の応援を受けることを必要とする事態に備え、必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 また、町及び防災関係機関は、災害時におけるボランティアによる防災活動が果たす役割の

重要性を踏まえ、平常時からボランティアとの連携に努めるものとする。 

第１ 基本的な考え方 

 町及び防災関係機関は、災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策が行えるよう、平常

時から相互に協定を締結するなど、連携強化に努める。 

 また、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体や防災関係機関から

応援を受け入れて情報共有や各種調整を行うことができるよう、受援体制の整備に努め、特

に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの

確保を行うとともに、派遣職員が現地において自活できるような資機材や装備品を携行させ

るよう留意する。更に訓練等を通じて応援・受援に関する連絡・要請の手順や応援機関の活

動拠点、資機材等の集積・輸送体制等について確認を行うなど、必要な準備を整えるよう努

めるものとする。 
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併せて、大規模災害が発生した際等に、被災市町村への応援体制を迅速かつ的確に実施で

きるよう、応援体制を構築するとともに、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の

地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう、必要な準備を整える。 

第２ 相互応援（受援）体制の整備 

１ 町は、道や他の市町村等の応援要求又は他の市町村に対する応援が迅速かつ円滑に行え

るよう、日頃から道や他の市町村と災害対策上必要な資料の交換を行うほか、あらかじめ

連絡先の共有をするなど、必要な応援準備及び受援体制を整えておくものとする。 

２ 消防機関は、総合機関相互の応援・受援が円滑に進むようあらかじめ体制を整えておく

ほか、緊急消防援助隊についても実践的な訓練等を通じて、応援・受援体制の整備に努め

るものとする。 

３ 防災関係機関は、あらかじめ、道、町、その他防災関係機関との連絡先の共有を図ると

ともに、災害対策本部との役割分担・連絡員の派遣などの連絡調整体制など、必要な準備

を整えておくものとする。 

第３ 災害時におけるボランティア活動の環境整備 

（１）町及び防災関係機関は、平常時から地域団体、NPO・ボランティア等の活動支援やリー

ダーの育成を図るとともに、NPO・ボランティア等と協力して、発災時の防災ボランティア

との連携についても検討するものとする。 

（２）町及び防災関係機関は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉

協議会等やボランティア団体との連携を図り、災害時においてボランティア活動が円滑に

行われるよう、その活動環境の整備を図るものとする。 

（３）町及び防災関係機関は、行政・NPO・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、

研修制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボラン

ティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について

意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

（４）町及び防災関係機関は、社会福祉協議会、NPO等関係機関との間で、被災家屋からの災

害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民

やNPO・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めること

で、防災ボランティア活動の環境整備に努めるものとする。 

（５）町は、災害ボランティアセンターを運営する社会福祉協議会と連携し、災害時は、保健

福祉センターを災害ボランティアセンターの設置予定場所として対応を図るものとする。 

  また、災害ボランティアセンターの設置費用等については、社会福祉協議会と協議の上、

決定するものとする。 

第８節 情報収集・伝達体制整備計画 

 平時における防災関係機関等の情報交換及び情報伝達体制の整備等については、この計画に

定めるところによる。 

第１ 防災会議構成機関 

  災害の予測・予知や災害研究を推進するため、それぞれの機関が所有する計測・観測デー

タや危険情報などの災害予測に資する情報を必要とする機関に提供するものとする。 
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 また、これらの情報の多角的な活用に向け、関係機関は情報を共有化するため通信ネット

ワークのデジタル化を推進するとともに、全国的な大容量通信ネットワークの体系的な整備

に対応したシステムの構築に努める。 

第２ 町及び防災関係機関 

 要配慮者にも配慮したわかりやすい情報伝達と、要配慮者等に対しても、確実に情報提供

できるよう必要な体制の整備を図る。 

  また、被災者等への情報伝達手段として、防災行政無線等の無線系の整備を図るとともに、

有線系や携帯電話も含め、要配慮者にも配慮した多様な手段の整備に努める。 

第９節 建物災害予防計画 

 火災等の災害から、建築物を防御するため必要な措置事項は次のとおりである。 

 既存建築物の耐震化、ブロック塀等の倒壊防止、被災建築物の安全対策については、「地震防

災計画編第２章第12節第３」から「第６」による。 

第１ 防火地域及び準防火地域の指定促進 

市街地の火災の延焼を防止するため、土地利用の動向を勘案し、準防火地域を定め、地域

内の建築物をその規模に応じて防火構造及び準耐火構造等とし、不燃化対策を講じる。 

(1) 防火地域 

本町では指定なし。 

(2) 準防火地域 

地区名 町 名 用途地域 

芽室地区

西１条１丁目一部～東４条１丁目一部 

西１条２丁目一部～東２条２丁目一部 

東３条２丁目一部、東４条２丁目一部 

本通３丁目～東１条３丁目、本通４丁目 

商業地域 

近隣商業地域 

第２ 木造建築物の防火対策の推進 

 町は、木造建築物が主体に構成されている現状にかんがみ、これらの木造建築物について

延焼のおそれがある外壁等の不燃化の促進を図るものとする。 

第３ 公共建築物の災害予防対策 

 公共建築物の建設にあたっては、敷地の選定に十分留意するとともに、耐震性を確保した

建築物とするものとする。 

第４ がけ地に隣接する建築物の防災対策 

町は、がけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区域において、建築物の建築制限を行う

とともに、既存の危険住宅については、安全な場所への移転促進を図るものとする。 
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第10節 消防計画 

 この計画は、爆風、異常乾燥等による大規模な火災又は爆発が発生し、又は発生するおそれ

のある場合において、消防機関が十分にその機能を発揮するための組織及び運営等を定めるも

のである。また、具体的な計画については、消防機関が作成する消防計画で定めるものとする。 

第１ 組織及び機構 

平常時における消防行政にかかる事務事業を円滑、かつ、迅速に行うために芽室消防団条

例（平成28年条例第３号）、とかち広域消防事務組合が定める規約・条例・規則等の定めると

ころによる。 

＜組織図＞ 

とかち広域消防事務組合 

とかち広域消防局 

芽室消防団 芽室消防署 

警防課 庶務課 予防課 

芽室町長 

（副組合長） 
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第２ 非常時の体制 

１ 非常時の組織機構 

非常災害時における消防機関の防除活動、情報収集、災害通報、消防広報等の諸活動に

ついては、次のとおりとする。 

 非常時の定義 

非常時とは、次の各号に掲げる場合をいう。 

(1) 火災警報が発令されたとき。 

(2) 本部が設置されたとき。 

第３ 予防査察計画 

災害を未然に防止するため、火災の予防査察、消防用設備等、防火管理体制及び住民の自

主的予防の徹底した指導を図り、防火思想の普及に努めるものとする。 

(1) 予防査察 

予防査察については、多数の者が出入りする防火対象物及び災害時要援護者世帯を含

めた一般住宅の防火診断等を計画的に実施して、予防対策の万全な指導を図るものとす

る。 

(2) 防火思想の普及 

ア 諸行事による普及 

年２回の火災予防運動を実施し、講演会の開催、防火チラシ、ポスターの防火資料配

布等防火思想の普及徹底に努めるものとする。 

イ 民間防火組織による普及 

町内会、職域自衛消防組織等の指導促進を図り、さらに芽室町防火安全協会等を通

じ、積極的に防火思想の普及拡大に努めるものとする。 

ウ 防火組織の育成、指導 

各町内会及び事業所に対し、研究会、講習会等の開催を行うとともに、通報、消火、

避難の指導等を実施し、防火組織の育成及び強化に努めるものとする。 

エ 危険物の規制 

危険物製造所等については、施設の適否、設備等について定期的に査察調査を実施

し、危険物の製造、貯蔵及びその他取扱いについて指導するとともに、芽室町防火安全

協会を通じ防火及び防災思想の向上とその対策を推進するものとする。 

災害対策本部 とかち広域消防事務組合 

近隣市町村隊 応 援 隊 

とかち広域消防局 
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また、危険物保安監督者等を対象に研修、指導等を実施し、自主保安体制の充実に努

める。 

査察の種類 年間査察回数 査察員の編成等 

呼称 対象物 消防署 消防団 実施者 実施期間 

定期査察

指定対象物及び特定対象物 
１  消防署 ４月～３月 

危険物貯蔵所及び取扱所 

一般家庭 １ １ 
消防署

消防団
６月～12月 

特別査察
防火基準点検対象物 

１  消防署
随時 

年末特別査察 12月 

臨時査察 仮設建築工作物   消防署 祭典等必要の都度 

第４ 予防広報 

  春秋の火災予防運動期間のPR 

 １ サイレン吹鳴（午後５時） 

 ２ 防火パンフレット配布 

 ３ 広報紙掲載 

 ４ 町内に注意事項の回覧 

 ５ 防火ポスター掲示 

 ６ 大看板及び幟設置 

第５ 住民に対する広報 

 １ 車両によるパレード 

 ２ 消防車による巡回広報 

第６ 防火協力団体の育成指導 

 １ 芽室町防火安全協会 

 ２ 幼年消防クラブ 

第７ 火災警報発令伝達計画 

町長は消防法第22条第２項による通報を受けた場合で、気象の状況が火災の予防上危険で

あると認めるときは、火災警報を発令し、出火予防に万全を期すものとする。 

 １ 火災警報発令基準 

(1) 風速７m/s以上で実効湿度60％以下、最小湿度30％以下のとき。 

(2) 風速12m/s以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。 

 ２ 伝達及び周知方法 

    「第３章第２節 気象業務に関する計画」及び消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）

第34条の規定による消防信号により、住民に周知徹底を図らなければならない。 

 ３ 解除 

   平常気象に復したとき、又は火災の危険が少なくなったと判断されたときに解除する。 
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第８ 警防計画 

火災を警戒し、及び鎮圧するために必要な事項を定めるものとする。 

 １ 火災警報時の警戒体制 

(1) 消防署長は直ちに職員を召集して警戒体制をとり、広報等必要な措置を図るものとす

る。 

(2) 消防団長は必要に応じ団員を召集して警戒体制をとる。 

(3) 署長は、気象条件が著しく悪く火災予防上危険であると判断したときは、町長又は副

町長の承認を得て全世帯に対し一切の火気の使用を禁ずることができる。 

 ２ 火災警報発令中の規制事項 

(1) 山林、原野等の火入れの禁止 

(2) 屋外におけるたき火等の禁止 

(3) 残り火、取灰又は火の粉の始末をすること。 

(4) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出口等を閉じて行うこと。 

 ３ 救助及び救急活動 

災害事故等による要救助者の救出及び傷病者に応急措置を施し、すみやかに医療機関に

搬送するため、救助、救急体制をとる。 

第９ 相互応援協力 

災害の拡大を防止するため、近隣消防機関と相互応援協定を締結し、相互間の連絡調整を

図る。 

第10 教育訓練計画 

消防機関の教育訓練計画に基づき実施するものとする。 

第11節 水害予防計画 

 水害の発生を未然に防止し、又は被害の軽減を図るための予防対策上必要な計画は、本計画

の定めるところによる。 

第１ 水防区域 

水防上警戒を要する区域は別表のとおり。 

第２ 水防計画 

本計画は、大雨、洪水等により災害が発生し又は発生するおそれのある場合にこれを警戒、

防御し、被害を軽減するための組織及び活動について定める。 

 １ 実施責任者 

   水防業務の実施は、水防管理者（町長）が行う。 

 ２ 実施の組織 

   水防に関する組織は第３章第１節の本部の組織によるものとする。 

 ３ 水防分担区域 

(1) 水防区域を防御するため、地域分担を次に定め、重要水防区域としては下記の別表の

とおりである。 

(2) 上美生地区においては、第２分団が出動し現地水防活動に当たるものとする。 

(3) 分担区域以外の区域であっても、水防管理者が必要と認め指示した時は、ただちに出 
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動し現地水防活動に当たるものとする。 

別表 

４ 水防用資機材の備蓄及び調達 

   町は、町内の重要水防区域を毎年確認し、これに対応する具体的な水防工法を検討し、

水防活動に必要な資機材を備蓄し整備するものとする。 

   また、事前に業者と協議し、緊急時に調達できる資機材の数量等を確認し、災害時に備

えておくものとする。 

なお、水防資機材の備蓄については、別に定めるものとする。 

５ 河川の支障木の伐採 

   流水の正常な流れを阻害するほか、洪水や風雨に伴って倒れた場合に堤防や橋梁等の河

川管理施設に危害を及ぼす恐れがある「支障木」については、該当河川管理者に連絡し水

害予防に努めるものとする。 

６ 予報及び警報の処理 

   町及び水防に関係ある機関は、常に気象状況に注意するとともに、気象官署からの注意

報及び警報の取扱責任者を定め、その処理が適切に行われるようにしなければならない。 

担当河川名
右・

左岸

重要水防区域 担当組

織 
人員 連絡先

起点位置 終点位置 

美生川 左岸 美生橋 
美生大橋から 

0.50km下流

第１分

団 

62-

2821 

ピウカ川 左岸 元村橋 ピウカ橋 

ピウカ川 左岸 ピウカ橋 
南１線橋から 

0.10km下流

ピウカ川 左岸 南１線橋から0.10km下流 泉橋 

芽室川 左岸 芽室橋から1.30km下流 
芽室橋から 

0.40km下流

芽室川 左岸
JR芽室本線鉄道橋から 

0.30km上流

西芽室橋から 

0.20km下流

芽室川 右岸 芽室橋から1.30km下流 
芽室橋から 

0.40km下流

芽室川 右岸 芽室橋から0.19km上流 
芽室橋から 

0.30km上流

芽室川 右岸 芽室橋から0.80km上流 
芽室橋から 

1.00km上流

芽室川 右岸
JR芽室本線鉄道橋から 

0.30km上流

西芽室橋から 

0.20km下流

シブサラ 

ビバウシ川
右岸

シブサラ橋から0.40km下

流 

シブサラ橋から

0.20km下流

シブサラ 

ビバウシ川
左岸

シブサラ橋から0.40km下

流 

シブサラ橋から

0.20km下流
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７ 水防信号 

  サイレン信号(○ ｻｲﾚﾝ ) 摘    要 

警戒警報 
5 -15  5 -15  5 -15

○－  ○－  ○－

気象官署から洪水警報を受けたとき又は警

戒水位になったとき 

出動第１ 

信  号 

5 -6  5 -6  5 -6

○－   ○－  ○－

水防団員等の全員出動信号（消防機関水防

団） 

出動第２ 

信  号 

10 -5  10 -5  10 -5

○－   ○－   ○－

市町村の区域内に居住するものの出動信号 

危険信号 

避難・ 

立退き 

１秒－５秒 １秒－５秒 

○－休止   ○－休止 

必要と認める区域内の居住者に避難を知ら

せる信号 

８ 巡視及び警戒 

(1) 大雨警報及び洪水警報が発令された場合には、重要水防区域及び洪水等の危険が予想

される地域を巡視警戒に当たるものとする。 

(2) 町長は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推

進を図るために必要があると認めるときは、非常配備の体制をとるものとする。 

(3) 非常配備に関する基準は、「第３章第１節 組織計画」によるものとする。 

 ９ 非常監視及び警戒 

町は、水防管理者が非常配備を指令したときは、町内の水防区域内を巡視し、監視警戒

を厳重に行い、異常を発見したときは直ちに水防管理者に報告し、水防管理者は速やかに

当該河川管理者に連絡する。監視警戒に当たり、特に留意する事項は、次のとおりである。 

(1) 裏のりの漏水又は飽水による亀裂及びがけ崩れ 

(2) 表のりで水当たりの強い場所の亀裂及びがけ崩れ 

(3) 天端の亀裂又は沈下 

(4) 堤防の越水状況 

(5) 樋門及び樋管の両そで又は底部よりの漏水ととびらの締まり具合 

(6) 橋梁とその他構造物と堤防の取付け部分の異常 

(7) ため池等は、(1)から(6)までのほか、次の事項について注意する。 

ア 取入口閉塞の状況 

イ 流域の山崩れの状況 

ウ 流入水及び浮遊物の状況 

エ 余水土及び放水路付近の状況 

オ 重ね池の場合の上部ため池の状況 

10 浸水想定区域 

浸水想定区域内については、「洪水ハザードマップ」による。なお、水害時の避難所は、

避難所一覧表及びＷＥＢハザードマップによる。 

11 雨量、水位の観測 

迅速かつ的確な水防活動を行うため相当の雨量があると認めたときは、関係機関と連絡

をとり、その状況を把握するものとする。 
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<雨量、水位の通報系統図> 

開発局所管河川 
雨量水位観測所 

十勝総合振興局 
地域創生部 

帯広開発建設 
部 
（24-4121） 
帯広河川事務所 
（25-1294） 

芽室町水防管理者 
（総務課 62-9720）

芽室消防署 
（62-2821） 

   各水位到達時

帯広建設管理部 
（27-8718） 

とかち広域消防局
北海道所管河川 
雨量水位観測所 

<本町の区域内に配置された水位観測所> 

観測所名 

（所 管） 
河川名 位 置 

水防団 

待機水位

（ｍ） 

氾濫注意

水位

（ｍ） 

避難判断

水位

（ｍ） 

氾濫危険

水位

（ｍ） 

芽 室 川 

（帯広建設管理部）
芽室川 芽室橋 70.71 71.38 71.84 72.13 

ピ ウ カ 川 

（帯広建設管理部） 
ピウカ川 高岩橋 76.40 76.64 77.01 77.19 

美 生 川 

（帯広建設管理部）
美生川 大成橋 69.66 70.60 71.75 71.93 

帯広川北伏古 

（帯広建設管理部）
帯広川 

北伏古 

７線橋 
71.78 72.89 74.00 74.15 

芽 室 太 

（帯広開発建設部） 
十勝川 祥栄橋 61.50 62.40 － － 

 <本町の区域外に配置された水位観測所> 

観測所名 

（所 管） 
河川名 位 置 

水防団 

待機水位

（ｍ） 

氾濫注意

水位

（ｍ） 

避難判断

水位

（ｍ） 

氾濫危険

水位

（ｍ） 

共 栄 橋 

(帯広開発建設部)
十勝川 共栄橋 143.50 144.30 145.20 145.40 

【国土交通省川の防災情報】 

   国内の雨量、水位等の観測値は、次のアドレスで回覧できます。 

     インターネット  http://www.river.go.jp/ 



62 

 12 ダム所在地及びダム操作通報先 

   ダム所在地及びダム操作通報先は次のとおり｡ 

ダム 

河川名 美生川 

ダム管理者 芽室町 

ダム所在地 伏美 

ダム名称 美生ダム 

通知の相手先 通知の方法 

名  称 担当機関の名称 電話番号 方  法 

北海道知事 帯広建設管理部 0155-27-8718 

加入電話 

芽室町長 農林課土地改良係 0155-62-9725 

北海道帯広警察署長

警備課 0155-25-0110 

芽室交番 0155-62-2151 

上美生駐在所 0155-66-2151 

芽室消防署長 芽室消防署 0155-62-2821 

北海道開発局長 帯広開発建設部管理課 0155-24-4121 

13 災害危険区域 

災害が発生するおそれのある区域である災害危険区域は次のとおりである。 

河川名 起点 起点箇所 終点 終点箇所 延長

（ｍ） 

帯広川 9,700 市町界 18,400 市町界 8,700

帯広川 33,600 市町界 34,400 市町界 800

イマナイ川 0
中伏古１線帯広川

合流地点 
100 中伏古１線地点 100

雄馬別川 0
雄馬別10線帯広川

合流地点 
3,000

雄馬別14線向井橋上流

地点 
3,000

鎮錬川 6,800
北明西５線町界地

点 
14,700 平和西16線町界地点 7,900

シブサラ 

ビバウシ川 
0
西士狩北５線西士

狩川合流地点 
14,200 平和西17線町界地点 14,200

西士狩川 300 市町界 1,900
西士狩北５線町道跨線

橋地点 
1,600

美生川 0
東芽室基線国道38

号美生橋上流地点 
23,100 伏美20線地点 23,100

美馬牛川 0
北芽室北２線十勝

川合流部地点 
14,000 祥栄西20線町界地点 14,000

ピウカ川 2,600
芽室南２線鉄道橋

上流地点 
3,600

芽室南４線南４線橋地

点 
1,000

ピウカ川 8,600 美生４線地点 10,700
中美生４線町道10号美

生10号線地点 
2,100

ピウカ川 11,300 中美生４線地点 11,800 中美生３線地点 500

ピウカ川 12,300
中美生３線第二雨

山橋地点 
12,800

中美生２線林道新嵐山

線交点地点 
500
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河川名 起点 起点箇所 終点 終点箇所 延長

（ｍ） 

吉井川 0
芽室南５線ピウカ

川合流部地点 
700

芽室南６線町道合流部

地点 
700

芽室川 0
芽室北１線十勝川

合流部地点 
6,300 町界 6,300

芽室川 7,700 町界 8,000 上芽室南２線地点 300

御影川 0
芽室北１線芽室川

合流部地点 
5,000 芽室北３線町界地点 5,000

渋山川 0
芽室南３線芽室川

合流部地点 
13,100 上美生10線地点 13,100

パンケホロナ

イ川 
0
上芽室南５線渋山

川合流部地点 
5,700 新朝日２線町界地点 5,700

久山川 0
上芽室南１線芽室

川合流部地点 
2,500 上芽室南６線町界地点 2,500

第12節 風害予防計画 

 風による公共施設、農耕地、農作物の災害の予防については、本計画の定めるところによる。 

第１ 街路樹、公園樹木の対策 

１ 剪定の実施 

風害を受けやすい街路樹や、公園樹木について剪定を実施し、風害を最小限度にするよ

うに努める。 

２ 支柱補強の実施 

植栽後、根の不安定な樹種等に対し支柱の補強を実施する等、倒伏の予防に努める。 

第２ 農作物の対策 

農作物の風害予防のため、時期別・作物別の予防措置及び対策を指導するとともに、耕地

保全及び作物の成育保護のため、耕地防風林の合理的な造成について指導するものとする。 

第３ 家屋等の倒壊防止対策 

家屋その他建築物の倒壊等を防止するための緊急措置は、それぞれの施設管理者が行うも

のであるが、状況に応じて町は施設管理者に対して、看板やアンテナ等の固定など強風によ

る落下防止対策等の徹底を図るものとする。 

第４ 保安林等の整備 

農用地の風害等の防止のため、保安林及び耕地防風林の整備及び拡充を推進する。 
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第13節 雪害予防計画 

 雪害に対処するため、次に定めるところにより、関係機関と相互連携し道路交通の確保を図

るものとする。 

第１ 除雪路線の区分 

 １ 国道 

北海道開発局帯広開発建設部が行う。 

２ 道道 

北海道十勝総合振興局帯広建設管理部が行う。 

３ 町道 

芽室町が行う。 

４ 高速自動車道 

東日本高速道路(株)北海道支社帯広管理事務所が行う。 

第２ 町道の除雪作業の基準 

 町が管理する道路で、冬期間除雪を行い交通を確保する除雪作業の基準は次のとおりであ

る。なお、毎年度「除雪計画」を策定し公表することにより、除雪に対する考え方について

住民に周知を図るものとする。 

 １ 除雪路線区分 

(1) １級町道  幹線道路、バス路線、市街地道路 

(2) ２級町道  幹線道路と幹線道路を連絡する準幹線道路の役割をもつ道路 

(3) その他町道 (1)(2)の他、沿線に家屋のある道路 

(4) 公共施設  役場、公共駐車場、学校、保育所、浄水場、会館、病院等の公共施設 

 ２ 除雪作業実施基本事項 

(1) 積雪が10～15cmを超え、更に降雪が見込まれる場合は出動する。ただし、著しく視界

が悪い場合は除雪を控える。 

(2) 圧雪などにより、交通事故及び交通障害の発生が予想される場合は出動する。 

(3) 路面の吹きだまりにより、通行に支障が発生する場合は出動する。（片側線の閉塞・通

過車両が多く障害となる場合） 

(4) 融雪等により、道路のわだちが著しい場合は出動する。 

(5) 道路パトロール等により、除雪及び路面整正が必要な場合は出動する。 

(6) (1)から(5)の基準に限らず著しく住民の活動に障害や危険を伴う恐れがある場合及び緊

急時には出動する。 

 ３ 積雪時における消防対策 

(1) 住宅密集地の道路については、消防車の運行に支障のないよう除雪をするものとする。 

(2) 消防水利については、消防署（団）員により常に除雪を行い、消防活動に支障のない

ようにするものとする。 

(3) 積雪により消防車の出動が困難となる地域については、防火査察等を重点的に実施す

るものとする。 

 ４ 孤立を生じた場合の地域に対する対策 

積雪等により交通が途絶した地域について、食料が極度に不足した場合又は急患が発生

した場合は関係機関に協力を要請し緊急措置を講ずるものとする。 
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第14節 融雪災害予防計画 

 融雪による河川の出水災害については、第４章第11節「水害予防計画」に定めるほか、本計

画に定めるところによる。 

第１ 気象情報の把握 

  融雪期においては、関係機関の水防警報により地域内の積雪状況を的確に把握するととも

に、低気圧の発生及び経路の状況又は降雨及び気温の上昇等、気象状況に留意し、融雪出水

の予測に努めるものとする。 

第２ 重要水防区域等の警戒 

 重要水防区域及び雪崩、地滑り、崖崩れ等の懸念のある地域、箇所を事前に察知し、被害

の拡大を防ぐため、次により万全の措置を講ずるものとする。 

 １ 町及び消防機関は、住民等の協力を得て既往の被害箇所その他水害危険区域を中心に巡

視警戒を行うものとする。 

 ２ 町は、関係機関と緊密な連絡をとり、危険区域の水防作業及び避難救出方法等を事前に

検討しておくものとする。 

 ３ 町は、雪崩、積雪、捨雪及び結氷等により、河道、導水路等が著しく狭められ、被害発

生が予想される場合、融雪出水前に河道、導水路内の除雪、結氷の破砕等を行い、流下能

力の確保を図るものとする。 

第３ 道路の除雪 

 道路管理者は、雪崩、積雪、結氷等により道路交通が阻害されるおそれのあるときは、道

路の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、道路の効率的な活用を図るものとする。 

第４ 水防資機材の整備、点検 

  町長及び河川管理者は、水防活動を迅速かつ効率的にするため、融雪出水前に水防資機材

の整備点検を行うとともに、関係機関及び資機材保管業者等とも十分な打合せを行い、資機

材の効率的な活用を図るものとする。 

担当河川名 
右・

左岸

重要水防区域 
担当組織 人員 連絡先

起点位置 終点位置 

美生川 左岸 美生橋 
美生大橋から 

0.50km下流

第１分団  62-2821

ピウカ川 左岸 元村橋 ピウカ橋 

ピウカ川 左岸 ピウカ橋 
南１線橋から 

0.10km下流

ピウカ川 左岸 南１線橋から0.10km下流 泉橋 

芽室川 左岸 芽室橋から1.30km下流 
芽室橋から 

0.40km下流

芽室川 左岸
JR芽室本線鉄道橋から 

0.30km上流

西芽室橋から 

0.20km下流
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担当河川名 
右・

左岸

重要水防区域 
担当組織 人員 連絡先

起点位置 終点位置 

芽室川 右岸 芽室橋から1.30km下流 
芽室橋から 

0.40km下流

第１分団  62-2821

芽室川 右岸 芽室橋から0.19km上流 
芽室橋から 

0.30km上流

芽室川 右岸 芽室橋から0.80km上流 
芽室橋から 

1.00km上流

芽室川 右岸
JR芽室本線鉄道橋から 

0.30km上流

西芽室橋から 

0.20km下流

シブサラ 

ビバウシ川 
右岸

シブサラ橋から 

0.40km下流

シブサラ橋から

0.20km下流

シブサラ 

ビバウシ川 
左岸

シブサラ橋から 

0.40km下流

シブサラ橋から

0.20km下流

第15節 土砂災害予防計画 

土砂災害の予防については、本計画の定めるところによる。 

第１ 土砂災害警戒区域等の周知 

町は、防災関係機関等と連携して、土砂災害警戒区域等の実態把握に努め、地域住民に周

知する。また、地域住民は土砂災害警戒区域等及び警戒避難に関する知識を深める。なお、

土砂災害警戒区域等は、資料編に記載する。 

第２ 土砂災害警戒区域等の警戒態勢 

町は、異常降雨及び降雪により土砂災害が予想される場合、地域住民及び関係機関と協力

して、危険箇所の監視及び巡廻等を行い、災害を未然に防ぐ体制を整備する。また、土砂災

害警戒区域等の避難対策は、「第５章第４節 避難対策計画」の定めによる。 

第３ 気象警報の把握及び伝達方法 

「第３章第２節 気象業務に関する計画」の定めによる。 

第16節 積雪・寒冷対策計画

 積雪・寒冷期において災害が発生した場合、他の季節に発生する災害に比べて、積雪による

被害の拡大や避難所、避難路の確保等に支障が生じることが懸念される。 

 このため、積雪・寒冷期における災害の軽減を図る対策は、本計画に定める。 

第１ 積雪対策の推進 

 積雪期における災害対策は、除排雪の整備、雪に強いまちづくり等、総合的かつ長期的な

雪対策の推進により確立される。 

  このため、町及び防災関係機関は、「北海道雪害対策実施要領」に基づき、相互に連携して

実効ある雪対策の確立と雪害の防止に努める。 
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  なお、冬期における野外トイレは、寒さなどにより利用環境が悪化するとともに、水道凍

結も予想されることから、冬期間でも使用可能なトイレの調達方法を検討する。 

第２ 交通の確保 

 １ 道路交通の確保 

   災害発生時には、防災関係機関が行う緊急輸送等の災害応急対策が円滑に実施されなけ

ればならないので、道路交通の緊急確保を図ることが重要である。 

   このため、北海道開発局、北海道、東日本高速道路（株）及び町の道路管理者は、除排

雪体制を強化し、日常生活道路の確保を含めた道路交通確保対策を推進する。 

(1) 除排雪体制の強化 

ア 道路管理者は、国道、道道、高速自動車道路及び町道の整合のとれた除排雪体制を

強化するため、相互の緊密な連携の下に除排雪計画を策定する。 

イ 道路管理者は、除排雪の向上を図るため、地形や積雪の状況等自然条件に適合した

除排雪機械の増強に努める。 

(2) 積雪寒冷地に適した道路整備の促進 

ア 道路管理者は、冬期交通の確保を図るための道路の整備や施設の整備を推進する。 

イ 道路管理者は、雪崩等による交通障害を予防するため、雪崩防止柵等防雪施設の整

備を促進する。 

第３ 雪に強いまちづくりの推進 

 １ 家屋倒壊の防止 

   町は、住宅の耐震性を確保し、屋根荷重の増大による家屋崩壊等を防止するため、建築

基準法等の遵守の指導に努める。 

２ 積雪期における避難所及び避難路の確保 

   町及び防災関係機関は、積雪期における避難所及び避難路の確保に努める。 

第４ 寒冷地対策の推進 

 １ 避難所対策 

   町は、避難所における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具

及び燃料のほか、積雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、救

出用スノーボード等）の備蓄に努める。 

また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバ

ックアップ設備の整備に努める。 

２ 被災者及び避難者対策 

   町は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備並びに備蓄に努めるとともに、避難所

開設の際には、開設当初からパーテーションや段ボールベッド等の設置に努める。 

また、応急仮設住宅は、積雪のため早期着工が困難になることや避難生活が長期化する

ことが予想されることから、被災者及び避難者の生活確保のため長期対策を考慮する。 

第５ スキー客に対する対策 

  スキー場で雪崩等の災害が発生した場合は、リフト、ロッジ等の損壊などで多数のスキー

客の被災が懸念されるため、町は、スキー場管理者にスキーパトロール隊による救出・避難

誘導計画等をあらかじめ定めておくよう要請する。 
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第５章 災害応急対策計画 

 基本法第50条第１項の趣旨を達成するため、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害拡大を防止するため、災害応急対策計画

を定める。 

第１節 災害情報収集計画及び情報伝達計画 

 災害時における災害情報等の収集、伝達については、本計画に定めるところによる。 

第１ 災害情報等の収集 

 町、道及び防災関係機関は、それぞれが有する情報組織、ヘリコプター、通信施設等を全

面的に活用し、迅速・的確な災害情報を収集し、相互に交換する。 

第２ 災害情報等の内容及び通報の時期 

 １ 本部を設置したときは、本部の設置状況及びその他の情報等について、道及び防災関係

機関へ連絡する。 

 ２ 防災関係機関は、前項の通報を受けたときは、災害情報について密接な相互連絡を図る

ため、必要に応じて当該対策本部に連絡要員を派遣するものとする。 

 ３ 町及び防災関係機関は、発生後の情報等について、次により道に通報する。 

(1) 災害の状況及び応急対策の概要・・・発生後速やかに 

(2) 本部の設置の有無・・・・・・・・・本部を設置した時直ちに 

(3) 被害の概要及び応急復旧の見通し・・被害の全貌が判明するまで、又は応急復旧が完

了するまで随時 

(4) 被害の確定報告・・・・・・・・・・被害状況が確定したとき 

 ４ 町は、指定公共機関及び指定地方公共機関からの報告を取りまとめ、災害の全般的な状

況について、道に逐次報告する。 

   町が道へ報告すべき基準は、次のとおりである。 

(1) 町において本部を設置した災害 

(2) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から特に必要があると認められる程度の災

害 

(3) (1)又は(2)に定める災害になるおそれのある災害 

 ５ 町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害が発生

した時は、速やかにその規模を把握するための情報を収集するように特に留意し、被害の

詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の道への報告に努める。 
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第３ 災害情報等の連絡体制 

 １ 災害発生連絡系統図 

発見者 

帯広警察署 

芽室交番 

芽室町役場 総務課長 

夜間・休日 警備員 

とかち広域消防局

芽室消防署 

十勝総合振興局 

危機対策室 

町長、副町長 

教育長、関係課長 

防災会議構成機関

及び関係機関 

近隣市町村、団体 

関係職員 

住民・地域防災協議会 

自主防災組織・町内会・行政区

第４ 通信手段の確保 

 １ 一般加入電話による通報 

 ２ 北海道総合行政情報ネットワークによる通報 

 ３ 各関係機関の所有する移動無線、携帯無線による通報 

第５ 十勝総合振興局長への報告 

 町長は、「災害情報等報告取扱要領」の定めるところにより、十勝総合振興局長へ災害情報

及び被害状況について報告するものとする。 

(1) 被害状況の調査 

被害状況の把握及び応急対策の実施状況の調査、収集は各部がそれぞれ実施し、統括

総務部がとりまとめる。 

(2) 災害情報等の報告 

    町長は収集した災害情報及び被害状況を随時十勝総合振興局長に報告するとともに、

必要と認めるときは関係機関に対し連絡するものとする。 

第６ 災害時の通信方法 

  災害時における必要な情報の収集、伝達等を迅速確実に行うための通信方法等は、次のと

おりとする。 

 １ ＮＴＴ回線の利用 

(1) 災害時優先電話の利用 

    ＮＴＴの一般電話回線の輻輳に伴い発信規制がなされた場合においても、防災機関・

公共機関としての使命を確保するため発信規制されず、優先的に発信が確保される災害

時優先電話の指定は、資料編に掲載の災害時優先電話一覧のとおりである。 

(2) 非常災害時において、緊急を要する内容の電報又は市外通話は、ＮＴＴ回線が不通と

ならない限り、非常通話として他のいかなる通信に優先して接続、伝送される制度を利

用する。 
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通信の種類 取   扱   方   法 申込先 

非常通話 

緊急通話 

NTT東日本の申込み先に、「非常」又は「緊急」の旨を告げて

通話を請求し、関係機関に通報する。 
102 

非常電報 
「非常電報」である旨をNTT東日本の申込み先に告げ、発信

取扱者の職、氏名を告げる。 
115 

 ２ 副通信系の利用 

   優先電話（NTT回線網）の途絶時における連絡については、次の無線通信施設の管理者に

協力を求め、通信を行う。 

局種 設置場所の名称 伝達先等 

北海道総合行政情報

ネットワーク 
芽室町役場 北海道（振興局等）、市町村 

芽室町防災行政無線 芽室町役場 町内一円（基地局、移動局） 

警察無線電話 芽室交番 帯広警察署 

消防業務無線 芽室消防署 とかち広域消防局 

 ３ 通信途絶時における措置 

(1) 北海道総合通信局の対応 

    北海道総合通信局は、防災関係機関から１及び２に掲げる各通信系をもって通信を行

うことができない又は著しく困難である旨の連絡を受けたときは、通信の確保を図るた

め、速やかに次の措置を講ずるものとする。 

ア 貸与要請者あて、移動通信機器、移動電源車及び臨時災害放送局（災害が発生した

場合に、その被害を軽減するために、町が開設する臨時かつ一時の目的のためのＦＭ

ラジオ放送局）用機器の貸出 

   イ 無線局の免許等の臨機の措置（無線の免許等に必要な申請手続き及び当該申請に係

る処分について、口頭又は電話等迅速な方法で行い、所定の様式による手続きは、後

刻可及的速やかに訴求処理する措置） 

(2) 防災関係機関の対応 

    防災関係機関は、(1)の措置を希望する場合は、次に掲げる事項を北海道総合通信局に

連絡するものとする。 

   ア 移動通信機器の借受を希望する場合 

(ｱ) 借受申請者の氏名又は名称及び住所 

(ｲ) 借受希望機種及び台数 

(ｳ) 使用場所 

(ｴ) 引渡場所及び返納場所 

(ｵ) 借受希望日及び期間 

   イ 移動電源車の借受を希望する場合 

(ｱ) 借受申請者の氏名又は名称及び住所 

(ｲ) 台数 

(ｳ) 使用目的及び必要とする理由 

(ｴ) 使用場所 

(ｵ) 借受期間 

(ｶ) 引渡場所 
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   ウ 臨時災害放送局用機器の借受を希望する場合 

(ｱ) 借受申請者の氏名又は名称及び住所 

(ｲ) 希望エリア 

(ｳ) 使用目的 

(ｴ) 希望する使用開始日時 

(ｵ) 引渡場所及び返納場所 

(ｶ) 借受希望日及び期間 

   エ 臨機の措置による手続きを希望する場合 

(ｱ) 早急に免許又は許可等を必要とする場合 

(ｲ) (ｱ)に係る申請の内容 

(3) 連絡先 

   総務省北海道総合通信局防災対策推進室 （直通電話）011-747-6451 

第７ 動員の伝達系統及び伝達方法 

 １ 本部職員等に対する伝達 

(1) 平常執務時の伝達系統及び方法 

    職員の動員は、町長の決定に基づき総務課長が各課長に対し庁内放送、電話等で伝達

する。 

町長 

（配備の決定） 

総務課長 

（庁内放送・電話等） 

課長 職員 

(2) 休日、祝祭日等又は退庁後の伝達 

警備員は、次の情報を収受したときは総務課長に連絡し、総務課長は必要に応じて町

長、関係課長等に連絡するものとする。 

伝達系統 

警備員 
総務課長 

（担当職員） 
関係職員 

（通知） （召集）

 （報告） （配備の決定） （非常登庁）

  町長   

   ア 災害発生のおそれのある気象情報等が関係機関から通報され、緊急に応急措置       

を実施する必要があると認められるとき。 

   イ 災害が発生し、緊急に応急措置を実施する必要があると認められたとき。 

   ウ 災害発生のおそれのある異常現象の通報があったとき。 
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２ 職員の非常登庁 

   職員は、勤務時間外、休日等において登庁の指示を受けたとき、又は災害が発生し、若

しくは災害発生のおそれがある情報を察知したときは、災害の状況により所属の長と相談

のうえ、若しくは自らの判断により登庁するものとする。 

 ３ 現場連絡員 

   現場の活動を円滑に行うため、必要により課長が指名する現場連絡員をおく。現場連絡

員は、課長の指示を受け、現場での指揮監督を行うものとする。 

 ４ 配備体制確立の報告 

   本部長の指示に基づき、各班が配備体制を確立したときは、各班長は直ちに本部長に報

告するものとする。 

 ５ 消防機関に対する連絡 

   本部が設置された場合、その配備体制について消防機関への伝達は、次により行うもの

とする。 

本部長（町長） 
統括総務部長

（総務課長） 
芽室消防署長 

芽室消防団長    とかち広域消防局長 

第８ 各班別動員要請 

  災害時の状況及び応急措置の推移により、本部長は必要に応じて各班の所属する班員を他

の班に応援させるものとする。 

 災害の状況により応援を必要とする班にあっては、班長が統括班長を通じて本部長に申し

出し必要な応援を受けるものとする。 
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災害情報等報告取扱要領 

 芽室町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、次に定めるところにより災害

情報及び被害状況報告（以下「災害情報等」という。）を十勝総合振興局長に報告するものとす

る。 

１ 報告の対象 

   災害情報等の報告の対象は、おおむね次に掲げるものとする。 

(1) 人的被害、住家被害が発生したもの。 

(2) 災害救助法の適用基準に該当するもの。 

(3) 災害に対し、国及び道の財政援助等を要すると思われるもの。 

(4) 災害が当初軽微であっても、今後拡大し発展するおそれのある場合、又は広域的な災

害で芽室町が軽微であっても振興局地域全体から判断して報告を要すると認められるも

の。 

(5) 地震が発生し、震度４以上を記録したもの。 

(6) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告の必要があると認めら  

れるもの。 

(7) その他特に必要と認められるもの。 

２ 報告の種類及び内容 

(1) 災害情報 

    災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表１の様式により速やかに電  

話等により報告すること。この場合、災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告する。 

(2) 被害状況報告 

    被害状況報告は、次の区分により行うものとする。ただし、指定行政機関及び指定  

公共機関の維持管理する施設等（住家を除く）については除くものとする。 

ア 速  報 

     被害発生後直ちに別表２の様式により件数のみ電話等により報告すること。 

   イ 中間報告 

     被害状況が判明次第、別表２の様式により電話等により報告すること。なお、報   

告内容に変化を生じたときは、その都度報告すること。ただし、報告の時期等につい

て特に指示があった場合はその指示によること。 

  ウ 最終報告 

    応急措置が完了した後、15日以内に別表２の様式により報告すること。 

(3) その他の報告 

    災害の報告は、(１)及び（２）によるほか、法令等の定めに従い、それぞれ所要の報

告を行うものとする。 

３ 報告の方法 

(1) 災害情報及び被害状況報告（通報及び中間報告）は、電話又は無線により迅速に行う

ものとする。 

(2) 被害状況報告のうち最終報告は、文書により報告するものとする。 

４ 被害状況判定基準 

   被害状況の判定基準は、別表４のとおりとする。 

５ 被害状況報告に当たっての留意事項 

   被害状況報告に当たっては、役場内の関係各課及び関係機関と被害内容について十分 

調整を図ること。 
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別 紙 

人的被害の内容について 

                         年  月  日  時  分現在 

被害項目 人的被害      内             訳 

死亡
行方

不明
重傷 軽傷 計 区分 住 所 職業氏 名 年 令

負 傷

部 位

負 傷

程 度

被 害 

概 況 

芽 室 町              
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別表４ 
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第２節 災害広報・情報提供計画 

 災害時における地域住民等に対する災害情報の提供及び広報活動に関する計画は次に定める

ところによる。 

第１ 実施責任者 

１ 町長（情報財政部情報財政班） 

２ 帯広警察署 

３ その他関係防災機関 

第２ 災害情報等の収集 

  災害情報等の収集については、第１節「災害情報収集計画及び情報伝達計画」によるほか、

次の収集方法によるものとする。 

 １ 情報財政班派遣による災害現場の取材 

 ２ 報道機関、その他関係機関及び各班取材による写真の収集 

 ３ 災害の状況に応じて職員の派遣による資料の収集 

 ４ 北海道の河川情報及び川の防災情報等の情報収集 

 ５ 災害現地における住民懇談会等によって、住民及び被災者の意見、要望、相談等を広聴

し災害対策に反映させるものとする。 

第３ 災害広報及び情報等の提供の方法（発表責任者 情報財政班長） 

 町、道及び防災関係機関等は、災害時において、町民に対して正確かつ分かりやすい情報

を迅速に提供することにより、流言等による社会的混乱の防止を図り、町民等の適切な判断

による行動を支援する。 

  また、町及び道は、被災者の安否について町民等から照会があったときは、被災者等の権

利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害

発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答す

るよう努めるものとする。  

 １ 住民に対する広報の方法及び内容 

(1) 一般住民及び被災者に対する広報活動は、災害の推移を見ながら次の方法によるもの

とする。 

   ア 新聞、ラジオ、テレビ、インターネット、戸別端末、緊急速報メール、各種公式Ｓ

ＮＳ、登録制メール（めむろ安心メール）、防災行政無線、郵便局等の利用 

   イ 街頭放送の利用 

   ウ 広報紙、チラシ類の利用 

   エ 広報車の利用 

   オ 一般加入電話 

   カ 防災情報システムのメールサービスや公共情報コモンズの利用 

(2) 広報事項は次のとおりとする。 

   ア 避難場所等について（避難所の位置、経路） 

   イ 交通、通信状況（交通機関運行状況、不通箇所、開通見込日時、通信途絶区域） 

   ウ 火災状況（発生箇所、避難指示等） 

   エ 電気、水道施設状況（被害状況、復旧状況、注意事項等） 

   オ 医療救護所の開設状況 
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   カ 給食、給水実施状況（給水日時、場所、種類、量、対象者等） 

   キ 衣料、生活必需品等供給状況（供給日時、場所、種類、量、対象者等） 

   ク その他必要な事項（要配慮者等が必要とする情報を含む） 

２ 報道機関に対する情報発表等の方法 

収集した被害状況、災害状況は、その都度報道機関に対して次の事項を発表する。 

   ア 災害の種別（名称）及び発生年月日 

   イ 災害発生の場所又は被害激甚地域 

   ウ 被害状況 

   エ 災害救助法適用の有無 

   オ 応急、復旧対策の状況 

   カ 本部の設置又は解散 

   キ その他判明した被災地の情報 

３ 道、関係機関等に対する情報の提供 

必要に応じて防災関係機関、公共的団体、重要な施設の管理者等に対して災害情報等を

提供し、災害実態の周知に努めるものとする。 

第４ 被災者相談所の開設 

災害の規模に応じ、適宜関係機関と協議、連携して被災住民の安定を図るため相談所を開

設して援助協力するものとする。 

第５ 安否情報の提供 

 １ 安否情報の照会手続 

(1) 安否情報の照会は、照会者の氏名・住所（法人その他の団体にあってはその名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地）や照会に係る被災者の氏名・住所・生年月日・

性別・照会遺留を明らかにさせて行うものとする。 

(2) 町は、安否情報の照会を受けたときは、当該照会者に対して運転免許証、健康保険の

被保険者証、外国人登録証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成27年法律第65号）第２条第７項に規定する個人番号カード等

の本人確認資料の提示又は提出を求めることなどにより、照会者が本人であることを確

認するものとする。 

(3) 町は、安否情報の照会を受けたときは、当該照会が不当な目的によるものと認めると

きなど一定の場合を除き、次の照会者と照会に係る者との間柄に応じて、適当と認めら

れる範囲の安否情報の提供をすることができるものとする。 

 照会者と照会に係る被災者との間柄 照会に係る被災者の安否情報 

ア ・被災者の同居の親族 

（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者その他婚姻の

予約者を含む） 

・被災者の居所 

・被災者の負傷若しくは疾病の状況 

・被災者の連絡先その他安否の確認に

必要と認められる事情 

イ ・被災者の親族（アに掲げる者を除く。）

・被災者の職場の関係者その他の関係

者 

・被災の負傷又は疾病の状況 

ウ ・被災者の知人その他の被災者の安否

確認を必要とすることが相当である

と認められる者 

・被災について保有している安否情報

の有無 
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(4) 町は、(3)にかかわらず、照会に係る被災者の同意があるときなど一定の場合には、必

要と認められる照会に係る被災者の居場所、死亡・負傷等の状況など安否の確認に必要

と認められる限度において情報を提供することができる。 

 ２ 安否情報を回答するに当たっての対応 

   町は、安否情報を回答するときは、次のとおり対応するものとする。 

(1) 被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防・救

助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲

において回答するよう努めるものとする。 

(2) 安否情報の適切な提供のために必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被

災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内

部で利用することができるものとする。 

(3) 安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係市町村、消防機関、警察等

と協力して被災者に関する情報の収集に努めることとする。 

(4) 被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れが

ある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者

の個人情報の管理を徹底するよう努めるものとする。 

第３節 応急措置実施計画 

町の区域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は関係法令及び本計画の定めると

ころにより、町長、消防署長及び防災に関係ある施設の管理者は所要の措置を講じ、また、町

長は必要に応じて、道、他の市町村、関係機関等の協力を求め応急措置を実施する。 

第１ 応急措置の実施責任者 

１ 法令上実施責任者として定められている者は次のとおりである。 

(1) 北海道知事（基本法第70条…都道府県の応急措置） 

(2) 警察官等（基本法第63条第２項…市町村長及び職員が現場にいないとき、又は要求の

あったとき市町村長の職務を行うことができる。） 

(3) 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 

(4) 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長（基本法第77条…指定行政機関の長等の

応急措置） 

(5) 指定公共機関の長及び指定地方公共機関の長（基本法第80条…指定公共機関等の応急

措置） 

(6) 町長又はその委任を受けて町長の職権を行う町職員、町の委員会又は委員、公共的団

体及び防災上重要な施設の管理者等（基本法第62条…市町村の応急措置） 

(7) 水防管理者（町長）、消防機関の長（消防署長）等（水防法第24条注１及び第28条注２） 

(8) 消防長又は消防署長等（消防法第29条注３） 

第２ 町の実施する応急措置 

１ 警戒区域の設定 

町長又はその委任を受けて町長の職権を行う町職員は災害が発生し、又はまさに発生し

ようとする場合において、人命又は身体に対する危険を防止するために、特に必要がある

と認めるときは、基本法第63条第１項（市町村長の警戒区域設定権等）の規定に基づき警
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戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入を制限し

若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

２ 応急公用負担の実施 

町長は、本町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、基本法第64条第１項（応

急公用負担等）の規定に基づき、本町区域内の他人の土地、建物及びその他の物件を使用

し若しくは収用することができる。なお、この場合においては、基本法施行令第24条注４及

び基本法第82条（損失補償等）の規定に基づき次の措置をとらなければならない。 

(1) 工作物、物件の占用等に対する通知 

町長は、当該土地建物及びその他の工作物、又は土石及び竹木その他の物件（以下「工

作物等」という。）を使用し若しくは収容したときは、速やかに当該工作物等の占有者及

び所有者にその旨を通知しなければならない。またその他当該工作物等の氏名及び住所

を知ることができないときは、その事項を「公告式条例」を準用して役場掲示板に掲示

する等の措置をしなければならない。 

ア 名称又は種類 

イ 形状及び数量 

ウ 所在した場所 

エ 処分の期間又は期日 

オ その他必要な事項 

(2) 損失補償 

町は当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

３ 障害物の除去 

町長は、本町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、基本法第64条第２項（応

急公用負担等）の規定に基づき、現場の災害を受けた工作物等で当該応急措置の実施の支

障となるものの除去及びその他必要な措置をとることができるものとし、除去したときは

当該工作物等を保管しなければならない。なお、保管したときは基本法第64条第３項（返

還のための公示）及び第６項（所有権の帰属）の規定に基づき、それぞれ次の措置をとら

なければならない。 

(1) 町長は、当該工作物等の占有者、所有者及びその他当該工作物等について権限を有す

る者に対して当該工作物等を返還するため、次に掲げる事項及び方法により公告しなけ

ればならない。 

ア 工作物等を保管した場合の公示事項 

(ｱ) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量 

(ｲ) 保管した工作物等の所在した場所、その工作物等を除去した日時 

(ｳ) その工作物等の保管を始めた日時及び保管場所 

(ｴ) その他保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項 

イ 工作物等を保管した場合の公示の方法 

公示は、次に定める方法によるほか、「公告式条例」を準用して行う。 

(ｱ) 公示は保管を始めた日から起算して14日間、役場の掲示板に掲示する。 

(ｲ) 公示の期間が満了してもなおその工作物等の占有者、所有者、その他工作物等に

ついて権限を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要

旨を町の広報紙又は新聞紙に掲載する。 
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(ｳ) 前２号の方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を役場総務課に備

え付け、かつこれをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。 

(2) 町長は、保管した工作物等が滅失し若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保

管に不相当な費用若しくは手数を要する時は、次に掲げる手続きにより当該工作物等を

売却し、その売却した代金を保管することができる。 

ア 保管した工作物等の売却は、競争入札に付さなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当するものは、随意契約によって売却することができる。 

(ｱ) 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれがある工作物等 

(ｲ) 競争入札に付しても入札者がいない工作物等 

(ｳ) 前２号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認める工作物

等 

イ 競争入札のうち一般競争入札に付そうとするとき、その入札期間日の前日から起算

して少なくても５日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量及びその他必要

な事項を公示しなければならない。 

ウ 競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく３人以上の入札者を

指定し、かつそれらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量及びその他必要な事

項をあらかじめ通知しなければならない。 

エ 随意契約とするときは、なるべく２人以上の者から見積書を徴さなければならない。 

(3) 工作物等の保管、売却及び公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき

占有者等の負担とし、その費用の徴収は、行政代執行法（昭和23年法律第43号）第５条

注５及び第６条注６の規定を準用する。 

(4) 公示の日から起算して６か月を経過しても、なお保管した工作物等を返還することが

できないときは、当該工作物等の所有権は、当町に帰属する。 

４ 他の市町村長に対する応援の要求等（基本法第67条） 

(1) 町長は、本町の地域に係る災害が発生した場合は、応急措置を実施するため必要があ

ると認めるときは、他の市町村長に対し応援を求めることができる。この場合において、

応援を求められた市町村等は正当な理由がない限り応援を拒んではならない。 

(2) 前号の応援に従事する者が実施する応急措置は、当該応援を求めた市町村の指揮の下

に行動する。 

５ 道知事に対する応援の要求等（基本法第68条第１項） 

町長は、本町の地域に係る災害が発生した場合は、応急措置を実施するため必要がある

と認めるときは、道知事に対し応援を求め、又は応急措置の実施を要請することができる。 

６ 住民等に対する緊急従事指示等 

(1) 町長は、本町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合にお

いて、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、本町地域内の住民又

は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることがで

きる。（基本法第65条第１項） 

(2) 町長及び消防署長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、本町区域内に居住

する者又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。（水防法第24条） 

(3) 消防吏員又は消防団員は、緊急の必要があるときは、火災の現場付近にある者を消火

若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。（消防

法第29条第５項） 

(4) 救急隊員は、緊急の必要があるときは、事故の現場付近にある者に対し救急業務に協

力することを求めることができる。（消防法第35条の10） 



88 

(5) 町長は、前４号（(1)～(4)）の応急措置等の業務に協力援助した住民が、そのため負

傷、疾病、廃疾又は死亡した場合は、「北海道災害応急措置業務従事者の損害補償に関す

る条例第２条」によりその補償を行う。 

第３ 適用の場合 

救助法適用の場合は、「第36節 災害救助法の適用と実施」による。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

注１ 水防法第24条：水防管理者、水防団長または消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団

体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 

注２ 水防法第28条：水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必

要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器を使用し、又は工作物そ

の他の障害物を処分することができる。 

注３ 第29条 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の

事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る

土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村におい

ては消防団の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、消防対象物及び土地以外の消

防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者

からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。前項の規定による補償に要する費用

は、当該市町村の負担とする。 

注４ 基本法施行令第24条：市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第83条第２項の規定により派遣を命ぜられた同

法第8条に規定する部隊等の自衛官は、基本法第64条第１項（同条第８項において準用する場合を含む。）又は同条第７項にお

いて準用する基本法第63条第２項〔市町村長の職権の代行〕の規定により他人の土地、建物その他の工作物を一時使用 し、又

は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、すみやかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木そ

の他の物件（以下この条において「土地建物等」という。）の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者（以

下この条において「占有者等」という。）に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係

る期間又は期日その他必要な事項（以下この条において「名称又は種類等」という。）を通知しなければならない。この場合に

おいて、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を当該市

町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安部の事務所で内閣府令で定めるもの

若しくは当該土地建築物等の所在した場所の直近にある自衛隊法第８条に規定する部隊等の長（内閣府令で定める者に限る。）

の勤務官署に掲示しなければならない。 

注５ 行政代執行法第５条：代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対

し、文書をもってその納付を命じなければならない。 

注６ 行政代執行法第６条：代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。 

代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 

代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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第４節 避難対策計画 

 災害において住民の生命及び身体の安全、並びに保護を図るために実施する避難措置につい

ては、本計画に定めるところによる。 

 その際、避難行動要支援者についても十分配慮するとともに、男女のニーズの違い等、男女

双方の視点に十分配慮する。 

第１ 避難実施責任者及び措置内容 

 風水害、火災等の災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要が

あると認められるときは、避難実施責任者は、次により避難の指示を行うものとする。 

 特に、町は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高

齢者等の避難支援対策を充実・強化するものとし、避難指示、緊急安全確保のほか避難行動

に時間を要する要配慮者・避難行動要支援者などに対する高齢者等避難を必要に応じて伝達

する。 

 １ 町長（基本法第60条､水防法第29条） 

(1) 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、警戒巡視等によって得られ

る情報の収集並びに過去の災害事例等を勘案し、住民の生命、身体に被害が及ぶおそれ

があると判断される状況に至ったときは、直ちに必要と認める地域の居住者等に対し、

次の指示を行う。 

   ア 避難のための立退きの指示 

   イ 必要に応じて行う立退先としての指定緊急避難場所等の避難場所の指示 

   ウ 屋内での退避等の安全確保措置の指示 

(2) 町長は、避難のための立退きの指示、避難場所の指示、屋内での退避等の安全確保措

置の指示を行うことができない場合は、警察官にその指示を求める。 

(3) 町長は、上記の指示を行ったときは、その旨を速やかに十勝総合振興局長を通じて知

事に報告する（これらの指示等を解除した場合も同様とする）。 

 ２ 警察官（基本法第61条、警察官職務執行法（昭和23年法律第136号）第４条） 

(1) 警察官は、１(2)により町長から要求があったとき、又は町長が指示できないと認める

ときは、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退き又は屋内での退避等

の安全確保の指示を行うものとし、避難のための立退きを指示する場合に必要があると

認めるときには、その立退き先について指示することができる。 

   その場合、直ちに、その旨を町長に通知するものとする。 

(2) 警察官は、災害による危険が急迫したときは、その場の危害を避けるため、その場に

いる者を避難させることができる。 

 ３ 知事又はその命を受けた道職員（基本法第60条・第72条、水防法第29条、地すべり等防

止法第25条） 

(1) 知事（十勝総合振興局長）又は知事の命を受けた職員は、洪水により著しい危険が切

迫していると認められるとき、又はその可能性が大きいと判断されるときは、避難のた

め立退きが必要であると認められる区域の居住者に対し立退きの指示をすることができ

る。 

    また、知事（十勝総合振興局長）又は知事の命を受けた職員は、洪水以外の災害の場

合においても、町長が行う避難、立退きの指示について必要な指示を行うことができる。

救助法が適用された場合、避難所の開設、避難者の収容等については町長に委任する。 



90 

(2) 知事（十勝総合振興局長）は、災害発生により町長が避難のための立退きの指示に関

する措置ができない場合は、町長に代わって実施する。 

 ４ 災害派遣を命ぜられた自衛官（自衛隊法（昭和29年法律第165号）第94条等） 

   災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は災害が発生し、又はまさに発生しようとしてい

る場合において、町長等、警察官がその場にいないときに限り、次の措置をとることがで

きる。 

   この場合において、当該措置をとったときは、直ちにその旨を町長に通知しなければな

らない。 

(1) 住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第４条） 

(2) 他人の土地等への立入（警察官職務執行法第６条第１項） 

(3) 警戒区域の設定等（基本法第63条第３項） 

(4) 他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等（基本法第64条第８項） 

(5) 住民等への応急措置業務従事命令（基本法第65条第３項） 

 ５ 消防職員、消防団員（消防法第28条） 

   火災の現場においては、消防警戒区域を設定し、その区域から退去を命じ、又はその区

域への出入りを禁止もしくは制限することができる。 

第２ 避難措置における連絡及び協力等 

(1) 町、道（十勝総合振興局）、北海道警察本部（警察署等）及び自衛隊は、法律又は防災

計画の定めるところにより、避難の措置を行った場合には、その内容について相互に通

報・連絡するものとする。 

(2) 町は、避難のための立退きの指示、又は屋内での退避等の安全確保措置の指示を行う

に際して、必要があると認めるときは、災害対応の多くの専門的知見等を有している地

方気象台、河川事務所等、国や道の関係機関から、災害に関する情報等の必要な助言を

求めることができるものとする。 

    また、町は、避難指示等を行う際に必要な助言を求めることができるよう、国や道の

関係機関との間でホットラインを構築するなど、災害発生時における連絡体制を整備す

るよう努める。さらに、町は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象・防災等

の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行うものとする。 

(3) 北海道警察は、町長が行う避難の措置について、関係機関と協議し、避難者の誘導や

事後の警備措置等に必要な協力を行うものとする。 

第３ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の区分及び発令基準 

区分 発令基準 

高齢者等避難
高齢者等、特に避難行動に時間を要するものが避難行動を開始しなければ

ならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった場合 

避難指示 

災害において、諸般の状況から人的被害発生の可能性が高まった状況であ

ると町長が判断した場合（住民は、計画された避難場所への避難行動により、

当該災害による人的被害発生を防ぐ。）又は災害により、人的被害の発生する

危険性が非常に高い状況であると町長が判断した場合（住民が直ちに避難行

動をとらなければ、当該災害により生命が危険にさらされる状況） 

緊急安全確保
災害が実際に発生したことを把握した場合（住民に対し命を守る最善の行

動を求める） 
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第４ 道（十勝総合振興局）に対する報告 

 １ 避難所開設の報告 

避難指示等を町長等が発令したとき（町長以外の者が発令したときは町長経由）は、次

の事項を記録して十勝総合振興局に報告する。 

(1) 開設場所及び日時 

(2) 開設箇所数及び収容人員（避難場所の名称及び当該収容人員） 

(3) 開設期間の見込み及び炊き出し等の状況 

(4) その他必要な事項 

２ 関係機関に対する連絡 

   避難の指示等を決定した時は、次の機関に連絡し協力を要請する。 

(1) 北海道（十勝総合振興局） 

(2) 警察署、消防機関、十勝総合振興局保健環境部（保健行政室） 

(3) 避難所として利用する施設の管理者 

(4) その他必要な機関、団体等 

第５ 避難指示等の伝達方法 

 １ 指示等の事項 

(1) 指示等をした者 

(2) 避難の理由 

(3) 避難対象区域 

(4) 避難先とその場所 

(5) 避難経路（通行不能、危険箇所等の周知） 

(6) 注意事項 

ア 携行品は必要最小限（食料、水筒、救急薬品、感染症対策用品、懐中電灯、ラジオ、

タオル、ちり紙、着替え等）とし、徒歩で避難する。 

イ 動きやすい服装とし、帽子、雨具、防寒具、軍手等を携行する。 

ウ 火の始末（ガス・灯油の元栓を閉める）、漏電の防止措置（電気のブレーカーを切る）、

戸締まりを確認する。 

エ 避難者は氏名等（住所、氏名、生年月日、血液型等）の把握できるものを携行する。 

オ 会社、工場にあっては、浸水その他の被害による油脂類の流出防止、薬品、電気、

ガス等の保安措置を講ずる。 

 ２ 伝達方法 

(1) 戸別端末による伝達

(2) 広報車・街頭放送による伝達（町・消防機関・警察等の広報車を利用し関係地域を巡

回して伝達するものとする。） 

(3) ラジオ、テレビ、電話、各種公式ＳＮＳ、メール配信システム等による周知・伝達 

      ＮＨＫ、民間放送に対し、指示又は高齢者等避難を発令した旨を連絡し、関係住民に

伝達すべき事項を示し報道するよう協力を求めるとともに、インターネット、各種公式

ＳＮＳ、コミュニティFM放送、北海道防災情報システムのメールサービス、電話等を通

じ伝達する。 
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局 名 所  在  地 電 話 備 考 

NHK 帯広市西５条南７丁目２ 23-3111 

HBC 帯広市西２条南10丁目11 23-9125 

STV 帯広市東４条南13丁目２ 23-8600  

HTB 帯広市西３条南10丁目32 22-0531 

UHB 帯広市西４条南９丁目１ 24-3446 

TVh 
札幌市中央区大通東６丁目12-４ 

（報道部）
011-232-7160 Fax 011-232-7173 

(4) 伝達員による個別伝達 

避難の指示等をした時が夜間、停電時等であって、全家庭に対する完全周知が困難で

あると予想されるときは、本部員、消防職員、団員等で組を編成し、個別に伝達するも

のとする。 

(5) 町内会及び行政区あるいは自主防災組織の責任者を通じて周知する。 

第６ 避難所の開設 

１ 避難所開設までの流れ 

(1) 町は、河川情報や被害状況、避難者の状況等を考慮し、開設する避難所を決定する。 

(2) 被害の状況に応じて開設する避難所に町職員（連絡員）を派遣し、施設の安全確認、

開錠を行う。なお、地震等により連絡員の派遣が困難である場合は、施設の職員及び避

難者が安全確認、開錠を行う。 

(3) 開設した避難所の情報を、戸別端末、メールや町内会長等を通して周知する。 

(4) 町は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難 

所の開設状況等を適切に道に報告し、道は、その情報を国に共有するよう努めるものと 

する。 

２ 避難誘導 

避難誘導は、統括部長が指定する部又は班の職員、消防職員、団員、警察官等があたる

ものとし、その際には避難誘導等に当たる者の安全確保に努める。 

(1) 避難に当たっては、避難行動要支援者を優先的に避難させる。 

(2) 避難経路の要所には、誘導員を配置し、迅速、適切な避難誘導にあたる。 

(3) 移送 

ア 小規模な場合 

避難及び立ち退きは、避難者が各個に行うことを原則とするが、避難者が自力によ

る避難、又は立ち退きが不可能な場合等、車両による集団移送の必要が認められる場

合は、統括部長が指定する部又は班が行う。 

イ 大規模な場合 

被災地が広域で大規模な避難、又は立ち退き移送を要し、町において措置できない

場合、町長は道に対して支援の応援を求める。 

(4) 避難誘導する際の留意事項 

ア 誘導員は、避難場所、経路及び方向を的確に指示する。 

イ 誘導経路は、できる限り危険な橋、堤防及びその他災害発生のおそれのある場所を

避け、安全な経路を選定する。 

ウ 危険地域には、非常線を張るほか、状況により誘導員を配置する。 

エ 浸水地にあっては、舟艇又はロープ等を使用し、安全を期する。 

オ 誘導中は、水没、感電等の事故防止に努める。 
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カ 夜間においては、特に危険を防止するため、投光器等の照明具を最大限活用する。 

３ 避難所の設置 

指定緊急避難場所及び指定避難所～別紙 

避難場所は、緊急避難のため指定緊急避難場所と長期避難のための指定避難所に区分し、

災害の種別、規模、避難人口その他情勢を判断し、あらかじめ定められている施設の中か

ら建物の安全確認を行い指定するものとする。また、避難所内を良好な生活環境とするた

め、開設当初からパーテーションや段ボールベッド等を設置するよう努める。 

指定避難所だけでは施設が不足する場合には、公共施設以外の民間施設についても災害

時における避難場所としての協定の締結を検討するとともに、管理者の同意を得て避難所

として開設する。 

   なお、公共施設以外の民間施設についても、災害時における避難場所としての協定の締

結を検討するものとする。 

４ 避難所の運営  

避難所の運営は、避難者が互いに協力しながら、運営の主体となって取り組むものとし、

避難者が委員となる避難所運営委員会を設置し行うものとする。この際「避難所開設・運

営マニュアル」を運営の基本とし、常に公正性に配慮するものとする。 

また、平時から各地域において訓練を通じ、避難所の運営管理のために必要な知識の普

及に努める。普及に当たっては、避難者が主体的に避難所運営に関与できるよう避難所を

運営する際の役割をあらかじめ定めておくことが望ましい。 

(1) 避難者の把握 

避難所を開設したときから避難者名簿を作成する。避難所開設からおおむね24時間の

うちは、避難人員等を把握するのみの名簿の作成を基本とし、以降避難所生活が長期化

すると見込まれる場合は、避難者の疾病等の有無、世帯構成等の詳細を把握する名簿を

別途作成する。 

(2) 町への報告 

避難所の開設後、直ちに避難所及び避難者に係る状況報告を町に行う。その後も、避

難所及び避難者に係る状況の把握に努め、定期的に避難所の状況報告を行う。 

(3) 避難所の運営 

避難者は、避難所における情報の伝達、食料及び水並びに必要な物資の配給、衛生管

理、部屋の区割り等について、互いに協力して行う。 

また、必要に応じてボランティア等の協力を得る。 

(4) 避難所の環境整備 

避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう実態とニーズの把 

握努める。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を 

講じるものとする。その際、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、段 

ボールベッドの早期導入や衛生面に優れたトイレの配備を行うとともに、専門家等との 

定期的な情報交換に努めるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシ 

ーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による 

巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、し尿・ごみの処理の状況など、避難者の健康状態 

や避難所の衛生状況の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。 

また、必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

(5) 女性の参画推進 

    避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双

方の視点等に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、
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女性用下着の女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配付等による避難所における安

全性の確保など女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 

(6) 要配慮者への配慮 

避難所への受入れ及び避難所の運営管理にあたっては、要配慮者の態様に合わせ、次

に掲げる事項に十分配慮し、計画的に生活環境の整備を図る。 

ア スロープや洋式仮設トイレの設置及び段差の解消、並びに車椅子や障がい者用携帯

便器等の供給等、高齢者及び障がい者等に配慮した設備、機器等の整備を図る。 

イ 介護用品、育児用品等要配慮者の態様に応じた生活必需品の調達確保に努める。 

ウ 災害発生後できる限り速やかに、全ての避難施設を対象に要配慮者対策把握調査を

行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービスの提供が開始できるよう努める。 

(ｱ) ホームヘルパー（訪問介護員）及びガイドヘルパー（移動介護従事者）等の派遣 

(ｲ) 入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 

(ｳ) 病院や社会福祉施設等の受入れ並びにボランテイア家庭への受入れ委託、里親へ

の委託等 

(ｴ) 要配慮者の心身両面の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケア、保健師等に

よる巡回健康相談等を実施 

(ｵ) 文字放送テレビ、ファクシミリ等の設置及び手話通訳者の派遣等、要配慮者に対

する情報提供体制の確保 

(7) 滞在できない避難者への配慮 

    やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資の

配布、被災者支援に係る情報提供、保健師・福祉関係者間との連携した状況把握（巡回

健康相談の実施）等により、生活環境の確保が図られるよう努めることとする。 

(8) 避難者の移動 

道及び町は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等にかんがみ、

必要に応じて旅館やホテル等への移動を避難者に促すものとする。 

(9) 避難所の早期解消 

道及び町は、災害の規模等にかんがみて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確

保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空家等利用可能

な既存住宅のあっせん及び活用等により、避難所の早期解消に努めることを基本とする。 

(10) 避難所の感染症対策 

      道及び町は、避難所において感染症の発生、拡大が見られる場合は、防災担当部局と保

健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

５ 警戒区域の設定 

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、住民の生命又は身体に対する

危険を防止するため、特に必要があると認めるときに警戒区域を設定する。 

(1) 実施責任者 

ア 町長及び町職員（基本法第63条） 

イ 消防職員、消防（水防）団長及び消防（水防）団員（水防法第21条） 

ウ 消防職員及び消防団員（消防法第28条） 

エ 警察官（上記法で各実施者が現場にいない場合、または依頼された場合） 

オ 自衛隊法第83条第２項の規定により災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（基本法

第63条第３項～町長またはその職務を行う者がその場にいない場合に限る。） 

(2) 実施方法 

ア 警戒区域の表示 
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警戒区域を設定した場合、非常線を張り、その区域への立入りを制限、禁止、又は

その区域から退去を命じる。 

イ 警戒区域の通知 

関係機関が警戒区域の設定を行った場合は、直ちに、その旨を町長に通知する。 

ウ 退去の確認 

住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防犯・防火のためのパトロールを

実施する。 

(3) 知事による代行（基本法第73条） 

    知事は、災害が発生した場合、当該災害により町がその全部又は大部分の事務を行う

ことができなくなったときは、町長に代わって警戒区間を設置する。 

第７ 広域避難 

１ 広域避難の協議等 

   町長は、災害の予測規模、避難者数等に鑑み、区域外への広域的な避難、指定避難所 

及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合は、広域避難に係る協議等を行 

うものとする。 

 ２ 道内における広域避難 

   町長は、道内の他の市町村へ広域的な避難等が必要であると判断した場合は、当該市町 

村に対して直接協議を行うものとする。 

 ３ 避難者の受け入れ 

   町長は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供す

ることを考慮し、他の市町村から避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決

定しておくよう努めるものとする。 

   受け入れる際は、対象者の整理、避難者意向の把握、避難者の希望を踏まえた避難先の

選定及び継続的な支援に留意する。 

第８ 広域一時滞在 

 １ 道内の市町村への一時的な滞在 

(1) 町長は、災害発生により、被災住民について、道内の他の市町村における一時的な滞

在（以下、「道内広域一時滞在」という。）の必要があると認める場合、道内の他の市町

村長に被災住民の受け入れについて協議を行うものとする。 

なお、適当な協議の相手方を見つけられない場合等は、知事に助言を求めるものとす

る。 

(2) 町長は、道内広域一時滞在の協議をしようとするときは、あらかじめ十勝総合振興局

長を通じて知事に報告する。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは協議開始

後、速やかに報告するものとする。 

(3) 町長は、協議先市町村長より受入決定の通知を受けたときは、その内容を公示し、及

び被災住民への支援に関係する機関等に通知するとともに、知事に報告する。 

(4) 町長は、道内広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかにその旨を受

入れ先市町村長及び避難所の管理者等の被災住民への支援に関係する機関に通知し、内

容を公示するとともに、知事に報告する。 

(5) 知事は、災害の発生により町が必要な事務を行えなくなった場合、被災住民について

道内広域一時滞在の必要があると認めるときは、町長の実施すべき措置を代わって実施

する。 
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    また、町が必要な事務を遂行できる状況になったと認めるときは、速やかに町長に事

務の引き継ぎを行う。 

    なお、上記の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示するとともに、

代行を終了したときは代行した事務の措置について、町長に通知する。 

２ 道内の市町村民の一時的な滞在 

(1) 町長は、協議先道内市町村又は知事より、道内広域一時滞在の協議を受けた場合、被

災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、公共施設等を提供し、

被災住民を受け入れるものとし、受け入れ決定をしたときは、速やかに、協議元市町村

長に通知するとともに、直ちに被災住民への支援に関係する機関等へ通知する。 

    なお、町長は必要に応じて、知事に助言を求めるものとする。 

(2) 町長は、協議元市町村長より道内広域一時滞在の必要がなくなった旨の通知を受けた

ときは、速やかに、その旨を被災住民への支援に関係する機関等に通知する。 

３ 広域一時滞在避難者への対応 

   町は、広域一時滞在により居住地以外の市町村に避難した被災住民に必要な情報や物資

等を確実に送り届けられるよう、被災住民の所在地等の情報を共有するなど、避難所元と

避難先の市町村における連携に配慮する。 

   なお、被災住民を受け入れる際は、広域避難と同様の点に留意する。 

 ４ 内閣総理大臣による協議等の代行 

   内閣総理大臣は、災害の発生により町及び道が必要な事務を行えなくなった場合、被災

住民について道内広域一時滞在又は道外広域一時滞在の必要性があると認めるときは、町

長又は知事の実施すべき措置を代わって実施するが、町長又は知事が必要な事務を遂行で

きる状況になったと認めるときは、速やかに町長又は知事との事務の引継ぎが行われるも

のとする。 
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指定緊急避難場所一覧表 

No. 施設名 所在地 地区 区分
施設

責任者
電話番号

収容規模 使用不可 

人員 面積 水害 土砂災害

1
帯広信用金庫 

芽室支店駐車場 
本通2丁目20-1 鉄北 屋外 理事長 62-2531 415 830

2 大和児童公園 西2条2丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9726 1,712 3,425

3 ｾﾝﾀｰｼﾃｨ駐車場 東1条2丁目9-3 鉄北 屋外 町 長 62-9723 65 130

4 幸町児童公園 東1条4丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9726 368 737

5
総合体育館ﾃﾆｽｺｰﾄ 

南側駐車場 
東3条8丁目 鉄北 屋外 教育長 62-9730 2,115 4,230

6 あいあい公園 東3条4丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9726 5,472 10,945

7 図書館西側広場 東4条3丁目 鉄北 屋外 教育長 62-9730 325 650

8 美園児童公園 東6条3丁目4 鉄北 屋外 町 長 62-9726 1,255 2,510

9 ひばり児童公園 東7条5丁目1 鉄北 屋外 町 長 62-9726 1,934 3,868

10 芽室小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 東4条南2丁目 鉄南 屋外 学校長 62-2106 17,526 35,052 × 

11 芽室公園 本通8丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9726 96,445 192,891

12 芽室西小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 西3条6丁目 鉄北 屋外 学校長 62-1444 11,125 22,250

13 新工町団地広場 西1条7丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9723 210 420

14 大和福祉館駐車場 西2条1丁目4 鉄北 屋外 町 長 66-5961 747 1494

15 ﾋﾟｳｶ公園 西7条3丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9726 9,497 18,995 × 

16
芽室西地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ

ﾀｰ駐車場 
西6条5丁目 鉄北 屋外 町 長 66-5961 435 870 × 

17 緑町児童公園 西7条6丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9726 1,338 2,676 × 

18 菖蒲園西側駐車場 西4条8丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9726 465 930 × 

19 西園児童公園 西4条3丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9726 2,065 4,131

20
西8条6丁目2番地12

敷地内 
西8条6丁目2 鉄北 屋外 所有者 62-9720 162 325

21 錦町西児童公園 西2条南3丁目1 鉄南 屋外 町 長 62-9726 1,555 3,111

22 錦町児童公園 本通南3丁目 鉄南 屋外 町 長 62-9726 1,443 2,887

23 南町児童公園 東3条南6丁目 鉄南 屋外 町 長 62-9726 3,738 7,476 × 

24 芽室南公園 西3条南6丁目 鉄南 屋外 町 長 62-9726 32,345 64,691

25
芽室南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ

ﾀｰ駐車場 
西2条南6丁目1 鉄南 屋外 町 長 66-5961 763 1,526

26 南が丘南街区公園 西1条南9丁目2 鉄南 屋外 町 長 62-9726 1,999 3,998

27 弥生児童公園 東8条8丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9726 3,202 6,404

28 弥生北町児童公園 東6条10丁目 鉄北 屋外 町 長 62-9726 2,184 4,369 × 

29
青葉町地域福祉館 

広場 
東7条7丁目 鉄北 屋外 町 長 66-5961 505 1,010

30 芽室高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
東めむろ1条北

1丁目6 

東め

むろ
屋外 学校長 62-2624 18,546 37,092

31
芽室基線17番地 

敷地内 
基線17番地19 鉄北 屋外 所有者 62-9720 456 913

32 上美生小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 上美生4線38 河西 屋外 学校長 66-2009 7,790 15,581
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No. 施設名 所在地 地区 区分
施設

責任者
電話番号

収容規模 使用不可 

人員 面積 水害 土砂災害

33 上美生中ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 上美生5線31 河西 屋外 学校長 66-2019 7,790 15,581

34 旧祥栄小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 祥栄西14線2 河北 屋外 町 長 62-4150 3,329 6,658

35
集団研修施設 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
美生2線38 河西 屋外 町 長 66-5961 5,550 11,100

36 旧上伏古小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 上伏古9線18 河東 屋外 町 長 66-2144 4,272 8,544

37 旧明正小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 坂の上10線47 河東 屋外 町 長 65-2529 6,493 12,987

38 旧栄小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 栄3線24 河東 屋外 町 長 65-2643 4,052 8,104

39 芽室南小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 新生南6線25 河東 屋外 学校長 62-4077 7,503 15,007

40 旧中伏古小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 中伏古5線18 河東 屋外 町 長 65-2726 4,770 9,540

41 東工北1公園 東芽室北1線4 河東 屋外 町 長 62-1144 10,337 20,675

42 東工北2公園 東芽室北1線20 河東 屋外 町 長 62-9736 600 1,200

43 旧毛根小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 毛根北5線9 河北 屋外 町 長 62-0525 5,988 11,977 × 

44 旧平和小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 平和西16線19 河北 屋外 町 長 62-3858 2,604 5,208

45
北明やまざと幼稚園

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
北明西7線18 河北 屋外 理事長 62-5026 2,650 5,300 × × 

46 旧西士狩小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 西士狩北4線48 河北 屋外 町 長 62-0592 2,604 5,208 × 

47 めむろ駅前プラザ 
本通1丁目19番

地 
鉄北 施設 町 長 61-2828 265 795

48 総合体育館 東3条8丁目 鉄北 施設 教育長 62-1144 620 1,860

49 中央公民館 東3条3丁目 鉄北 施設 教育長 62-4680 385 1,156

50 保健福祉ｾﾝﾀ- 東4条4丁目 鉄北 施設 町 長 62-9723 140 422

51 芽室小学校 東4条南2丁目 鉄南 施設 学校長 62-2106 468 1,404 ×   

52 芽室中学校 東6条南3丁目 鉄南 施設 学校長 62-2001 571 1,715 ×   

53 発達支援ｾﾝﾀｰ 東6条南4丁目1 鉄南 施設 町 長 62-3159 400 1,200 ×   

54 芽室西小学校 西3条6丁目 鉄北 施設 学校長 62-1444 398 1,194

55 めむろ西子どもｾﾝﾀｰ 西4条4丁目 鉄北 施設 町 長 62-9393 142 427

56 健康ﾌﾟﾗｻﾞ 西3条南6丁目 鉄南 施設 教育長 62-9966 924 2,773

57
めむろてつなん 

保育所 
西2条南6丁目1 鉄南 施設 理事長 62-2249 55 165

58
芽室南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ

ﾀｰ 
西2条南6丁目1 鉄南 施設 町 長 66-5961 162 486

59 芽室高等学校 
東めむろ1条北

1丁目6 

東め

むろ
施設 学校長 62-2624 280 840

60 東めむろｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
東めむろ2条北

1丁目4-7 

東め

むろ
施設 町 長 66-5961 77 231

61 上美生小学校 上美生4線38 河西 施設 学校長 66-2009 253 759

62 上美生中学校 上美生5線31 河西 施設 学校長 66-2019 308 924

63
上美生農村環境改善

ｾﾝﾀｰ 
上美生4線34 河西 施設 町 長 66-2442 184 553

64 祥栄ふれ愛館 祥栄北9線26 河北 施設 町 長 66-5961 69 209
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No. 施設名 所在地 地区 区分
施設

責任者
電話番号

収容規模 使用不可 

人員 面積 水害 土砂災害

65 西芽室地域福祉館 
芽室基線52番

地４ 
河西 施設 町 長 66-5961 23 71

66 芽室西中学校 芽室南2線30 鉄南 施設 学校長 62-6635 571 1,715

67 高岩地域福祉館 
芽室南3線32番

地24 
河西 施設 町 長 66-5961 26 79

68 渋山林業研修ｾﾝﾀｰ 
渋山8線23,24

番地 
河西 施設 町 長 66-5961 34 102× × 

69 雄馬別ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
雄馬別13線25

番地７ 
河東 施設 町 長 66-5961 22 67

70 上伏古ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
上伏古9線18番

地2 
河東 施設 町 長 66-5961 65 196

71 坂の上ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
坂の上10線31

番地17 
河東 施設 町 長 66-5961 33 99

72 栄ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 栄3線24 河東 施設 町 長 66-5961 31 93

73 芽室南小学校 新生南6線25 河東 施設 学校長 62-4077 275 825

74 新生地域福祉館 新生南6線25 河東 施設 町 長 66-5961 32 98

75 中伏古ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
中伏古6線17番

地12 
河東 施設 町 長 66-5961 32 98

76 北伏古ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
北伏古南9線9

番地19 
河東 施設 町 長 66-5961 37 112

77 東芽室地域福祉館 
東芽室南3線25

番地４ 
河東 施設 町 長 66-5961 26 79

78 東工産業振興ｾﾝﾀｰ 東芽室北1線 河東 施設 町 長 66-5964 64 192

79
株式会社明治 

十勝工場 

東芽室北1線15

番地2 
河東 施設 工場長 61-3701 300 900

80 芽室太生活館 北芽室北4線38 河北 施設 町 長 66-5961 47 141

81 毛根ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
毛根北5線9番

地11 
河北 施設 町 長 66-5961 25 76 ×  

82 平和地域福祉館 平和西16線19 河北 施設 町 長 66-5961 26 80

83 北明ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
北明西7線18番

地 
河北 施設 町 長 66-5961 15 45 × × 

84 西士狩地域福祉館 
西士狩北4線42

番地20 
河北 施設 町 長 66-5961 63 189 ×  

85 上芽室農業研修ｾﾝﾀｰ
上芽室南3線16

番地１ 
河西 施設 町 長 66-5961 34 102

86
総合体育館 

東側駐車場 
東3条8丁目 鉄北 屋外 教育長 62-9730 3,200 6,400

指定緊急避難場所は、指定避難所としても使用できる。 
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指定避難所一覧表 

No. 施設名 所在地 地区 区分
施設

責任者
電話番号

収容規模 使用不可 

人員 面積 水害 土砂災害

1 大和福祉館 西2条1丁目4番地 鉄北 施設 町 長 66-5961 82 246

2 愛生町地域福祉館
西1条4丁目21番

地1 
鉄北 施設 町 長 66-5961 23 71

3 幸町地域福祉館 
東1条4丁目6番地

1 
鉄北 施設 町 長 66-5961 23 71

4 東地域福祉館 
東4条1丁目1番地

20 
鉄北 施設 町 長 66-5961 23 71

5 ひばり福祉館 
東7条5丁目4番地

1 
鉄北 施設 町 長 66-5961 97 293

6
芽室西地区ｺﾐｭﾆﾃｨ

ｾﾝﾀｰ 
西6条5丁目1番地 鉄北 施設 町 長 66-5961 74 224 ×  

7 弥生福祉館 東5条8丁目1番地 鉄北 施設 町 長 66-5961 85 255

8 青葉町地域福祉館
東7条7丁目2番地

2 
鉄北 施設 町 長 66-5961 31 93

9 かしわ福祉館 本通7丁目2番地3 鉄北 施設 町 長 66-5961 103 310

10 美生ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 美生2線40番地9 河西 施設 町 長 66-5961 23 70

指定福祉避難所（避難行動要支援者受入可能施設） 

   通常の避難所では収容及び保護が困難な場合、避難行動要支援者等については本表に掲

げる施設を避難所とする。なお、避難にあたっては、原則「避難所」には収容後、そこで

の収容及び保護が困難と判断される場合、以下の指定福祉避難所に移動するものとする。 

指定福祉避難所（避難行動要支援者受入施設） 

番号 避難所 所在地 電話番号

収容可能面積及

び収容可能人数
備考 

面積 

（㎡）
人数 

1 介護老人保健施設りらく 芽室町東芽室南2線16-2 61-2266 -  

2 
特別養護老人ホーム 

けいせい苑
芽室町東3条4丁目1-5 62-3996 -  

3 
ショートステイウェルカ

ムめむろ 
芽室町東5条4丁目1番地 62-5449 -  

 ※ 上記の施設では、施設入居状況により収容人数が異なるため、収容人数は都度協議する

ものとする。 
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第５節 救助救出計画 

災害によって生命又は身体に危険が及んでいる者等の救助救出については、本計画に定める

ところによる。 

なお、町をはじめとする救助機関は、迅速な救助活動を実施するとともに、活動にあたって

は各機関相互の情報交換及び担当区域の割り振りなど円滑な連携のもとに実施する。また、被

災者の地元住民や自主防災組織等は、可能な限り救助活動に参加し、被災者の救出に努める。 

１ 救助救出実施責任者 

町長（救助法の適用を受け、知事の委任を受けた場合を含む。）は、警察官及び消防機

関の協力を得て救出を行うが、災害が甚大であり、本部のみで救助救出の実施が困難の場

合は、「第30節 自衛隊派遣要請及び活動計画」に定めるところにより、十勝総合振興局

長に自衛隊の派遣要請を依頼する。 

２ 救助救出を必要とする者 

災害のために現に生命若しくは身体が危険な状態にある者及び生死不明の状態で、おお

むね次に該当するときとする。 

(1) 火災の際、火中に取り残された場合 

(2) 台風、地震等により倒壊家屋の下敷きになった場合 

(3) 水害の際、家屋とともに流され、又は孤立地点に取り残された場合 

(4) 山崩れ、地すべり等により生埋めとなった場合及び鉄道、自動車等の大事故が発生し

た場合 

(5) その他の大事故が発生し、多数の死傷者が生じた場合 

３ 発見者の通報 

救助・救出を要する者を発見した者又は死傷者を伴う災害を覚知した者は、直ちに芽室

町役場又は警察官、消防署等へ通報するものとする。 

４ 救出要員等 

本部設置中の救助・救出活動は、保健支援部及び消防機関が警察と地域住民と協力して

作業にあたるともに、救護された住民の名簿を作成して本部へ報告するものとする。 

５ 負傷者等の措置 

救助・救出された者が負傷等のため緊急に手当てを施す必要があるときは、医療部等に

より所要の措置を施した上､直ちに医療機関等に搬送するものとする。 

６ 関係機関への応援要請 

(1) 特に多数の死傷者がある場合において、本部及び消防機関のみでは救助・救出が困難

であるときは、医師会、警察、近隣消防機関に協力を依頼するとともに､必要に応じて防

災ヘリコプター及び自衛隊の派遣要請を依頼する。 

(2) 救助・救出に要する機材及び舟艇その他特殊機械類を必要とするときは、防災関係機

関に応援を要請する。 
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７ 救助救出活動 

町長は、救助・救出活動の実施については、警察官と連絡をとり、迅速な実施を図るも

のとする。 

町及び北海道警察は、職員の安全確保を図りつつ、緊密な連携のもとに被災地域を巡回

し、救助救出を要する者を発見した場合は、資機材を有効活用するとともに、救助関係機

関及び住民の協力を得て、被災者の救助救出活動を実施する。 

特に、発災当初の７２時間は、救命・救助活動においてきわめて重要な時間帯であるこ

とを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分するも

のとする。 

８ 現地対策本部の設置 

大規模災害が発生し、被災者の救助・救出等の応急対策を迅速かつ適切に実施するため

必要と認められる場合は、「第３章第１節 組織計画」の定めるところにより、現地災害対

策本部を設置するものとする。 

９ 基本法と救助法の関連 

基本法の定めるところによる災害について、救助法が適用された場合における救助事務

の取扱いについては、救助法の適用時期等によりその責任を明らかにしなければならない。 

第６節 災害警備計画 

地域住民の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持するために必要な警戒及

び警備に関する帯広警察署（以下「警察署」という。）が行う防災業務は、北海道地域防災計画

によるほか、本計画に定めるところによる。 

第１ 災害に関する警察の任務 

警察は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、災害の警報の伝達及び

災害情報を収集し、住民の避難誘導及び救助、犯罪の予防、交通の規制等の応急対策を実施

して住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、災害地における社会秩序の維持にあたる

ことを任務とする。 

第２ 災害の警報の伝達に関する事項 

１ 警察が行う災害に関する警報の伝達等は、次により行う。 

町からの関係機関及び住民への連絡は、「第５章第１節災害情報通信計画及び情報伝達

計画」に定める。 

２ 警察官は基本法第54条第１項の規定に基づき、災害が発生するおそれがある異常な現象

を発見した旨の通報を受けたときは、速やかに町長に通報する。 

第３ 事前措置に関する事項 

１ 町長（担当：統括総務部統括班）が基本法第58条の規定に基づき、警察官の出動を求め、

応急措置の実施に必要な準備を要請する場合は、次の事項を記載した文書（緊急を要する

場合は電話等で要請し、その後速やかに文書を提出する。）により警察署長に対して行う。 

(1) 派遣を要請する理由 

(2) 派遣を要請する職員の職種別及び人員数 
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(3) 派遣を必要とする期間 

(4) その他派遣についての必要事項 

２ 町長の要請により行う事前措置 

警察署長は、町長からの要請により基本法第59条の規定に基づき事前措置について指示

を行ったときは、直ちにその旨を町長に通知する。この場合は、町長が該当措置の事後処

理を行う。 

第４ 避難に関する事項 

警察官が基本法第61条又は警察官職務執行法第４条の規定により避難の指示又は勧告を行

う場合は、「第４節 避難対策計画」に定める避難先を示す。ただし、災害の種別、規模、態

様、現場の状況等により本計画により難い場合は、適宜措置を講ずる。この場合において、

当該避難先の借上げ、給食等は町長が行う。 

第５ 応急措置に関する事項 

１ 警戒区域設定権等 

警察署長は、警察官が基本法第63条第２項の規定に基づき警戒区域の設定を行った場合

は、直ちにその旨を町長に通知する。 

２ 応急公用負担等 

警察署長は、警察官が基本法第64条第７項及び第65条第２項の規定に基づき、応急公用

負担（人的物的公用負担）を行った場合は、直ちにその旨を町長に通知する。 

第６ 救助救出に関する事項 

警察署長は、町長と協力して被災者の救出並びに負傷者及び病気にかかった者の応急的救

護又は遺体の検分に努めるとともに状況に応じて、町長の行う遺体の捜索等災害活動に協力

する。 

第７ 災害時における災害情報の収集に関する事項 

警察署長は、町長その他の関係機関と緊密に連絡して、災害警備活動上必要な災害に関す

る情報を収集する。 

第８ 災害時における広報に関する事項 

警察署長は、地域住民に対して警備措置上必要と認める場合は、災害の状況及びその見通

し、避難措置、犯罪の予防、交通の規制並びにその他の警察活動の広報を行う。 

第９ 災害時における通信計画に関する事項 

警察署長は、災害が発生し、孤立が予想される地域、その他必要と認める地域に対して移

動無線局、携帯無線機等を配備する計画について、町長と打合せを行う。 

第10 災害時における交通規制に関する事項 

「第７節 交通応急対策計画」による。 
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第７節 交通応急対策計画 

災害時における道路交通等の混乱を防止し、消防、避難、救助、救護等の応急対策活動を迅

速に実施するための交通の確保については、本計画の定めるところによる。 

第１ 実施機関 

１ 北海道公安委員会（帯広警察署・十勝機動警察隊） 

２ 北海道開発局（帯広開発建設部） 

３ 北海道 

４ 東日本高速道路株式会社北海道支社 

５ 芽室町及び芽室消防署 

６ 自衛隊 

７ 一般社団法人北海道警備業協会 

第２ 交通応急対策の実施 

１ 北海道公安委員会（帯広警察署・十勝機動警察隊） 

(1) 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、道路（高速道路を含

む。）における危険を防止し、交通の安全と円滑化を図るために必要があると認めるとき、

また、災害応急対策上緊急輸送を行うため必要があると認められるときは、区域及び道

路の区間を指定して緊急車両以外の車両の道路における通行を禁止し、または制限する。 

(2) 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより

災害応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、当該車両その他の物件の

占有者、所有者及び管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを

命ずることができる。 

(3) (2)による措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又はその命令の相手方が

現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置

をとることができる。この場合において、当該措置をとるためにやむを得ない限度にお

いて車両その他の物件を破損することができる。 

(4) 通行禁止等を行うために必要があるときは、道路管理者に対して、緊急通行車両の通

行を確保するための区間（以下「指定道路区間」という。）の指定、放置車両や立ち往生

車両等の移動等について要請することができる。 

２ 北海道開発局（帯広開発建設部） 

(1) 国道及び高速道路（直轄区間）の路線に係る道路の構造の保全と交通の危険を防止す

るため、障害物の除去に努めるものとし、必要と認められるときは、車両等の通行を禁

止し、又は制限するとともに迂回路等を的確に指示し、交通の確保を図る。 

(2) 北海道開発局長は、道路管理者である北海道及び町に対し、指定道路区間を指定し、

当該車両等その他の物件の移動等必要な措置をとることを指示することができる。 

３ 北海道 

(1) 道が管理している道路が災害による被害を受けた場合、速やかに被害状況や危険箇所

等を把握するとともに、障害物の除去に努めるものとする。また、交通の危険を防止す

るため、必要と認めるときは、車両等の通行を禁止、又は制限し、交通の確保に努める。 

(2) 北海道知事は、道路管理者である町に対し、指定道路区間を指定し、当該車両等その

他の物件の移動等必要な措置をとることを指示することができる。 
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 ４ 東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社が管理している道路の構造の保全と交通の危険を防止するため、

障害物の除去に努めるものとし、必要と認められるときは、車両等の通行を禁止、又は制

限し、交通の確保を図る。 

５ 芽室町及び芽室消防署 

(1) 町が管理している道路で災害が発生した場合は、道路の警戒に努めるとともに、交通

の危険を防止するため必要と認めるときは、その通行を禁止し、又は制限するとともに

迂回路等を的確に指示し、関係機関との連絡を密にし、交通の確保に努める。また、町

が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努める。 

(2) 消防職員は、警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、車両そ

の他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が

あると認められるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者及び管理者に対し、

当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

(3) 消防職員は、(2)による措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又はその命令

の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自

らその措置をとることができる。この場合において、当該措置をとるためにやむを得な

い限度において車両その他の物件を破損することができる。 

６ 自衛隊 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、町長及び警察官等がその場にいない時に次の

措置をとることができる。 

(1) 自衛隊緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を命じ、又は自ら当該措

置を実施 

(2) 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入制限・禁止及び退去命令 

(3) 現場の被災工作物等の除去等 

７ 一般社団法人北海道警備業協会 

一般社団法人北海道警備業協会及び同支部は、災害時における交通誘導業務及び避難所

の警備について、知事と締結した「災害時における交通誘導業務に関する協定」等により

関係機関の支援を行う。 

８ 道路管理者 

災害が発生した場合において、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合、緊急通行車

両の通行を確保するための緊急の必要があるときは、指定道路区間を指定し、当該車両等

その他の物件の移動等必要な措置をとることができる。 

(1) 当該指定した道路の区間（指定道路区間）内にあるものに対し、当該指定道路区間を

周知する。 

(2) 当該措置がやむを得ない限度において車両その他の物件を破損することができる。 

ア 移動等を命ぜられた車両その他の物件の所有者等が、当該措置をとらない場合 

イ 移動等を命ぜられた車両その他の物件の所有者等が現場にいないため、措置を命じ

ることができない場合 

ウ 道路の状況その他の事情により、車両その他の物件の所有者等に移動等の措置をと

らせることができないと認めて所有者等に命令をしないこととした場合 

(3) 当該措置をとるためやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人

の土地を一時使用し、又はその他の障害物を処分することができる。 
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第３ 道路の交通規制 

１ 道路交通網の把握 

災害が発生した場合、道路管理者及び公安委員会（帯広警察署）は、相互に綿密な連携

を図るとともに、関係機関の協力を得て、次の事項を中心に被災地内の道路及び交通の状

況について、その実態を把握する。 

(1) 損壊し、又は通行不能となった路線名及び区間 

(2) 迂回路を設定し得る場合はその路線名､分岐点及び合流点 

(3) 緊急に通行の禁止又は制限を実施する必要の有無 

２ 交通規制の実施 

道路管理者及び公安委員会（帯広警察署）は、次の方法により交通規制を実施するもの

とする。 

(1) 交通規制を実施するときは、道路標識等を設置する。 

(2) 緊急を要し、道路標識等を設置するいとまがないとき、又は道路標識等を設置して行

うことが困難なときは、現場警察官等の指示によりこれを行う。 

３ 関係機関との連携 

道路管理者及び公安委員会が、交通規制により通行の禁止制限を行った場合には関係機

関に連絡するとともに、あらゆる広報媒体を通じて広報の徹底を図る。 

第４ 緊急輸送のための交通規制 

災害が発生し、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送及び

その他応急措置を実施するための緊急輸送を確保する必要があると認めるときは、区域又は

道路の区間を指定し、緊急通行車両以外の通行を禁止し、又は制限する。 

１ 通知 

公安委員会は、緊急輸送のための交通規制をしようとするときは、あらかじめ、当該道

路の管理者に対し、禁止又は制限の対象、区域、区間、期間及び理由を通知する。 

なお、緊急を要し、あらかじめ通知できない場合は、規制後直ちに通知する。 

２ 緊急通行車両の確認手続き 

(1) 車両の確認 

十勝総合振興局長又は帯広警察署長は、車両の使用者等の申出により当該車両が、応

急対策に必要な物資の輸送等の緊急通行車両であることの確認を行うものとする。 

(2) 確認場所 

緊急通行車両の確認は、十勝総合振興局又は警察本部、方面本部、警察署及び交通検

問所で行う。 

(3) 証明書及び標章の交付 

緊急通行車両であると確認したものについては、各車両ごとに「本章第８節 輸送計

画」に基づいて「様式１ 標章」及び「様式２ 緊急通行車両確認証明書」を交付し、

当該車両の前面に標章を掲示させる。 

(4) 緊急通行車両 

ア 緊急通行車両は、基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される車両

で次の事項について行うものとする。 

(ｱ) 特別警報・警報の発令及び伝達並びに避難の指示に関する事項 

(ｲ) 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

(ｳ) 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

(ｴ) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 
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(ｵ) 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

(ｶ) 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項 

(ｷ) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

(ｸ) 緊急輸送の確保に関する事項 

(ｹ) その他災害の発生の防御又は災害時に他の関係機関・団体等から調達する車両で

あること 

イ 緊急通行車両は、指定行政機関等が保有し、若しくは指定行政機関等との契約など

により常時指定行政機関等の活動のために専用に使用される車両又は災害時に他の関

係機関・団体等から調達する車両である。 

(5) 事前届出制度の普及等 

    道、町及び地方行政機関は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章が円滑に交

付されるよう、輸送協定を締結した事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための事

前届出制度の周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図

る。 

３ 通行禁止又は制限から除外する車両 

公安委員会は、業務の性質上、住民の日常生活に欠くことのできない車両等、公益上又

は社会生活上通行させることがやむを得ないと認められる車両については、緊急通行車両

の通行に支障を及ばさない限り、規制対象除外車両として通行を認める。 

(1) 確認手続 

ア 公安委員会（帯広警察署長）は、車両の使用者等の申し出により当該車両が、規制

対象除外車両であることの確認を行うものとする。 

イ 確認場所 

規制対象除外車両の確認は、警察本部、方面本部、警察署及び交通検問所で行う。 

ウ 証明書及び標章の交付 

規制対象除外車両であると確認したものについては、各車両に「様式１ 標章」及

び「様式２ 規制対象除外車両確認証明書」を交付し、当該車両の前面に標章を掲示

させる。 

(2) 規制対象除外車両 

ア 傷病者の救護又は医師の緊急患者の診断及び治療のため現に使用中の車両 

イ 報道機関の緊急取材のために使用中の車両 

ウ 他の都道府県公安委員会又は知事の標章及び証明書の交付を受け、緊急輸送のため

現に使用中の車両 

エ 次に掲げる車両のうち規制対象除外車両として、標章の交付を受け、かつ、当該目

的のため使用中の車両 

(ｱ) 道路維持作業用自動車 

(ｲ) 通学通園バス 

(ｳ) 郵便物の収集又は配達のために使用する車両 

(ｴ) 電報の配達のために使用する車両 

(ｵ) 廃棄物の収集に使用する車両 

(ｶ) その他公益上又は社会生活上、特に通行させる必要があると認められる車両 
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様式１ 規制対象除外車両標章 

登録（車両）番号○○○○○○ 

有効期限  年  月  日 

備考 １ 色彩は、記号を黄色及び緑、「除外」の文字を青色、「登録（車両）番号」、「有効期

限」、「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を

表示する部分を白色、並びに地を銀色とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

様式２ 規制対象除外車両通行証明書 

 第   号 

年 月 日

規制対象除外車両通行証明書 

知   事         印

公安委員会         印

番号標に表示され

ている番号

通行目的

使用者
住所

（    ） 局 番

氏名

通行日時 

通行経路
出 発 地 目 的 地 

備 考

備考：用紙は、日本産業規格Ａ５とする。 

第８節 輸送計画 

災害時における被災者の避難、傷病者の収容、災害応急対策要員の移送、応急対策資材及び

生活必需物資の輸送を迅速かつ的確に実施するために必要な措置事項については、本計画の定

めるところによる。 

15

21
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なお、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ、運送事業者等との物資保管、荷捌き

及び輸送に係る協定を締結するなど体制の整備に努めるものとする。その際、町及び道は、災

害時に物資の輸送拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制を速やかに確保できるよ

う、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点を選定しておくよう努めるものとする。 

第１ 実施責任者 

１ 町長（環境土木部環境土木班）とする。 

２ 救助法が適用された場合は、町長が知事の委任を受けて行う。 

第２ 輸送の範囲 

  災害時における緊急輸送の範囲は、おおむね次のとおりとする。 

 １ 被災者を避難させるための輸送 

 ２ 医療及び助産で緊急を要するための輸送 

 ３ 応急対策のための必要な人員、器材の輸送 

 ４ 飲料水の輸送 

 ５ 救援物資の輸送 

 ６ その他本部が行う輸送 

第３ 災害時輸送の方法 

災害時における輸送は、災害の状況、輸送路の状況、輸送物資の内容等を次の各輸送のう

ち、迅速、確実で最も適当な方法によるものとする。 

 １ 陸上輸送 

道路交通が確保されている場合の陸上輸送は、第１次的には町有車両をもって行う  

ものとし、災害の規模に応じ、町と締結している民間車両の借上げにより輸送を行うもの

とする。 

また、必要に応じ、帯広運輸支局を通じ、十勝地区トラック協会に対して緊急輸送の応

援要請を行う。 

帯広運輸支局（企画輸送課） 0155-33-3281 

十勝地区トラック協会（災害協定） 0155-36-8575 

一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク（災害協定） 0133-64-7983 

株式会社芽室自動車学校かしわ交通（災害協定） 0155-62-5811 

有限会社こばとハイヤー（災害協定） 0155-34-5810 

２ 空中輸送 

陸上輸送が途絶し、緊急に輸送の必要が生じたときは、北海道消防防災ヘリコプター応

援協定に基づき、危機対策課防災航空室にヘリコプターによる空中輸送を要請するものと

する。また、その後の状況により、自衛隊の派遣を知事（十勝総合振興局長）へ依頼する。 

北海道消防防災ヘリコプター指定離着陸場及び離着陸可能地については次のとおりであ

る。 

指定離着陸場 

場所 所在地 面積(㎡) 管理者 

芽室中グラウンド 東６条南３丁目 91,000 学校長 
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離着陸可能地 

場所 所在地 面積(㎡) 管理者 

芽室高校グラウンド 東めむろ１条北１丁目６  37,092 学校長 

芽室西小グラウンド 西３条６丁目 22,250 学校長 

芽室小グラウンド 東４条南２丁目 35,052 学校長 

旧平和小グラウンド 平和西16線19 5,208 町 長 

旧祥栄小グラウンド 祥栄西14線２ 6,658 町 長 

旧毛根小グラウンド 毛根北５線９ 6,273 町 長 

旧西士狩小グラウンド 西士狩北４線48 5,208 町 長 

旧栄小グラウンド 栄３線24 8,104 町 長 

旧明正小グラウンド 坂の上10線47 12,987 町 長 

集団研修施設グラウンド 美生２線38 11,100 町 長 

上美生中グラウンド 上美生５線31 26,297 学校長 

芽室南小グラウンド 新生南６線25 15,007 学校長 

芽室西中グラウンド 芽室南２線30 35,000 学校長 

第４ 災害時における緊急輸送車両の交通確保等 

１ 緊急輸送道路の指定 

地震をはじめとする災害時の円滑かつ確実な緊急輸送を実施するため、あらかじめ北海

道開発局、北海道、東日本高速道路㈱北海道支社等の道路管理者と北海道警察等の防災関

係機関で構成する、北海道緊急輸送道路ネットワーク計画策定協議会において、緊急輸送

道路を指定している。 

(1) 第１次緊急輸送道路 

札幌市、地方中心都市並びに重要港湾、空港、総合病院、自衛隊、警察、消防等を連

絡する道路 

(2) 第２次緊急輸送道路 

第１次緊急輸送道路と市町村役場及び主要な防災拠点（行政機関、公共機関、主要駅、

港湾、ヘリポート、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路 

(3) 地域緊急輸送道路 

北海道緊急輸送路ネットワーク計画策定協議会において指定されている路線とは別に、

芽室町管内での災害応急避難活動を円滑に行うため、主要となる道路を地域緊急輸送道

路として指定する。 

２ 緊急輸送道路等の確保 

災害が発生した場合、道路管理者及び公安委員会（帯広警察署）は相互に綿密な連携を

図るとともに、関係機関の協力や芽室建設業協会との協定に基づく協力を得ながら、いち

早く町内の道路、橋梁等の被害並びに道路上の障害物の状況を把握するとともに、緊急輸

送道路を優先し交通の確保を図る。 

３ 緊急輸送道路等の応急対策活動 

町内の国道、道道等芽室町以外の道路管理者に属する道路が損壊等により通行に支障を

きたす場合には、速やかに当該道路管理者へ通報し応急復旧の実施を要請する。 

また、事態が緊急を要する場合は、当該道路管理者と連携し、速やかに緊急輸送等の確

保を図るための必要な対策を行う。また、芽室町が管理する道路、橋梁等が被災した場合、

芽室建設業協会との協定に基づく協力を得ながら、指定路線を優先に応急復旧を行う。 
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（参考） 

町長は、基本法第76条の規定に基づき、十勝総合振興局及び公安委員会が災害緊急輸

送を行う車両以外の通行を禁止した場合は、各部（班）において使用する車両につき、

帯広警察署を通じ公安委員会から標章（図表）及び証明書（「様式 緊急通行車両確認証

明書」）の交付を受け輸送にあたる。 

なお、緊急通行車両の交通規制等は、「第７節 交通応急対策計画」による。 

図表 

備考 １ 色彩は、記号を黄色及び緑、「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期

限」、「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号、年、月及び日を表示

する部分を白色、並びに地を銀色とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

第５  輸送状況の記録 

輸送を実施した場合は、次の様式により記録しておくものとする。 

(1) 緊急通行車両確認証明書（様式１） 

(2) 輸送記録簿（様式２） 

様式１ 緊急通行車両確認証明書 

第  号 

年  月  日

緊急通行車両確認証明書 

知   事       印

公安委員会       印

番号票に表示されてい

る番号 

輸送の用途(緊急輸送

を行う車両にあって

は、輸送人員又は品名)

使用者 住所 
（   ）  局     番

15

21
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氏名 

輸 送 日 時 

通 行 経 路 
出  発  地 目  的  地 

備     考 

  備考：用紙は、日本産業規格Ａ５とする。 

様式２ 輸送記録簿 

芽 室 町 

輸送

月日
目的

輸 送

区 間

（ 距

離） 

借上等 修 繕 

使用車両 

金額

故障車両等 

修繕

月日

修繕

費 

故障

の概

要 種類 台数
名称

番号

所有

者氏

名 

    円    円  円 円

計 

注：１ 「目的」欄は、主たる目的（又は救助の種類名）を記入すること。 

   ２ 都道府県又は市町村の車両等による場合は、「備考」欄に車両番号を記入すること。 

   ３ 借上車両による場合は、有償無償を問わず記入すること。 

   ４ 借上等の「金額」欄には、輸送費又は車両等の借上費を記入すること。 

   ５ 「故障の概要」欄には、故障の原因及び故障個所を記入すること。 

◎ヘリコプター着陸可能地選定条件 

１ 着陸帯 

(1) 直経約70ｍの円又はこれに相当する方形の平坦な地勢で、その周囲約８°の傾斜面上

に障害物がないこと。ただし、この条件を満足できないときは、少なくとも相対する２

方向（なるべく恒風方向）において、この条件を満足させなければならない。 

     参考：距離と障害物の高さは図のとおり 

                 着陸帯 

                  70m 

           8°着陸点              8° 

                  30m     3.5m 7m 10m 14m 

                        25m 

                          50m 

                            75m 

                              100m 
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(2) 地表面 

ア 舗装された場所が最も望ましい。 

イ グランド等の場合、板、とたん、砕塵等が巻き上らないよう処置すること（地表面

が乾燥している場合は、砂塵の巻き上げ防止のため十分な散水を行う）。 

  ウ 草地の場合は硬質低草地であること。 

２ 着陸点                              

   着陸点（直径30ｍ）のほぼ中央に石灰等                30cm 

  で直径10ｍの正円を画き、中央にＨと記す。 

３ 着陸帯付近（着陸点中央からなるべく離れた地点で地形、施設等による風の影響の少な

い場所）に吹き流し、又は旗を立てる。 

(1) 布製 

(2) 風速25ｍ／秒程度に耐えられる強度 

４ 救急車等、車両の出入りの便がよい場所であること。 

５ 電話等、通信手段の利用が可能であること。 

６ 実施担当班 環境土木部環境土木班 

第９節 食料供給計画 

被災者及び災害応急対策に従事している者に対する食料の確保と供給については、本計画の

定めるところによる。 

第１ 実施責任者 

 １ 町長（救護部救護班）とする。 

 ２ 救助法が適用された場合は、町長が知事の委任を受けて行うものとする。 

第２ 食料の供給 

町長は、被災者及び災害応急対策従事者に対する食料の調達及び配給を直接行うものとす

るが、町において調達が困難な場合、町長は、その確保について十勝総合振興局長を通じて

知事に要請するものとする。 

第３ 食料輸送計画 

食料の輸送は、「第８節 輸送計画」の定めるところによる。 

第４ 応急供給の対象者 

ｌ 避難所で受入を行った者 

２ 住家が被災して炊事のできない者 

赤
白

3m～5m 2m
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３ 住家が被災して一時縁故先に避難する者 

４ 旅行者等で、食料を得る手段のない者 

５ 災害地において応急作業に従事している者 

第５ 応急供給品目 

供給品目は、原則として米穀とし、実情に応じて乾パン、麦製品、インスタントラーメン、

食品等とする。 

第６ 食料の備蓄 

災害発生の直後、炊出し等の食料供給体制が整うまでの応急的な対応策として、非常食料

の備蓄を行うものとする。 

 備蓄は、個人備蓄と行政による備蓄とする。 

１ 個人備蓄 

(1) 個人（世帯）においては、非常時に備え、少なくとも３日分の食料の備蓄を奨励する

ものとする。 

(2) 町は、個人における備蓄の必要性、備蓄すべき食料の種類、量、保管方法等の必要な

情報について、機会あるごとに広報等を通じて周知し、住民の意識の高揚を図るよう努

めるものとする。 

２ 行政による備蓄 

(1) 非常食料は、一定数を防災拠点倉庫に集中管理するものとし、必要に応じて各避難所

に備蓄倉庫を確保し分散して備蓄するものとする。 

(2) 備蓄する食料は、常温で長期保存が可能なものとし、品質保障期限内に更新するもの

とする。 

(3) 備蓄量は、備蓄品整備計画に定めるとおりとし、毎年度見直しを行うものとする。備

蓄食料は、原則として避難所生活者と、食料を必要とする自宅残留者に供給する。 

第７ 食料の調達 

食料の調達は、あらかじめ町内の業者等と協議し、緊急時に速やかな対応が可能となるよ

う、災害協定等により調達先を確保し、災害に備えるものとする。 

第８ 米飯の炊き出し 

１ 被災者及び災害従事者に対し必要と認めた場合、炊出し及び給与は保健支援部が行う。 

２ 炊き出し施設は、学校給食センター等の施設を利用するものとするが、不足する場合又

は同施設が被災等で使用不能の場合は、仕出し業者、飲食店及び旅館を利用するものとす

る。 

３ 必要に応じて、日本赤十字奉仕団、町内会、行政区、ボランティア、自衛隊等の協力応

援を求め、避難所又はその近くの適当な場所を選んで実施する。 

第９ 食料の配布 

１ 被災者に対する給食は、原則として避難所において実施する。 

２ 給食を必要とする自宅残留者等については、最寄りの避難所において配布する。 

３ 食料の配布については、町内会、行政区、ボランティア及び自主防災組織の協力により、

公平かつ円滑に実施する。 
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第10 要配慮者対策 

要配慮者に対する食料は、要配慮者の状況に応じて食料等を調達する。 

第11 費用の限度及び期問 

救助法の基準による。 

第12 炊き出し給与状況の記録 

炊き出しを実施した場合は、「様式 炊き出し給与状況」により記録しておかなければなら

ない。 

様式 炊き出し給与状況 

市町村名 芽室町 

炊 き 出

し 場 の

名称 

月 日    3日間小計    4日以降小計 

朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜

計 

（注） 「備考」欄には給食内容を記入すること。 

第10節 給水計画 

災害によって広域的断水が発生した時には、住民に対し生活に必要な飲料水をできるだけ公

平に供給することが重要である。住民が飲料水に対する不安感から混乱することが予想され、

このことが応急給水活動時の大きな障害となることが想定される。 

そのために、住民に対し十分な広報活動を行い、理解と協力を元に官民一体となった活動を

実施する。 

第１ 実施責任者 

１ 芽室町（公営企業管理者：上下水道部上下水道班） 

給水活動を迅速かつ円滑に実施するための応急給水体制を確立し、地域住民の生活用水、

医療機関等の医療用水を確認するとともに、給水施設等の応急復旧を実施する。 

(1) 個人備蓄の推進 

町は、飲料水をはじめとする生活用水を災害発生後３日間分程度、個人において準備

しておくよう、住民に広報していくものとする。 

(2) 生活用水の確保 

災害時の生活用水の水源として、緊急貯水槽と配水池の貯留水及び家庭用井戸水を主

体として給水するものとする。 

(3) 給水資機材の確保 

町は災害時に使用できる応急給水資機材の確保に努め、保有状況を常時把握し、給水

人口に応じ、給水車、散水車及び消防タンク車を所有機関から調達して、給水にあたる

ものとする。 
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２ 北海道 

町の水道施設等が被災し、広範囲にわたって断水となったときは、自衛隊その他関係機

関の応援を得て、応急給水についての調整を図るとともに、復旧資機材の調達及び給水開

始の指導を行う。 

第２ 給水対象者 

災害のため飲料水を得ることができない者 

第３ 目標応急給水量（１人１日給水量）  

災害時においても、可能な限り多くの水を供給することが望まれるが、水道施設の被害状

況、及び応急給水体制により供給量は限定される。また、時間の経過とともに混乱の鎮静化

及び都市機能の回復に伴い、住民の要求量は増加する。このため、動員可能な人員による体

制で最も効率的な応急給水体制時の目標給水量を次表のように設定する。  

表１ 目標応急給水量の設定表  

地震発生から

の日数 
目標水量 住民の運搬距離 給水方式 主な給水方法 

３日まで ３L/人・日 おおむね １㎞以内 運搬給水 
耐震性貯水槽・タン

ク車 

10日 20L/人・日 おおむね 250m以内 拠点給水 
配水幹線付近の仮

設給水線 

21日 100L／人・日 おおむね 100m以内 仮設給水 
配水支線上の仮設

給水線 

28日 

被災前給水量 

（約250L/人・

日） 

おおむね 10m以内  
仮配管からの各戸

給水供給栓 

第４ 給水の方法 

１ 区域内の水源を利用し給水を行うときは十勝総合振興局保健環境部保健行政室の指示を

受けるとともに、消防機関の協力を得て消防ポンプ車等により取水し被災地域内へ給水す

るものとする。 

２ 家庭用井戸水など付近に水源があるときは、水質調査により浄水剤等の投入を行い、  

飲料水として確保するものとする。 

３ 町長は町内において飲料水等を得られない場合、又は輸送車両、器具の確保が困難な場

合は、他市町村又は他の関係機関へ応援を要請するものとする。 

第５ 住民への周知 

給水の実施にあたっては、戸別端末、各種公式ＳＮＳ、登録制メール（めむろ安心メール）、

広報車等の巡回により給水時間、給水場所、給水方法を事前に住民に周知する。 

第６ 給水輸送可能車両の現況 

車両名 台数及び容量 車両管理者 

散水車 １台 ６ｔ 教育委員会 

大型水槽車 １台 10ｔ 芽室消防署 
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消防タンク車 

２台 2.5ｔ、２ｔ 芽室消防署 

３台 ６ｔ、3.5ｔ、２ｔ 芽室消防団第１分団 

１台 3.5ｔ 芽室消防団第２分団 

第７ 給水施設の応急復旧・整備 

給水施設の復旧については、共用栓、消火栓及び医療用施設等緊急を要するものを優先的

に行うものとする。 

市街地での応急給水対策として、耐震性貯水槽等の整備を行うものとする。 

様式 飲料水の供給簿 

供給

月日

対象

人員

給水用機械器具 

名称

借 上 修繕費 

数量 所有者 金額
修繕

月日
修繕費

修繕の

概要 

注：１ 供給量は、借上料の有無の別を問わず作成するものとし、有償による場合のみ「金額」

欄に額を記入すること。 

  ２ 「修繕の概要」欄には、修繕の原因及び主な修繕箇所を記入すること。 

第11節 上下水道施設対策計画 

上下水道施設は、電気、ガス等と並び、快適な生活環境のために必要不可欠なライフライン

であり、災害時においてもライフラインとしての機能の応急的確保に努める必要がある。 

このため、上下水道施設の応急対策計画は、本計画の定めるところによる。 

第１ 上水道施設 

災害における水道施設の復旧及び飲料水の確保に対処するため、上下水道部上下水道班は

必要な人員、車両の確保、動員体制及び情報関連体制を確立し、被害の軽減と速やかな応急

対策に努めるものとする。 

１ 非常体制 

(1) 上下水道災害対策部の設置 

町は、災害又は施設の異常等により水道施設に被害が発生し給水に関し町民生活等に

大きな影響を及ぼすような事態が発生又は発生が予想される場合、「上下水道災害対策

部」を設置する。 

(2) 動員体制の確立 

上下水道災害対策部が設置された場合、速やかな応急対策を実施するため、現場調査

指示及び状況判断のうえ職員を招集するなど、災害事故対策のための初動体制を確立す

る。 

２ 応急対策 

(1) 復旧対策基本方針 

配水池から主要・配水幹線の復旧を最優先とし、断水区域を最小限とするような配水

調整を行いながら復旧をすすめ、順次断水区域の解消に努める。また、あらかじめ、地

震、水害等自然災害による被害及び断水想定箇所を把握し、調査点検活動を行う。 
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(2) 復旧対策内容 

ア 配水池の復旧は、被害箇所発見のための点検、受電設備の復旧、ポンプ廻りの配管

及び薬品注入管の漏えい部分の復旧に万全を期する。 

イ 配水管及び給水管の被害箇所の点検を行い、復旧作業を進める。 

(ｱ) 復旧作業 

住民生活優先の立場から、予測される被害を最小限に抑えるために迅速・効率的

な復旧活動を実施する。また、芽室町水道関係業者等の協力を得て行う。 

(ｲ) 施設パトロール 

通信が途絶し、情報が入りづらい場合については、パトロールにより施設の点検

を行い、迅速な被害状況の把握に努め被害の拡大を防止する。 

ウ 配水調整 

被害を受けていない地域には、仕切弁等の迅速・適正な開閉作業により配水管を最

大限利用し断水区域をできる限り縮小する。 

エ 応急給水 

「第５章第10節 給水計画」による。 

３ 広報活動 

発災後は、断水及び応急給水に関する住民広報活動を実施し、混乱防止に努める。 

(1) 広報主体 

本部の下、原則として他部の応援を得て、広報車による巡回広報を実施するほか、戸

別端末、各種公式ＳＮＳ等を利用した広報活動を行う。なお、復旧に相当な期間を要す

る場合には、報道機関の協力及び広報チラシ配布などにより対応するものとする。 

第２ 下水道施設 

下水道施設の被害に対し、雨水及び汚水の流下に支障のないように応急措置を講じ、排水

の万全を期するための計画である。 

１ 活動体制 

(1) 本部の非常配備態勢に基づき、職員を配置し、被害調査及び復旧対策を実施する。 

(2) ポンプ及び処理場にあっては、監視要員からの報告を基点とし、各処理場の非常配備

編成連絡網により緊急配備態勢をとる。 

２ 応急復旧対策 

(1) 被害調査 

排水機能の支障や２次災害の発生を考慮し、管渠にあたっては幹線管渠の流下状況及

び軟弱地盤地帯の管渠の調査、マンホ―ル及びポンプ室等の工作物の調査を速やかに行

う。 

(2) 応急対策 

ア 管渠破壊箇所については、溢水による道路陥没及びマンホ―ルの浮上による交通危

険箇所をバリケ－ドで囲むとともに、保安灯を設置し二次災害を防止する。 

イ 排水不能箇所の復旧は、ポンプや仮水路等で応急措置を講じ、管渠復旧を実施する。 

ウ 私設排水設備である水洗トイレについては、使用不可能地区が集中する地区におい

て、使用自粛等の広報を行うとともに、適宜仮設トイレを設置する。 
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第12節 衣料、生活必需品等物資供給計画 

 災害時における被災者に対する衣料、生活必需品等の供給確保に関する事項は、本計画の定

めるところによる。 

第１ 実施責任者 

 １ 町長（保健支援部援護班）とする。 

 ２ 救助法が適用された場合の被災者に対する被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸

与は、町長（保健支援部）が知事の委任により実施するものとする。 

第２ 対象者 

災害により住家が全焼、流失、全壊、半焼、半壊、床上浸水等の被害を受け、生活上必要

な家財等が喪失又は毀損し、日常生活を営むことが困難な者 

なお、要配慮者に対する衣料、生活必需品等は、要配慮者の状況に応じて調達するものと

する。 

第３ 調達の方法 

１ 物資調達の方法 

救助法の適用の有無にかかわらず、保健支援部が世帯構成員別被害状況を把握のうえ、

配分計画を樹立する。購入事務は、この配分計画に基づき統括総務部総務班が行う。 

２ 給与又は貸与物資の種類 

(1) 寝具（布団、毛布、タオルケット等） 

(2) 外衣（洋服、作業服及び子供服） 

(3) 肌着（シャツ、パンツ等の類） 

(4) 身廻品（タオル、手拭、靴下、傘等の類） 

(5) 炊事道具（鍋、炊飯器、包丁及びガス器具等の類） 

(6) 食器（茶碗、皿、箸等の類） 

(7) 日用品（石鹸、ちり紙、歯ブラシ、歯磨粉等の類） 

(8) 光熱材料（マッチ、ローソク等の類） 

(9) その他日常生活に欠くことのできないと認められるもの 

３ 備蓄及び調達方法 

(1) 必要な物資について、防災拠点倉庫に備蓄するほか、備蓄保管するものとする。 

(2) 日赤北海道支部は、毛布及び日用品セットを一部備蓄しており、必要な時は日赤北海

道支部長に要請する。 

(3) その他調達にあたり、あらかじめ町内の業者と協議し、緊急時に速やかなる対応が可

能となるよう、災害協定等により調達先を定め、災害に備えるものとする。 

(4) 以上の方法による物資の確保が困難な場合は、道や他の市町村に要請する。 

第４ 給与又は貸与の方法 

保健支援部は、調達物資の受払状況を明確にし、給与又は貸与については、前項の配分計

画に基づき行うものとする。 

第５ 義援物資の取扱い 
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町に送付された義援物資の取扱いは、統括総務部が担当する。受付の記録、保管、羅災者

への配分等は町長の指示するところにより、その状態に応じ適切かつ正確に行うものとする。 

第６ 費用の限度及び給与（貸与）期間 

救助法の基準による。 

第７ 物資の給与状況の記録 

物資を給与した場合は、別記様式により記録しておかなければならない。なお、救助法に

よる救助物資とその他義援物資とは明確に区分して処理する。 

様式  

物資の給与状況 

芽室町 

住宅被害

程度区分

世帯主

氏名 

基礎とな

った世帯

構成人員 

給与

月日

物資給与の品名 
実支出額 備考

布団 毛布

計

全壊 世帯 

半壊 世帯 

  災害救援物資として上記のとおり給与したことに相違ありません。 

     年  月  日 

給与責任者 

氏   名          印 

注：１ 住家の被害程度に全壊（焼）、流失、埋没、半壊（焼）及び床上浸水の別を記入する

こと。 

２ 受領年月日に、その世帯の対して最後に給与された物質の受領年月日を記入するこ

と。 

３ 「物資給与の品名」欄に数量を記入すること。 
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第13節 石油類燃料供給計画 

災害時の石油類燃料（LPGを含む）の供給については、本計画の定めるところによる。 

第１ 実施責任 

 １ 芽室町 

   町長は、町が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努める。また、災害対策

上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設における暖房用燃料の確保に努める。 

(1) 地域内で調達できる石油類燃料の調達先及び集積場所等の状況を把握しておくものと

する。 

(2) 地域の卸売組合、協同組合、主要業者と事前に協定を締結しておく等、石油類燃料を

迅速に調達できる方法を定めることとする。 

(3) 地域内において調達が不能になったときは、道に協力を求めることができる。 

(4) LPGについて、北海道エルピーガス災害対策協議会と迅速に調達できるよう連絡調整

を行う。 

 ２ 北海道 

   知事は、道が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるとともに、災害時

における石油類燃料について、市町村長等の要請に基づき斡旋及び調達を行うものとする。 

   また、市町村等の要請に備え、北海道石油業協同組合連合会と迅速に調達できるよう連

絡調整を行うとともに、石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和50年法律第96号）の規定

に基づく経済産業大臣からの勧告がなされた場合、石油連盟に対し、道が指定する重要施

設への円滑な供給が行われるよう要請を行う。 

第２ 石油類燃料の確保 

 １ 災害応急対策実施責任者は、石油類燃料の確保を図るものとし、卸売組合、協同組合、

主要業者に対し協力を要請し、又は斡旋を求める。 

 ２ 知事は、石油類燃料の確保を図るため、卸売組合、主要業者に対し、物資確保のための

協力要請又は斡旋依頼を行う。 

   また、北海道石油業協同組合連合会との協定に基づき、石油類燃料の安定供給体制の確

立を図る。 

第14節 電力施設災害応急計画 

災害により電力施設に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合、北海道電力ネットワーク

㈱道東統括支店は人命及び住民生活の安全確保のため、電力施設に有効な予防対策及び二次災

害発生の防止対策、並びに速やかな応急復旧対策を講じ、公共施設としての機能を維持するこ

ととする。 

第１ 非常活動体制 

１ 非常事態対策組織の設置 

(1) 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合には、迅速かつ適切な予防及び復旧対策

を講ずるため、「非常事態対策組織統括支店支部運営マニュアル（北海道電力ネットワー

ク（株））」に基づき非常事態対策組織を設置する。 
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(2) 非常事態対策組織を設置したときは、町及び他関係行政機関に速やかに通知するもの

とする。 

(3) 非常事態対策組織は、気象情報、活動体制、被害復旧の状況、復旧順位並びに報道及

び広報対策等を協議するため、対策会議を開催する。 

２ 防災体制区分 

区分 発令の基準 

警戒態勢 
・非常災害が発生するおそれがある場合 

・その他必要な場合 

非常態勢 

・非常災害により、相当の設備被害が発生または発生が予想されるとき 

・特別警報（震度６弱以上の地震、大津波警報を除く）が発表されたとき

・自治体による避難指示の発表等、非常災害が発生するおそれがあり、社

外機関等と連携した対応が必要なとき 

特別非常態勢

・非常災害により、相当の設備被害を受け、復旧長期化や広域停電等、社

会的影響の大きい供給支障が発生したとき 

・特別警報（震度６弱以上の地震、大津波警報）が発表されたとき 

３ 応急復旧要員の動員 

(1) 応急復旧に従事する要員をあらかじめ定めておき、活動体制発令後、速やかに対応で

きるよう体制を確立する。 

(2) 社外者（工事会社）の応援体制を確立しておく。 

(3) 他地域からの復旧要員の応援を依頼した場合、避難所等受け入れ態勢については、本

部の協力を得るなど万全を期するものとする。 

第２ 応急復旧対策 

１ 復旧順位 

(1) 電力施設の復旧順位は、原則として対策の中枢である官公署、医療施設、公共機関、

指定避難所（指定避難所に指定している指定緊急避難場所を含む。以下、「第15節 ガス

施設災害応急計画」において同じ。）に供給する施設について優先的に復旧計画を立てる

が、災害状況、各施設の被害状況及び被害復旧の難易度を勘案して、供給上復旧効果の

大きいものから行うものとする。 

(2) 被害状況により早期復旧が見込まれない地区における重要施設に対しては、適切な処

置により仮送電する。 

第３ 広報活動 

１ 災害時における住民の不安解消及び事故防止のため、報道機関の協力及び巡回車により、

次の事項を周知するほか、戸別端末、各種公式ＳＮＳ等を利用した情報提供を行う。 

(1) 垂れ下がり電線による感電防止 

(2) 浸水家屋に関する屋内配線、電気器具等の使用による漏電出火の注意 

(3) 電力施設の被害状況 

(4) 復旧の見込み 

２ 被害及び事故の状況により、各防災関係機関の協力を得て、広報巡回を実施する。 
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第15節 ガス施設災害応急計画 

災害により各家庭のLPガス施設に被害を生じ、又は発生するおそれがある場合、人命及び住

民生活の安全確保のため、LPガス芽室分会（以下「芽室分会」という。）は有効な予防措置及び

二次災害発生の防止対策など速やかな応急復旧対策を講じるものとする。 

第１ 非常体制 

１ 緊急措置 

(1) 芽室分会は、地震などの災害が発生した場合、災害の迅速かつ適切な措置を講ずるた

め、緊急連絡網に基づき緊急出動体制をとる。 

(2) 緊急措置の基準は、震度５弱以上の地震が発生した場合又は近隣で大地震が発生し、

本町で震度４の場合に緊急措置を講ずる。 

第２ 災害時の点検 

芽室分会は緊急災害時において、住民の生命及び財産を守るため拠点施設としての、公共

的施設（防災関係機関、指定避難所）を最優先に点検する。 

第３ 復旧対策 

１ 震度５弱以上の地震が発生した場合又は近隣で大地震が発生し、本町で震度４の場合に

は、町内の各家庭のガス施設に多大な被害が予想されるため、各指定避難所においての炊

き出し等が予想される。この場合、芽室分会は防災関係機関及び指定避難所のガス施設の

復旧に全力を注ぐものとする。 

２ 本町が震度６弱以上の地震に見まわれ、ガス施設の復旧に関し芽室分会だけではできな

い場合、他地区からの救援員の受入れ体制については、芽室町災害対策本部の協力を得る

など万全を期すものとする。 

第４ 広報活動 

１ 災害時の広報 

(1) 波及的災害事故防止を図るため、町広報車のほか、帯広警察署、芽室消防署及び報道

機関の協力など、あらゆる手段を講じて、住民への広報を実施する。 

(2) 広報基準は震度５弱以上で実施する。 

(3) 広報内容 

ア ガス漏れ注意 

イ ガス漏れ発見時の通報 

ウ 復旧作業の見通し、作業のスケジュール及び作業への協力要請 

第16節 通信施設災害対策計画 

東日本電信電話㈱北海道東支店は、地震、火災、風水害等に強い設備作り、通信伝送路の複

数ルート化や24時間365日のネットワーク監視及び制御等を行い、災害等の不測の事態が発生

しても通信サービスが途絶えないよう備えるものとする。 

災害が発生した場合には、全国から被災地に集中する電話を制御し、110番・119番等の緊急

通信や重要通信を守るとともに、避難所には市町村と連携し無料の特設公衆電話を設置し通信
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を確保する。また、災害対策機器の活用や全国からの復旧用資機材の調達、復旧要員の確保に

よりサービスの早期回復に努めることとする。 

第１ NTT東日本の災害対策 

１ 通信ネットワークの信頼性向上 

(1) 主要な伝送路の多ルート化や中継交換機の分散設置により通信途絶を極力回避する。 

(2) 通信ビルや鉄塔は、震度７クラスの地震に耐えられるように設計しているほか、火災、

風水害など、対災性を強化する。 

(3) 突然の停電時に備えて予備電源を設置する。 

２ 重要通信の確保 

(1) 災害発生後、安否確認等の殺到による電話の輻輳時には、警察、消防、災害救助機関

等の重要通信を優先的に疎通させるため、一般通話を規制することがある。 

(2) 町からの要望により、避難所へ無料の特設公衆電話を設置する。 

(3) 輻輳が発生した場合は、安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言ダイヤル等を速

やかに提供する。 

３ サービスの早期復旧 

災害により設備が被災した時には、災害対策機器の活用や全国からの復旧用資機材の調

達、復旧要員の確保によりサービスの早期回復に努める。 

４ 広報活動 

(1) 災害の発生が予測される場合又は発生した場合に、通信の疎通及び利用制限の措置状

況及び被災した電気通信設備等の応急復旧状況等の広報を行い、通信が疎通できないこ

とによる社会不安の解消に努める。 

(2) テレビ、ラジオ新聞等の報道機関を通じて広報を行うほか、必要に応じてホームペー

ジ等により直接当該被災地に周知する。 

(3) 災害用伝言ダイヤル等を提供した場合、交換機よりの輻輳トーキ案内、避難所等での

利用案内を実施する他、必要に応じて報道機関との協力体制によりテレビ、ラジオ等で

利用案内を実施する。 

第17節 医療救護計画 

 災害のため医療機関の機能が停止し又は不足し若しくは混乱した場合における応急医療及び

助産の実施は本計画の定めるところによる。 

第１ 実施責任者 

１ 町長（保健支援部援護班及び医療部医療班）が以下について実施する。 

(1) 援護班 

ア 被災地の感染症予防及び患者の収容 

イ 応急救護所の開設及び管理 

ウ 被災地及び避難所の保健指導 

(2) 医療班 

ア 傷病者の収容手当て及びその他応急医療 

イ 被災地及び避難所の医療指導並びに応急医療 

ウ 入院患者の避難誘導 

エ 救急薬品の供給確保 
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オ 医療機関、医師等の動員計画の作成及び実施 

２ 町長は、救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長が行うほか、知事の委任

を受けた日本赤十字社北海道支部が実施する。 

３ 上記は、十勝医師会等と緊密な連絡協議のもとに実施する。 

４ 応急救護所は、原則として避難所を指定する。 

第２ 医療及び助産の対象者並びにその把握 

 １ 対象者 

   医療及び助産の対象者は、医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医

療の途を失った者及び分べん者で災害により助産の途を失った者とする。 

 ２ 対象者の把握 

   対象者の把握は、所管を問わずできる限り正確かつ迅速に行い町長に報告するものとす

る。報告を受けた町長は直ちに救護に関し医師、助産師等の派遣要請、救護所の開設、患

者の救急搬送、通信連絡の確保、医療資材機材の確保、手配等必要な措置を講ずるよう関

係部、班に指示するものとする。 

第３ 医療及び助産の実施 

  災害時における医療の実施は、公立芽室病院を基幹として、助産の実施は、帯広市内の分

娩対応医療機関を基幹として次により実施する。 

公立芽室病院は、救急告示病院として、救急医療体制維持のため、医師、看護師及び病床

数確保を図るものとする。 

 １ 援護班及び医療班の編成 

災害対策本部は保健支援部援護班に、医師、看護師及び事務職員等をもって構成する医

療部医療班と随時連携をとらせ、直ちに救護活動にあたらせるものとする。 

 ２ 医薬品等の確保 

   医療、助産に必要な医薬品及び医療資機材、暖房用燃料等、援護班が常備以外の確保に

ついて原則として町内の薬局等から調達するものとするが、災害の状況等により町内で確

保できない場合は知事及び近隣市町村長に調達を要請する。 

 ３ 医療の応援要請 

   町長は、町内の医療機関では対策が困難と認める場合は近隣の医療施設に協力を要請す

るとともに、必要に応じて知事に対し協力を要請するものとする。 

(1) 医療班の支援（日本赤十字社救護班及び国立・道立病院等） 

(2) 患者移送（自衛隊） 

(3) 町内医療機関 

(4) 災害派遣医療チーム（DMAT） 

(5) 災害派遣精神医療チーム（DPAT） 

 ４ 十勝医師会の協力 

   町長は､災害の規模等により応急医療の必要があるときは、十勝医師会長に対し出動要

請を行う。 

 ５ 費用の限度及び期間 

   救助法の基準による。 
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 ６ 経費負担及び損害補償 

   経費の負担、費用弁償、損害補償については､十勝医師会との｢災害時の医療救護活動に

関する協定書｣及び｢災害時の医療救護活動に関する協定書実施細則｣の定めるところによ

る。 

 ７ 医療班の活動状況の記録 

   医療班の活動状況等について次により記録するものとする。 

(1) 医療班活動状況（様式１） 

(2) 病院診療所医療状況(様式２) 

(3) 助産台帳(様式３) 
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様式１ 

医 療 班 活 動 状 況 

 医師名          印 

月 日 市町村名 患者数 措置の概要 遺体検案数 修繕費 備 考 

     人  人    円

計       

 注：「備考」欄に班の編成、活動期間を記入すること。  

様式２ 

病 院 診 療 所 医 療 実 施 状 況 

芽室町 

医療機関名 患者名 診療期間 病 名

診療区分 診療報酬点

数 金 額 備考 

入院 通院 入院 通院

月 日 点 点   円

計 

注： ｢診療区分｣欄は、該当欄に○印を記入すること。 

様式３ 

助  産  台  帳 

芽室町 

分娩者 氏名 分 娩 日 時 助産機関名 分娩期間 金 額 備 考 

計 
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第18節 防疫計画 

 災害時における被災地の防疫は本計画の定めるところによる。 

第１ 実施責任者 

 １ 町長が知事の指導、指示・命令に基づき実施するものとする。 

 ２ 災害による被害が甚大で町のみで防疫の実施が不可能又は困難なときは、知事の応援を

得て実施するものとする。 

第２ 防疫班の編成 

  被災地の防疫活動を迅速、的確に実施するための災害対策本部保健支援部援護班内に防疫

班を編成し、関係機関と連携して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。）に基づき緊急措置を行うものと

する。 

また、防疫班はおおむね衛生技術者１名、事務職員１名及び作業員２～３名をもって編成

する。 

第３ 感染症の予防 

１ 防疫の措置 

   町長は次の事項について感染症予防法に基づき、必要と認めたとき又は知事の指示・命

令により、範囲、期間を定めておこなうものとする。 

(1) 感染症の病原体に汚染された場所の消毒に関する指示（感染症予防法第27条第2項） 

(2) ねずみ族、昆虫等の駆除に関する指示（感染症予防法第28条第2項） 

(3) 感染症の病原体に汚染された物件に関する指示（感染症予防法第29条第2項） 

(4) 生活の用に供される水の使用制限に関する指示（感染症予防法第31条第2項） 

(5) 臨時予防接種に関する指示（予防接種法第6条第1項及び第9条） 

(6) 公共の場所の清潔方法に関する指示 

 ２ 検病調査及び健康診断 

(1) 避難所において、検病調査が必要な場合は、道の検病調査班と連携し、少なくとも１

回以上、検病調査を行う。 

(2) 町は、町内の衛生組織及びその他関係機関の協力を得て防疫情報の早期把握に努める。 

(3) 検病調査の結果、必要がある場合、当該者に対し医療機関受診指導等の保健指導を実

施する。 

３ 臨時予防接種 

町長は知事の指示により感染症を予防するため、対象者の範囲及び期日を指定して予防

接種を実施するものとする。 

４ 清潔方法 

家屋周辺の清潔方法は、各個人において実施するものとし、町長又は知事の指示により、

町内における道路溝渠、公園等の公共の場所を中心に実施させるものとする。 

(1) ごみ 

収集したごみ、汚染物その他の汚物は焼却、埋立等衛生的に処分させる。この場合の

取扱いは廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）に規定するところ

による。 
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(2) し尿 

し尿は、できる限りし尿処理施設を利用させる等の方法により不衛生にならないよう

に処分する。 

５ 消毒方法 

町長は、感染症予防法第27条第２項の規定に基づく知事の指示があったときは、感染症

予防法施行規則第14条及び令和4年3月11日付け健感発0311第8号「感染症法に基づく消毒・

滅菌の手引きについて」の規定に基づき薬剤の所要量を確保した上で、速やかにこれを実

施するものとする。 

６ ねずみ族、昆虫等の駆除 

町長は、感染症予防法第28条第２項の規定に基づく知事の命令があったときは、感染症

予防法施行規則第15条の規定に基づき薬剤の所要量を確保し、速やかにこれを実施するも

のとする。 

７ 生活用水の供給 

町長は、感染症予防法第31条第２項の規定に基づく知事の指示があったときは、その期

間中継続して容器により搬送、又はろ水機によりろ過給水等実情に応じ、特に配水器具等

は衛生的に処理して実施するものとする。なお、供給量は１日１人当たり約20リットルと

することが望ましい。 

８ 一般飲用井戸等の管理等 

飲用水に飲用井戸等を利用している場合において、町長は当該井戸等の設置者等に対し、

北海道飲用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査及び汚染が判明した場合の措置について

十分指導徹底するものとする。 

第４ 患者に対する措置 

町長は、感染症法予防法に規定する一類～三類感染症の発生、又は四類感染症の発生動向

に対応し速やかに防疫措置を実施するものとする。 

第５ 避難所等の防疫指導 

町長は、避難所等の応急施設について次により防疫指導等を実施する。 

１ 健康調査等 

避難所等の管理者と連携し、避難者の健康状況を適宣把握するとともに、必要に応じて

医療機関受診等の保健指導等を実施する。 

２ 清潔方法及び消毒方法の実施 

十勝総合振興局等の指導のもと、避難所等の清潔方法を指導するとともに、避難者に衣

服等の日光消毒を行うよう指導する。また、必要があるときは消毒液等により、トイレ、

炊事場及び洗濯場等の消毒を実施するよう指導する。 

３ 集団給食 

給食従事者は、原則として健康診断を終了した者を専従させる。また、配膳等の衛生保

持及び残廃物、塵芥等の衛生的処理についても、十分指導徹底させる。 

４ 飲料水の管理 

飲料水は、水質検査を実施するとともに、使用の都度消毒させる。 

第６ 防疫資機材の調達 

  町長は、災害時において、町が保有する防疫用資機材等が不足した場合においては、十勝

総合振興局保健環境部及び隣接市町村から借用するものとする。 
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第７ 家畜・畜舎の防疫 

被災地における家畜、畜舎、堆肥場等の防疫・消毒は知事の指示により、家畜保健衛生所、

農業共済組合、家畜自衛防疫組合等と協力し実施するものとする。 

第19節 廃棄物等処理計画 

災害時における被災地のごみ収集、し尿のくみ取り、災害に伴い生じた廃棄物の処分及び死

亡獣畜の処理等（以下「廃棄物の処理」という。）の業務については、本計画及び芽室町災害廃

棄物処理計画の定めるところによる。ただし、住居又はその周辺に運ばれた土石、流木等の除

去については、「第25節 障害物除去計画」によるものとする。 

第１ 実施責任者 

１ ごみ及びし尿処理 

(1) 町長（環境土木部環境土木班）が実施する。 

(2) 町長は、災害による被害が甚大で、町のみで処理することが困難な場合は、隣接市町

村又は道に応援を求め実施する。 

２ 死亡獣畜（牛、馬、豚、めん羊、やぎ等の死んだもの）の処理は、所有者が行う。所有

者が判明しないとき、又は所有者において処理することが困難なときは、町長が実施する。 

第２ 廃棄物等の処理方法 

１ ごみ処理班 

(1) ごみの収集、死亡獣畜の処理等の作業を効果的に実施するため、ごみ処理班を編成す

る。 

(2) ごみ処理班の班長には環境土木課長を、班員には環境土木課長が指示する者をもって

充てる。 

２ ごみの収集処分の方法 

町長は、被害が甚大な場合、一時的にがれき等を保管する場所（仮置場）を設置するこ

とができる。処理は、計画的に一般廃棄物処分場（くりりんセンター）に搬入し処理する。

なお、これが困難な場合は、民間業者等の処分場に処理を委任する。 

３ し尿の収集方法 

し尿の収集は、収集許可業者のほか必要に応じて車両を借り上げ、業者作業員の協力を

得て実施し、トイレの倒壊、溢水等でし尿が他に散乱しないよう、被害程度の大きな所か

ら収集し、短時間に処理する。 

第３ 野外仮設共同トイレの設置 

１ トイレが倒壊、溢水等の被害を受けた場合、必要に応じ野外に共同トイレを設置する。 

２ 共同トイレは、必要箇所に最小限度の仮設トイレを設ける。この場合、恒久対策の障害

にならぬよう配慮する。 
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第４ 死亡獣畜の処理 

死亡獣畜の処理は、下記の処理施設にて集中焼却又は埋却処理をし、特定の理由により、

それ以外の施設または区域にて処理をする場合は、知事の許可を得る。 

死亡獣畜処理場 

施 設 名 住   所 連絡先 

十勝化成工場 中札内村元札内東２線 0155-69-4121 

第５ 清掃等施設状況 

(1) ごみ処理 

施設名 住所 連絡先 

くりりんセンター 帯広市西24条北４丁目 0155-37-3550 

(2) し尿処理場 

施 設 名 住所 連絡先 

十勝川浄化センター 帯広市西18条北３丁目 0155-33-8662 

第20節 家庭動物等対策計画 

災害時における被災地の家庭動物等の取扱いについては、本計画に定めるところによる。 

第１ 実施責任者 

１ 町長は、被災地における逸走犬等の管理を行うものとする。 

２ 町長は、被災地の逸走犬等の保護及び収容に関して、道や近隣市町村へ、資機材の斡旋

や人員の派遣等、必要に応じて応援を求めて実施するものとする。 

第２ 家庭動物等の取扱い 

１ 動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）並びに北海

道動物の愛護及び管理に関する条例（平成13年条例第３号。以下この節において｢条例｣と

いう。）に基づき、災害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し、適正に取扱うも

のとする。 

２ 災害時における動物の避難は、条例第６条第１項第４号の規定により、動物の飼い主が

自己責任において行うものとする。 

３ 災害発生時において、町は、関係団体の協力を得て、逸走犬等を保護及び収容するなど

適切な処置を講ずるとともに、住民等に対し、逸走犬等の収容について周知を図るものと

する。 

第21節 文教対策計画 

 教育施設又は児童生徒の被災により、通常の教育を行えない場合には、文教施設の応急復旧

を行うとともに被災した児童生徒に学用品等を支給する等の応急教育を実施するために本計画

を定めるものとする。 
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第１ 実施責任者 

１ 町立学校の応急教育及び応急復旧対策は、町長及び教育委員会が行う。 

２ 学校ごとの災害発生に伴う適切な措置については、学校長が具体的な応急計画をたてて

行うものとする。 

第２ 応急教育対策 

１ 休校措置 

(1) 授業開始後の措置 

    災害が発生し、又は予想される状態となったとき、学校長は教育委員会と協議して必

要に応じて休校措置をとる。 

    帰宅させる場合には、注意事項を十分徹底させる。低学年にあっては、教師が地区別

に付添うなどの措置をとる。 

(2) 登校前の措置 

    休校措置を登校前に決定した時は、直ちに個別端末、広報車、ラジオ、テレビ等を利

用し又はPTA等の連絡網により確実な方法で全児童生徒に徹底させる。 

 ２ 学校施設の確保と復旧対策 

   授業実施のための校舎施設等の確保は災害の規模程度によるが、おおむね次の方法によ  

るものとする。 

(1) 校舎の一部が使用できない場合 

    特別教室、屋内体育館等を使用し、なお不足するときは二部授業等の方法をとる。 

(2) 校舎の全部又は大部分が使用不能の場合 

    公民館、地域福祉館等を使用し、なお不足するときは隣接校舎の余剰教室を借用する。 

(3) 特定の地区が全体的に被害を受けた場合 

    残存した公共施設等を使用するものとするが、使用できる施設がないときは応急仮校

舎の建築を検討する。 

３ 教育の要領 

(1) 災害の状況に応じ、計画を立て、できるだけ授業の確保に努める。特に授業の実施が

不可能な場合にあっても家庭学習の方法等について指導し、学力の低下を防ぐように努

める。 

(2) 上記の場合における授業の実施にあたっては、次の点に留意する。 

ア 教科書、学用品等の損失状況を考慮し、学習の内容及び方法が児童生徒の過度の負

担にならないように配慮する。 

イ 授業等の場所が公民館等の学校以外の施設を利用する場合は、授業の効率化及び児

童生徒の安全確保に留意する。 

ウ 通学道路及びその他の被害状況に応じ、通学の安全について注意するよう指導する。

また、集団登下校の際は、地域住民、関係機関、団体及び保護者の協力を得るように

する。 

エ 学校に避難所が開設された場合には、特に児童生徒の指導及び管理に注意するとと

もに、避難収容が授業の支障とならないように留意する。 

オ 教育活動の実施に当たっては、被災による精神的な打撃によって児童生徒に生じや

すい心理的な障害に十分に配慮し、児童及び生徒の心のケアを図る。 

 ４ 教職員の確保 

   教育委員会は、教職員の被災状況を把握するとともに、十勝教育局及び北海道教育委員

会と緊密な連絡をとり教職員の確保に努める。 
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第３ 教科書及び学用品の調達並びに支給 

 １ 調達方法 

(1) 教科書の調達 

    被害の学校別、学年別、使用教科書毎にその数量を速やかに調査し、北海道教育委員

会に報告するとともに、その指示に基づき教科書供給書店に連絡し、供給を受けるもの

とする。また、町内の学校及び他市町村に対し使用済の教科書の供与を依頼するものと

する。 

(2) 学用品の調達   

    学用品については、町から調達する。 

 ２ 支給対象者 

   住家が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水の被害を受けた世帯の児童、生徒で

教科書、学用品を滅失又はき損した者に対して支給する。 

 ３ 支給の方法 

   学校教育部と学校長は、緊密な連絡を保ち支給の対象となる児童、生徒を調査把握し、

支給を必要とする学用品の確保を図り各学校長を通じて対象者に支給する。 

 ４ 支給品目 

(1) 教科書 

(2) 文房具（ノート、鉛筆、消ゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等） 

(3) 通学用品（運動靴、かさ、カバン、ゴム靴等） 

    その他例示品目以外のものについても被災状況、程度等実情に応じて適宜調達支給す

る。 

第４ 学校給食対策 

１ 給食施設が被災したときは、状況を確認して給食実施の可否について決定し、可能な場 

合は給食提供が図られるよう応急措置を講ずる。 

２ 給食を提供する場合には、食物アレルギー等に十分注意する。 

３  給食用物資が被災したときは、米穀及び牛乳については関係機関と連絡のうえ、直ちに 

緊急配送を行うものとし、その他の物資については応急調達に努めるものとする。 

４ 衛生管理には特に留意し、食中毒などの事故防止に努めるものとする。 

第５ 衛生管理対策 

  学校が被災者収容施設として利用される場合は次の点に留意し衛生管理を行うものとする。 

１ 校舎内、特に水飲場、トイレは常に清潔にして毎日１回の消毒を実施すること。 

 ２ 校舎の一部に被災者を収容して授業を継続する場合は、収容場所との間を隔絶すること。 

 ３ 収容施設としての使用が終ったときは校舎全体の清掃及び消毒を行うとともに便槽  

の汲み取りを実施すること。 

 ４ 必要に応じて、教職員及び児童生徒の伝染病予防接種や健康診断を実施すること。 

第６ 文化財等保全対策 

  文化財（有形文化財、無形文化財、民族資料、記念物等）は、その所有者及び管理者が常

に保全、保護にあたり、災害が発生したときはその被害状況に応じ適切な措置を講ずるもの

とする。 
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第７ 費用の限度額及び救助期間 

 救助法の基準による。 

第８ 学用品の給与状況 

  学用品の給与を実施したときは、次の様式により記録するものとする。 

様式 

学 用 品 の 給 与 状 況 
芽室町 

学校名 学年 

児 童
生 徒

氏 名

親権者

氏 名

給与

月日

給 与 の 内 訳  
実支

出額
備考 教 科 書 

国語 算数 鉛筆

月 日  円

計
小 学校 人 円

中 学校
人

円

学用品を上記のとおり給与したことに相違ありません。 

    年  月  日 

給与責任者（学校長） 

氏 名             印 

注１「給与月日」欄は、その児童生徒に対して最後に給与した給与月日を記入すること 

２「給与品の内訳」欄には、数量を記入すること。 
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第22節 住宅対策計画 

 災害により住宅を失い、又は破損のため居住ができなくなった世帯に対する住宅対策は本計

画の定めるところによる。 

第１ 実施責任者 

 １ 町長（建築施設部建築施設班）が実施する。 

２ 救助法が適用された場合の応急仮設住宅の設置は原則として知事が行う。ただし、救助 

法第30条第１項の規定により委任された場合は町長が実施する。 

第２ 応急仮設住宅 

１ 入居対象者 

原則として、住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資

力では住宅を確保できないものとする。 

２ 入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、町長（救護部救護班）が行う。 

３ 応急仮設住宅の建設 

原則として、応急仮設住宅の設置は知事が行う。 

４ 建設戸数 

町長の要請に基づき、知事は戸数を決定する。 

５ 建設予定場所 

原則として町有地とする。ただし、これによりがたいときは、適当な公有地又は私有地

とする。 

６ 規模、構造、存続期間及び費用 

(1) 応急仮設住宅の標準規模は、１戸につき29.7平方メートルを基準とする。構造は、原

則として軽量鉄骨組立方式による２～６連戸以下の連続建て若しくは共同建てとする。

ただし、被害の程度その他必要と認めた場合は１戸建て、または木造住宅により実施す

る。 

(2) 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事完了後、３か月以内であるが、特定行政庁

の許可を受けて、２年以内とすることができる。ただし、特定非常災害の被害者の権利

利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、政令で指定されたものに係

る応急仮設住宅については、さらに期間を延長することができる。 

(3) 費用は救助法及び関係法令の定めるところによる。 

７ 平常時の規制の適用除外措置 

  道及び町は、著しく異常かつ激甚な非常災害により避難所又は応急仮設住宅が著しく不

足し、被災者に対して住居を迅速に提供することが特に必要と認められるものとして当該

災害が政令で指定されたときは、避難所又は応急仮設住宅に関し、スプリンクラー等の消

防用設備等の設置義務に関する消防法第17条の規定の適用の除外措置があることに留意す

る。 

８ 管理 

救助法が適用され、道が設置する応急仮設住宅の管理について、町はこれに協力する。

救助法が適用されない場合、町が設置するものは、町が管理する。 
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 ９ 運営管理 

   応急仮設住宅の運営管理に当たっては、安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを

防止するための心のケア、入所者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、

女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できるように配慮する。 

   また、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受け入れに配慮する。 

第３ 建築資材の確保 

町長（建築施設部建築施設班）は、建築資材等の調達先を別に定めておくものとする。 

  なお、建築資材等の調達が困難な場合は、道及び関係機関に調達のあっせん等を依頼する

ものとする。 

第４ 費用の限度及び期間 

  救助法の基準による。 

第５ 応急仮設住宅及び住宅応急修理の記録 

応急仮設住宅及び住宅応急修理を実施した場合は、次により記録しておくものとする。 

 １ 応急仮設住宅台帳（様式１） 

 ２ 住宅応急修理記録簿（様式２） 

様式１ 

応 急 仮 設 住 宅 台 帳 

芽室町

応急仮設 

住宅番号

世帯主

氏 名

家族数 所在地

構造

区分

面積

敷地

区分

着工

月日

竣工

月日

入居

月日

実支

出額

備 

考 

月日 月日 月日  円

計 世帯 

注１ 「応急仮設住宅番号」欄は応急仮設住宅に付した番号とし設置箇所を明らかにした簡

単な図面を作成し添付すること。 

２ 「家族数」欄は、入居時における世帯主を含めた人員数を記入すること。 

  ３ 「所在地」欄は、応急仮設住宅の建設場所の住所を記入すること。 
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  ４ 「構造区分」欄は、木造住宅、プレハブ住宅、パイプ式組立住宅の別を記入するこ

と。 

５ 「敷地区分」欄は、公私有別とし、有無償の別を明らかにすること。 

  ６ ｢備考｣欄は、入居後における経過を明らかにしておくこと。 

様式２ 

住 宅 応 急 修 理 記 録 簿 

芽室町 

世帯主氏名  修理箇所概要 完 了 月 日 実 支 出 額 備   考 

  月  日       円 

計   世帯 

第23節 被災宅地安全対策計画 

本町において災害対策本部が設置されることとなる規模の地震又は降雨等の災害により、宅

地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害

を軽減、防止し、住民の安全を図る対策は、本計画に定める。 

第１ 危険度判定の要請 

町長（建築施設部建築施設班）は、被災宅地危険度判定士を活用し、被災宅地の危険度判

定を実施する。なお、町長は、危険度判定の実施を決定した場合、知事に危険度判定の支援

要請を行う。 

第２ 被災宅地危険度判定士の確保 

 町は、土木関係職員を対象として、被災した宅地の安全性等を判定できる被災宅地危険度

判定士の育成、登録するものとする。 
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第３ 被災宅地危険度判定の仕組み 

   判定チーム  

被害状況報告 

芽 室 町 

編成 

被災現場 
判定士の派遣要請 判定結果 

の報告 

判定活動 

必要な措置 

派遣要請 
北海道 

被災宅地危険度判定 

連絡協議会 

派遣要請 

第４ 判定士の業務 

判定士は次により被災地の危険度判定を行い、判定結果を表示する。 

(1) 「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、宅地ごとに調査票へ記入し判

定を行う。 

(2) 宅地の被害程度に応じ、「危険宅地」「要注意宅地」「調査済宅地」の３区分に判定する。 

(3) 判定結果は、当該宅地の見やすい場所（擁壁、のり面等）に判定ステッカーを表示す

る。 

区分 表示方法 

危険宅地 赤のステッカーを表示する。 

要注意宅地 黄のステッカーを表示する。 

調査済宅地 青のステッカーを表示する。 

第24節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画 

災害によって現に行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により既に死亡したと推定される

者の捜索、並びに遺体の収容処理及び埋葬の実施は、本計画に定める。 

第１ 実施責任者 

１ 町長（行方不明者の捜索は統括総務部総務班、遺体の収容は医療部医療班、遺体の埋葬

は環境土木部環境土木班とする。） 

２ 救助法適用後は、知事の委任を受けて町長が実施するが、遺体処理のうち、洗浄等の処

置及び検案については、知事の委託を受けた日本赤十字社北海道支部が行う。 

また、救助法が適用されていない場合でも、警察署、消防機関、自衛隊あるいは民間協

力団体等の協力を得て実施する。 

第２ 行方不明者の捜索 

１ 実施の方法 

行方不明者の捜索は、町長が警察署と協力し、消防機関及び地域住民の協力を得て捜索

班を編成し、必要な車両及び舟艇その他機械器具を活用して実施する。 
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２ 捜索要請 

町において被災し、行方不明者が流失等により他市町村に漂着していると考えられる場

合は、関係市町村に対し、次の事項を明示して捜索を要請する。 

(1) 行方不明者が漂着又は埋没していると思われる場所 

(2) 行方不明者数並びに氏名、性別、年齢、容ぼう、特徴、着衣等 

第３ 変死体の届け出 

変死体は、直ちに警察署に届け出るものとし、その検視後に処理にあたる。 

第４ 遺体の収容処理方法 

１ 実施者 

(1) 遺体の身元が判明している場合は、原則として遺族及び親族に連絡のうえ引渡す。 

(2) 災害による社会混乱のため、遺族等が遺体の処理を行うことができない場合は、町長

が行う。 

２ 遺体の収容処理 

(1) 遺体の識別のため、遺体の洗浄、縫合及び消毒をし、また遺体の撮影により身元確認

の措置をとる。 

(2) 遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時間に埋葬

ができない場合は、遺体を特定の場所（町内の寺院、公共建物又は公園等遺体の収容に

適当な場所）に安置し、埋葬の処理をするまで保存する。 

(3) 遺体は、死因その他の医学的検査を行う。 

第５ 遺体の埋葬 

災害の際、死亡した者で町長が必要と認める場合、応急的に遺体を埋葬する。埋葬にあた

っては、次の点に留意する。 

１ 事故死の遺体は、警察機関から引継ぎを受けた後埋葬する。 

２ 身元不明の遺体は、警察その他関係機関に連絡してその調査にあたるとともに埋葬にあ

たっては、土葬又は火葬とする。 

３ 被災地以外に漂着した遺体のうち身元が判明しないものの埋葬は、行旅死亡人扱いとす

る。 

第６ 平常時の規制の例外措置 

 町は、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、公衆衛生上の危害の発生を防止するため

の緊急の必要があると認められるものとして当該災害が政令で指定されたときは、埋葬及び

火葬に関する各種証明・許可証が同一の市町村で発行されない場合等に対応し、厚生労働大

臣が、その定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）第５条及

び第14条に規定する手続きの特例を定めることができることに留意する。 

第７ 行方不明者の捜索、遺体の収容及び埋葬のための費用及び期間 

救助法が適用された場合に準じて行う。 

第８ 火葬場の状況 

火葬場名 所在地 

芽室町斎場 芽室町上伏古10線８番地 
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第９ 救助法の適用と実施 

救助法の基準による。（「第36節 災害救助法の適用と実施」参照） 

第10 遺体の捜索等の記録 

遺体捜索、遺体処理及び埋葬した場合は、次により記録しておくものとする。 

１ 遺体捜索状況（様式１） 

２ 遺体処理台帳（様式２） 

３ 埋葬台帳（様式３） 

様式１ 遺体捜索状況 
芽 室 町 

年月日 捜索地区 捜索遺体
捜索用機械器具 

金額 備考 
名称 数量 所有者管理者名 

     円

注：捜索用機械器具は、借上費の有償無償の別を問わず記入するものとし、有償による場合のみ、その借上費

を金額欄に記入すること。 

様式２ 遺体処理台帳 
芽 室 町 

処理年

月日 

遺体発

見日時

及び場

所 

死亡者

氏名 

遺 族 洗浄等の処理 
遺体の

一時保

存 

検案料
実支出

額 
備考 

氏名 

死亡者

との関

係 

品名 数量 金額 

      円  円 円

計 人
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様式３ 埋葬台帳 
芽 室 町 

死亡年

月日 

埋葬年

月日 

死亡者 埋葬を行った者 埋 葬 費 

備考 

氏名 年齢 

死亡者

との関

係 

氏名 

棺(付

属品を

含む) 

埋葬又

は火葬

料 

骨箱 計 

     円 円 円 円

計 人

 注：１ 埋葬を行った者が町長であるときは、遺族の氏名を「備考」欄に記入すること。 
   ２ 町長が棺、骨箱等現物で給与したときは、その旨を「備考」欄に記入すること。 

   ３ 埋葬を行った者に埋葬費を支給したときは、その旨及び金額を「備考」欄に記入す

ること。 

第25節 障害物除去計画 

災害によって道路、住民又はその周辺に運ばれた土砂、流木等で生活に著しい障害をおよぼ

しているものを除去して、り災者の保護を図ることについては、本計画の定めるところによる。 

第１ 実施責任者 

１ 町長（環境土木部環境土木班）が実施する。 

２ 救助法が適用された場合は知事が行い、町長はこれを補助する。ただし、救助法第30条

第１項の規定により委任された場合は町長が行う。 

３ 道路、河川その他公共施設に障害を及ぼすおそれのある場合は、道路法、河川法その他

関係法令に定めるそれぞれの施設の管理者が行うものとする。 

第２ 障害物除去の対象 

災害時における障害物の除去は、住民の生活に著しい支障及び危険を与えると予想される

場合並びにその他公共的立場から必要と認められたとき行うものとする。 

１ 道路、河川等に係る障害物の除去の対象となるものはおおむね次のとおりである。 

(1) 障害物の除去が交通の安全と輸送確保に必要な場合 

(2) 河川における障害物の除去は、それによって河川の流れを良くし、溢水の防止と護岸

等の決壊を防止するため必要と認める場合 

(3) その他公共的立場から除去を必要とする場合 

２ 住宅等に係る障害物の除去の対象となるものは、次のすべての要件に該当する場合に限

るものとする。 

(1) 土砂、流木等の障害物が日常生活に欠くことのできない場所（居室、炊事場、トイレ

等）に運びこまれたため、当面の生活が営み得ない状態にあり、かつ当該住宅以外に居

住の方法がないもの。 

(2) 自らの資力をもっては、障害物の除去ができないもの 
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(3) 住宅が半壊又は床上浸水したもの 

第３ 障害物除去の方法 

 １ 実施責任者は、自ら応急対策器具を用い、又は状況に応じ自衛隊及び土木業者の協力応

援を得て速やかに障害物の除去を行う。 

 ２ 障害物除去の方法は、原状回復でなく、応急的な除去に限るものとする。 

第４ 障害物の集積場所等 

 １ 除去した障害物は、それぞれの実施機関において付近の遊休地、グラウンド等を利用し

集積するものとする。 

２ 北海道財務局、道及び町は、相互に連携しつつ、公共用地等の有効利用に配慮する。 

第５ 除去に必要な資器材及び搬送 

町有機械のみでは、障害物の除去を実施することができないときは民間業者の車両を借り

上げるものとする。 

第６ 費用の限度及び期間 

救助法の基準による（「第36節 災害救助法の適用と実施」参照）。 

第７ 障害物除去の状況の記録 

  障害物を除去した場合は、次の様式により記録するものとする。 

様式 
障 害 物 除 去 の 状 況 

芽室町 

住家被害 
程度区分 

氏   名 
除去に要 
した機関 

実支出額
除去に要すべ

き状態の概要
備  考

計
半壊( ) 世帯

 世帯

第26節 応急土木対策計画 

災害時における公共土木施設及びその他土木施設(以下「土木施設」という。)の災害応急土

木対策は、この計画の定めるところによる。  

第１ 災害の原因及び被害種別  

１ 災害の原因  

(1) 暴風、竜巻、洪水、地震その他の異常な自然現象  

(2) 豪雨、豪雪、融雪、雪崩及び異常気象等による出水  
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(3) 山崩れ 

(4) 地滑り 

(5) 土石流 

(6) 崖崩れ 

(7) 落雷 

２ 被害種別 

(1) 道路路体の地形地盤の変動及び崩壊 

(2) 盛土及び切土法面の崩壊 

(3) 道路上の崩土堆積 

(4) トンネル、橋梁及び道路と一体となって効用を全うする附属施設の被害 

(5) 河岸、堤防、護岸、水制、床止め及びその他施設の被害 

(6) 河川及び砂防えん堤の埋塞 

(7) 砂防、地滑り及び急傾斜地の崩壊を防止する施設の被害 

(8) ダム、溜池等えん堤の流失及び決壊 

(9) ダム貯水池の流木等の堆積 

(10) 下水道管渠の蛇行、閉塞、亀裂及び施設の冠水 

第２ 応急土木復旧対策  

１ 実施責任者  

災害時における土木施設の応急復旧等は、当該施設の管理者又はその他法令による当該

施設の管理者以外の者に実施する。  

２ 応急対策及び応急復旧対策  

災害時における被害の発生を予防し、また、被害の拡大を防止するための施設の応急措

置及び応急復旧対策は、次に定めるところによるものとする。 

(1) 応急措置の準備  

ア 所管の施設につき、予め防災上必要な調査を実施し、応急措置及び応急復旧を実施

するための資機材の備蓄及び調達方法等を定めておくものとする。  

イ 災害の発生が予想されるときは、逐次所管の施設を巡回監視し、周囲の状況及び推

移等を判断して、応急対策の万全を期するものとする。 

(2) 応急措置の実施  

所管の施設の防護のため、逐次補強等の防護措置を講ずるとともに、状況により自己

の能力で応急措置を実施することが困難と認められる場合、又は当該施設が災害を受け

ることにより被害が拡大して他の施設に重大な影響を与え、又は住民の生活に重大な支

障を与えることが予想される場合は、応急公用負担等を実施し、又は、道及び防災関係

機関、自衛隊等の協力を求めるものとする。 

(3) 応急復旧  

災害が終局したときは、速やかに現地の状況に即した方法により（２）に定めるとこ

ろに準じ、応急復旧を実施するものとする。  

第３ 関係機関等の協力  

関係機関等は、法令及び町防災計画に定めるところにより、それぞれ必要な応急措置を実

施するとともに、当該施設の管理者が実施する応急措置等が、的確円滑に実施されるよう協

力するものとする。  
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また、公共土木施設の管理者は、地域の関係団体や企業と（協定を結ぶなど）連携を図る

ことにより、管理者が実施する応急措置等が円滑に実施されるよう協力体制の確立を図るよ

う努めるものとする。  

第27節 応急飼料計画 

 災害に際し家畜飼料の応急対策については、本計画によるものとする。 

第１ 実施責任者 

町長（農林部農林班）が実施する。 

第２ 実施の方法 

町長は、被災農家の飼料等の確保ができないときは、応急飼料、転飼場所及び再播用飼料

作物種子の斡旋区分により、次の事項を明らかにした文書をもって十勝総合振興局長を通じ

て道農政部長に応急飼料の斡旋を要請することができるものとし、道は必要に応じ、農林水

産省生産局に応急飼料の斡旋を要請するものとする。 

１ 飼料（再播用飼料作物種子を含む。） 

(1) 家畜の種類及び頭羽数 

(2) 飼料の種類及び数量（再播用種子については、種類、品質及び数量） 

(3) 購入予算額 

(4) 農家戸数等の参考となる事項 

２ 転飼 

(1) 家畜の種類及び頭数 

(2) 転飼希望期間 

(3) 管理方法（預託、附添等） 

(4) 転飼予算額 

(5) 農家戸数等の参考となる事項 

第３ 家畜用水の確保 

災害により営農用水施設の破壊又は用水汚染が生じた場合、自家用井戸又は自然河川水の

利用を図り、速やかに施設の応急修理を行うとともに災害復旧に努めるものとする。 

第28節 労務供給計画 

災害時における災害応急対策の実施に、職員の労力だけでは十分な効果をあげることが困難

な場合、次により労務者を確保し災害対策の円滑な推進を図ることについては、本計画による

ものとする。 

第１ 実施責任者 

１ 町長（統括総務部総務班）が実施する。 

２ 救助法が適用された場合は、町長が知事の委任を受けて行う。 

第２ 民間団体への協力要請 
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１ 動員等の順序 

災害応急対策の要員を確保する場合の順序として、まず奉仕団の動員、次に被災地区以

外の住民の協力を得るものとし、特に必要な場合に労務者の雇上げをする。 

２ 動員の要請 

本部の各班において奉仕団等の労力を必要とするときは、次の事項を示し統括総務部総

務班を通じて要請する。 

(1) 動員を必要とする理由 

(2) 作業の内容 

(3) 作業場所 

(4) 就労予定期間 

(5) 所要人員 

(6) 集合場所 

(7) その他参考事項 

３ 住民組織等の要請先及び活動 

(1) 住民組織等の要請先 

「第４章第２節 自主防災組織の育成に関する計画」で編成された自主防災組織 

(2) 住民組織等の活動内容 

住民組織等の活動内容は次のとおりとし、作業の種別により適宜協力を求める。 

ア 避難所に受入された被災者の世話 

イ 被災者への炊き出し 

ウ 救援物資の整理、配送及び支給 

エ 被災者への飲料水の供給 

オ 被災者への医療及び助産の協力 

カ 避難所の清掃 

キ 町の依頼による被害状況調査 

ク その他災害応急措置の応援 

第３ 労務者の雇上げ 

活動要員の人員が不足し、又は特殊作業のため労働力が必要なときは、労務者を雇上げる。 

１ 労務者の雇上げの範囲 

(1) 被災者の避難誘導のための労務者 

(2) 医療及び助産のための移送労務者 

(3) 被災者救出用機械、器具及び資材の操作のための労務者 

(4) 飲料水の運搬、機材操作、浄水用薬品の配布等のための労務者 

(5) 救援物資支給のための労務者 

(6) 行方不明者の捜索及び処理のための労務者 

２ 職業安定所長への要請 

町において労務者の雇上げができないときは、次の事項を明らかにして公共職業安定所

長に求人の申込みをする。 

(1) 職種別所要労務者数 

(2) 作業場所及び作業内容 

(3) 期間、賃金等の労働条件 

(4) 宿泊施設等の状況 

(5) その他必要な事項 
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第４ 救助法の適用と実施 

救助法の基準による。（「本章第36節 災害救助法の適用と実施」参照） 

第29節 ヘリコプター活用計画 

災害時には陸上の道路交通の寸断が予想されることから、被災状況に関する情報収集、救助

活動、負傷者の緊急搬送、緊急物資の輸送、人員搬送等の緊急の応急対策のための、ヘリコプ

ターの広域的かつ機動的な活用については、本計画に定めるものとする。 

第１ 基本方針 

町は、町内において災害が発生し、迅速かつ的確な災害応急対策の実施のために必要があ

る場合は、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」の定めにより、広域的及び機動的に活動

できる消防防災ヘリコプターの有効活用を図る。 

第２ 実施責任者 

消防防災ヘリコプターの出動要請は、町長が行うものとする。 

第３ 実施方法 

１ 要請の要件 

町長は、町内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、次のいずれかに該当

する場合は、消防防災ヘリコプターの出動を要請する。 

(1) 町の消防力によって災害防止が著しく困難な場合 

(2) 災害が隣接する市町村に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

(3) その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められた場合 

２ 要請方法 

町長からの知事（総務部危機対策局危機対策課防災航空室）に対する要請は、電話等に

より次の事項を明らかにして行うものとする。 

(1) 災害の種類 

(2) 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

(3) 災害現場の気象状況 

(4) 災害現場の最高責任者の職・氏名及び災害現場への連絡方法 

(5) 消防防災ヘリコプターが離着陸する場所及び地上支援体制 

(6) 応援に要する資機材の品目及び数量 

(7) その他必要な事項 

３ 町の受入体制等 

(1) 道と連携して適切なヘリポートを選定し、必要な人員の配置、散水及び危険防止のた

めの適切な措置を行う。 

(2) 連絡責任者はヘリポートで待機し、必要に応じて機長等との連絡にあたる。 

(3) ヘリポートの開設については、本章第８節「輸送計画」による。 

(4) ヘリポートの整備方法については、本章第８節「輸送計画 ヘリコプター着陸可能地

選定条件」による。 
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第４ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

消防防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分に活用すること

ができ、その必要性が認められる場合に運行する。 

１ 災害応急対策活動 

(1) 被災状況調査などの情報収集活動 

(2) 救援物資、人員、資機材等の搬送 

２ 救急及び救助活動 

(1) 疾病者、医師等の搬送 

(2) 被災者の救助及び救出 

３ 火災防御活動 

(1) 空中消火 

(2) 消火資機材、人員等の搬送 

４ その他 

ヘリコプター等の活用が有効と認める場合 

指定離着陸場 

場所 所在地 面積(㎡) 管理者 

芽室中グラウンド 東６条南３丁目 91,000 学校長 

離着陸可能地 

場所 所在地 面積(㎡) 管理者 

芽室高校グラウンド 東めむろ１条北１丁目６ 37,092 学校長 

芽室西小グラウンド 西３条６丁目 22,250 学校長 

芽室小グラウンド 東４条南２丁目 35,052 学校長 

旧平和小グラウンド 平和西16線19 5,208 町 長 

旧祥栄小グラウンド 祥栄西14線２ 6,658 町 長 

旧毛根小グラウンド 毛根北５線９ 6,273 町 長 

旧西士狩小グラウンド 西士狩北４線48 5,208 町 長 

旧栄小グラウンド 栄３線24 8,104 町 長 

旧明正小グラウンド 坂の上10線47 12,987 町 長 

集団研修施設グラウンド 美生２線38 11,100 町 長 

上美生中グラウンド 上美生５線31 26,297 学校長 

芽室南小グラウンド 新生南６線25 15,007 学校長 

芽室西中グラウンド 芽室南２線30 35,000 学校長 



北海道消防防災ヘリコプターによる救急患者の救急搬送手続要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱第15条第３項及び北海道消防

防災ヘリコプター緊急運航要領第４条ただし書の規定に基づき、救急患者の緊急搬送につい

ての必要な手続等を定めるものとする。 

（手続） 

第２条 救急患者の緊急搬送に係る各機関の手続は、次によることとする。 

(1) 依頼病院等 

ア 依頼病院等は、救急患者の緊急搬送が必要であると判断した場合は、受入医療機関を

確保した後、あらかじめ総務部危機対策局防災消防課防災航空室（以下｢航空室｣という。）

に連絡するものとする。この場合における連絡は、様式第1号によりファクシミリを使

用して行うとともに、送付後、必ず電話により到着の確認等を行うものとする。 

イ 依頼病院等は、航空室に連絡をした後、当該市町村（消防の一部事務組合を含む。以

下｢市町村等｣という。）に救急患者の緊急搬送を要請するものとする。この場合の要請

方法は、アの例によるものとする。 

ウ 依頼病院等は、市町村等から運航の可否・運航スケジュール等の連絡を受けた場

合は、その内容を受入医療機関へ連絡するものとする。 

(2) 市町村等 

ア 市町村等は、依頼病院等からヘリコプターの出動要請を受けたとき又は生命が危険な

傷病者を搬送する必要があると認められる場合は、航空室へヘリコプターの出動を要請

し、その後関係総合振興局又は関係振興局にその旨を連絡するものとする。これらの場合

における要請は、電話により行うとともに、様式第1 号によりファクシミリを使用して

行うものとする。 

イ 市町村等は、依頼病院からヘリコプターの出動要請を受けた場合を除き、受入医療機

関の確保を行うものとする。 

ウ 市町村等は、ヘリコプターの離着陸場を確保しその安全対策を講ずるとともに救急自

動車の手配を行うものとする。 

エ 市町村等は、航空室から運航の可否・運航スケジュール等の連絡を受けた場合はその

内容を依頼病院等に連絡するものとする。 

(3) 航空室 

ア 航空室は、依頼病院等から連絡を受けた場合は、消防防災ヘリコプターの出動準備を

開始するものとする。 

イ 航空室は、市町村等からヘリコプター出動の要請を受けた場合は、出動の可否につい

て判断し、その結果を市町村等に連絡するとともに、関係総合振興局又は関係振興局にそ

の旨を連絡するものとする。 

ウ 航空室は、給油及び夜間等の空港使用（航空保安施設の運用等）が必要な場合は、市

町村等と連絡調整を行うものとする。 

（他の機関への要請等） 

第３条 航空室は、市町村等からヘリコプター出動の要請を受け消防防災ヘリコプターが運航

できない場合は、北海道警察本部（航空隊）、札幌市（消防局）、陸上自衛隊北部方面総監部、

航空自衛隊第二航空団司令部及び第一管区海上保安本部に対し、必要な情報を提供するもの

とする。この場合における情報提供の方法は、様式第１号によりファクシミリを使用して行

うものとする。 

２ 航空室は、消防防災ヘリコプターが運航できない場合は、前項に規定する機関に対し、航

空機の出動を要請するものとする。 

（付添人の搭乗） 

第４条 医師が付添人を必要と認めた場合は、原則として１名に限り搭乗させることができる

ものとする。この場合において、付添人は、あらかじめ様式第２号の誓約書を機長に提出す

るものとする。 

（その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、ヘリコプターの出動に関し必要な事項は別に定めるも

のとする。 

附 則 

この要領は、平成８年７月１日から施行する。 

この要領は、平成18年４月１日から施行する。 

この要領は、平成19年６月１日から施行する。 

この要領は、平成22年４月１日から施行する。 
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救急患者の搬送要請手続系統図 

市町村からの要請先［防災航空室（24時間体制）］ 

 札幌市東区栄町964番地 

  電話 011-782-3233 

  FAX  011-782-3234 

医 療 機 関 市 町 村

消 防 機 関

防災航空室 

道（危機対策課）

十勝総合振興局

札幌市消防局 

運   航 

市 町 村 

防災航空室

陸上自衛隊 

航空自衛隊 

海上自衛隊 

道警（航空隊）

運   航 

要請 

回答 

連絡 
要 

請 

回 

答 

連絡 

回答 

[覚書]

要請 

[災害派遣・業務協力]
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［参 考］ 

  消防防災ヘリコプター緊急運航要請フロー 

地震・風水害の災害、事故

交 通 遠 隔 地 等 の 傷 病 者

ビ ル 火 災 

林 野 火 災 

市 町 村 

(消 防 機 関) 

北 海 道 防 災

航 空 室

道   庁 

通報 

通報 

出動 出動 

偵察 

救急救助 

輸送 

空中消火 

偵察 

救助 

応援要請 

TEL・FAX 

報告 
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第30節 自衛隊派遣要請及び活動計画 

大規模な災害が発生したとき、町の力だけでは救助に必要な人員、設備等を確保することが

困難を予想されるような場合には、人命又は財産の保護のため、自衛隊法第83条に基づく自衛

隊の派遣要請を行い、適切な救助活動等の活動については、本計画に定めるものとする。 

第１ 災害派遣要請基準 

１ 人命救助のための応援を必要とするとき。 

２ 災害又は災害発生が予想され、緊急の措置に応援を必要とするとき。 

３ 救急物資の輸送のため応援を必要とするとき。 

４ 主要道路の応急復旧に応援を必要とするとき。 

５ 応急措置のための医療、防疫、給水及び通信支援などの応援を必要とするとき。 

第２ 災害派遣要請の要領等 

１ 派遣要請方法 

自衛隊の災害派遣を要請する必要が生じたときは、次の事項を明らかにして、「様式１ 

自衛隊派遣要請書」により知事に対し要請を要求する。この場合において、町長は、必要

に応じてその旨及び本町の地域に係る災害の状況を要請先である指定部隊等の長に通知す

るものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等で要請を要求し、事後速やか

に文書を提出する。また、人命の緊急救助に関し、知事に依頼するいとまがないとき、又

は通信の途絶などにより知事と指定部隊との連絡が不能である場合等については、直接指

定部隊等の長に通知することができる。 

(1) 災害の状況及び派遣を要請する事由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(4) 派遣部隊が展開できる場所 

(5) その他参考となる事項 

２ 担当の対策部班及び要請先 

自衛隊の災害派遣要請は、統括総務部総務班が行い、連絡及び関係書類の提出先は、十

勝総合振興局地域創生部危機対策室主査（危機対策）とする。 

第３ 災害派遣部隊の受入れ体制 

１ 受入れ準備の確立 

知事（十勝総合振興局長）から災害派遣の通知を受けたときは、次により措置する。 

(1) 担当部班 

受入れ担当部班は、統括総務部があたる。 

(2) 連絡職員の指名 

本部長は、現地責任者を指名し、自衛隊現地指揮官との協議、決定及び連絡にあたら

せる。 

(3) 作業計画の樹立、機材等の保管場所等の準備 

担当部班は受入れのため、次の事項に関し計画を立て、自衛隊の活動が速やかに開始

されるよう、必要な措置及び準備をとるものとする。 

ア 応援を求める作業の内容 

イ 所要人員 
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ウ 機材等の確保 

エ 派遣部隊の車両、機材等の保管場所等の準備 

オ 派遣部隊の滞留場所 

２ 派遣部隊到着後の措置 

(1) 派遣部隊との作業計画等の協議 

担当部班は、派遣部隊が到着した場合は、派遣部隊を目的地に誘導するとともに、派

遣部隊の責任者と応援作業計画等について協議し、調整のうえ必要な措置をとる。 

(2) 知事（十勝総合振興局）への報告 

統括総務部総務班は、到着後及び必要に応じて次の事項を十勝総合振興局地域創生部

危機対策室主査（危機対策）に報告する。 

ア 派遣部隊の長の官職名 

イ 隊員数 

ウ 到着日時 

エ 従事している作業内容及び進捗状況 

オ その他参考となる事項 

第４ 経費負担等 

１ 自衛隊が防災活動に要する次の費用は、派遣部隊の受入れ側（町）において負担する。 

(1) 資材費及び機器借上料 

(2) 電話料及びその施設費 

(3) 電気料 

(4) 水道料 

(5) 汲取料 

２ その他必要経費については、自衛隊及び関係機関において協議のうえ定める。 

３ 派遣部隊は、関係機関又は民間から宿泊、給食施設、設備等の提供を受けた場合には、

これを利用することができる。 

第５ 派遺部隊の撤収要請 

町長は災害派遣要請の目的を達成したとき、又はその必要がなくなったときは、「様式２自

衛隊派遣撤収要請書」により、速やかに文書をもって撤収の要請をするものとする。ただし、

文書による報告が日時を要するときは、口頭又は電話等で要請し、その後文書を提出する。 

第６ 依頼（通報）先 

 １ 十勝総合振興局（帯広市東３条南３丁目） 

   事務取扱：地域創生部危機対策室 0155-24-2191（災害優先電話） 

 ２ 陸上自衛隊第５旅団（緊急やむを得ない場合） 

   派遣要請部署：第４普通科連隊第３科 

   直通 0155-48-5121（内線3032） 
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様式１ 自衛隊派遣要請書 

第     号

年  月  日

北海道知事（十勝総合振興局長）様 

芽室町長

自衛隊の災害派遣について 

このことについて、人命保護のため緊急措置が必要なので、次の通り要請願います。 

記 

１ 災害の状況及び派遣を要請する事由 

２ 派遣を希望する期間 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

４ 派遣部隊が展開できる場所 

５ その他参考となる事項 

（   課   係）
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様式２ 自衛隊派遣撤収要請書 

第     号

 年  月  日

北海道知事（十勝総合振興局長）様 

芽室町長

自衛隊の災害派遣の撤収について 

  年  月  日付け第 号で依頼した災害派遣について、次のとおり撤収要請願いま

す。 

記 

１ 撤収理由 

２ 撤収要請日時      年  月  日  時  分 

（   課   係）
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第31節 広域応援・受援計画 

 大規模災害が発生した場合、町単独では十分な応急及び復旧活動を実施することが困難と判

断した場合、道及び他市町村への応援要請については、本計画に定める。なお、応援要請にあ

っては受入体制に不備が生じないよう十分配慮する。また、他の市町村が被災した場合は、被

災地被害状況の情報収集を積極的に行うとともに、速やかに応援体制を整える。 

更に冬期は、積雪・凍結等により、部隊の移動や、救助、輸送、復旧活動に通常より時間を

要することから、平常時から装備・資機材の充実、活動要領等を考慮する必要がある。 

 なお、広域応援・受援のうち、広域一時滞在については、「第４節 避難対策計画 第８」に

よる。 

第１ 「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づく要請 

(1) 基本法第67条第１項及び第68条第１項の規定に基づき、道及び市町村相互の応援を円

滑に遂行するために締結した「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する

協定」に基づき、応援要請をする。 

(2) 町長は、災害応急対策を実施するに当たり必要があると認めるときは、他の市町村長

及び知事（十勝総合振興局長）に対し、応援を求めるものとする。 

(3) 町長は、道内の被災市町村長及び知事から応急措置を実施するための応援を求められ

た場合において、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。 

 １ 応援要請の区分及び連絡系統図 

第１１要請（同一振興局の市町村への要請） 

芽室町 

（統括総務部統括班） 

℡0155-62-9720 

道防災無線 

6－867-99 

応援 管内市町村 

（防災担当課） 

十勝総合振興局 

（地域創生部危機対策室）

℡0155-26-9023 

道防災無線6-850-2191 

北海道（本庁） 

（総務部危機対策課） 

℡011-231-4111 

道防災無線6-210-22-563 連絡 

 注：十勝総合振興局との連絡がとれない場合又は十勝総合振興局を経由するいとまがない場

合は、直接市町村間で応援要請及び応援の不可に関する通報を行うものとする。なお、

事後、十勝総合振興局にその旨連絡するものとする。 
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第２要請（他振興局の市町村への要請） 

注：十勝総合振興局との連絡がとれない場合又は十勝総合振興局を経由するいとまがない場

合は、直接市町村間、又は本庁を経由して応援要請及び応援の可否に関する通報を行う

ものとする。なお、事後、十勝総合振興局にその旨を連絡するものとする。 

第３要請（要請市町村が北海道知事に対して行う応援要請） 

            要    応     通 

            請    援     報 

芽 室 町 

（統括総務部統括班） 

℡0155-62-9720 

道防災無線 

6－867-99

                連絡 

                指示 

十勝総合振興局 

（地域創生部危機対策室）

TEL 0155－26－9023 

道防災無線 

6－850-2191 

十勝総合振興局 

（地域創生部危機対策室） 

 TEL 0155－26－9023 

道防災無線 6－850-2191 

北海道（本庁） 

℡011-231-4111 

道防災無線 

6-210-22-563 

北海道（本庁） 

（総務部危機対策課） 

℡011-231-4111 

道防災無線 

6-210-22－563

他の振興局 

( )

芽室町 

（統括総務部統括班） 

℡0155-62-9720 

道防災無線 

6－867-99 

管外市町村 

(防災担当課） 

応援 

要請 

通報 

要請 

通報 
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２ 応援の種類 

要請により受けられる応援の種類については、次のとおりである。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供、並びに斡   

旋 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急措置等に必要な資機材並びに物資の提供、並

びに斡旋 

(3) 災害応急活動に必要な車両等の提供及び斡旋 

(4) 災害応急活動に必要な職員の派遣 

(5) 被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋 

(6) その他特に要請のあった事項 

 ３ 知事に対する応援要請等 

(1) 町長は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、知事に対し応援

を求め又は応急対策の実施を要請する。 

(2) 町長は、知事が、災害発生都道府県知事又は、内閣総理大臣から他都府県の災害発生

市町村長の応援を求められたことに伴い、知事から当該災害発生市町村長の応援につい

て求められた場合、必要と認める事項について応援協力に努める。 

第２  ｢北海道広域消防相互応援協定」に基づく要請 

１ 大規模災害が発生し、町単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施できない

場合は、道等に応援を要請するほか、｢北海道広域消防相互応援協定｣に基づき、他の消防

機関に応援を要請する。 

また、必要に応じ、町長を通じて道に対して広域航空応援（ヘリコプター）、他都府県の

緊急消防救助隊による応援を要請するよう依頼する。 

２ 他の消防機関等の応援が円滑に行われるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換を

行うほか、他の消防機関等の応援受入体制を確立していく。 

３ 消防機関は、緊急消防援助隊を充実強化するとともに実践的な訓練等を通じて、人命救

助活動等の支援体制の整備に努めるものとする。 

第３ 岐阜県揖斐川町との「災害時等の相互応援に関する協定」に基づく要請 

 １ 基本法第67条第１項の規定に基づき、芽室町と揖斐川町相互の応援を円滑に遂行するた

めに締結した「災害時の相互応援に関する協定書」に基づき、応援要請する。 

 ２ 相互応援に関する連絡担当部課は次のとおりとする。 

連絡担当部課 電  話 ファックス 

芽室町総務課危機対策係 0155-62-9720 0155-62-4599 

揖斐川町総務部総務課総務係 0585-22-2111 0585ｰ22ｰ4496 

第４ 岐阜県大野町との「災害時等の相互応援に関する協定」に基づく要請 

１ 基本法第67条第１項の規定に基づき、芽室町と大野町相互の応援を円滑に遂行するため

に締結した「災害時等の相互応援に関する協定書」に基づき、応援要請する。 

２ 相互応援に関する連絡担当部課は次のとおりとする。 

 連絡担当部課 電  話 ファックス 

芽室町総務課危機対策係 0155-62-9720 0155-62-4599 

大野町総務課危機管理防災係 0585-34-1111 0585-34-1110 
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第５ 岐阜県池田町との「災害時等の相互応援に関する協定」に基づく要請 

１ 基本法第67条第１項の規定に基づき、芽室町と池田町相互の応援を円滑に遂行するため

に締結した「災害時等の相互応援に関する協定書」に基づき、応援要請する。 

２ 相互応援に関する連絡担当部課は次のとおりとする。 

連絡担当部課 電  話 ファックス 

芽室町総務課危機対策係 0155-62-9720 0155-62-4599 

池田町総務部総務課管財契約係 0585-45-3111 0585-45-8314 

第６ 十勝定住自立圏共生ビジョンにおける「定住自立圏の形成に関する協定」に基づく要請 

 １ 国の「定住自立圏構想推進要綱（平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知）」の

規定に基づき、中心市宣言を行った帯広市と、帯広市の中心市宣言に賛同した芽室町が締

結した「定住自立圏の形成に関する協定書（地域防災体制の構築）」に基づき、応援要請す

る。 

 ２ 相互応援に関する連絡担当部課は次のとおりとする。 

連絡担当部課 電  話 ファックス 

芽室町総務課危機対策係 0155-62-9720 0155-62-4599 

帯広市危機対策課危機対策係 0155-65-4103 0155-23-0151 

第７ 広尾町「災害時等の相互応援に関する協定」に基づく要請 

１ 基本法第67条第１項の規定に基づき、芽室町と広尾町相互の応援を円滑に遂行するため

に締結した「災害時の相互応援に関する協定書」に基づき、応援要請する。 

 ２ 相互応援に関する連絡担当部課は次のとおりとする。 

連絡担当部課 電  話 ファックス 

芽室町総務課危機対策係 0155-62-9720 0155-62-4599 

広尾町総務課総務係 01558-2-0175 01558-2-4933 

第32節 職員派遣計画 

災害応急対策又は災害復旧対策のため必要に応じ、基本法第29条の規定により知事又は町長

等が、指定行政機関、指定地方行政機関の長等に対し職員の派遣の斡旋を求める場合について

は、本計画に定めるものとする。 

第１ 要請権者 

１ 知事 

２ 町長 

第２ 要請手続等 

１ 職員の派遣を要請しようとするときは、要請権者は次の事項を明らかにした文書をもっ

て行うものとする。なお、道又は町は職員の派遣を要請しようとするときは、知事又は町

長にあらかじめ協議しなければならない。 

(1) 派遣を要請する理由 

(2) 派遣を要請する職員の職種別人員数 

(3) 派遣を必要とする期間 
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(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣の斡旋について必要な事項 

２ 職員の派遣の斡旋を求めようとするときは、要請権者は次の事項を明らかにした文書を

もって行うものとする。なお、国の職員の派遣斡旋のみでなく地方自治法（昭和22年法律

第67号）第252条の17に規定する地方公共団体相互間の派遣についても含むものである。 

(1) 派遣の斡旋を求める理由 

(2) 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数 

(3) 派遣を必要とする期間 

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣の斡旋についての必要な事項 

第３ 派遣職員の身分取扱 

１ 派遣職員の身分取扱いは、原則として職員派遣側（以下「派遣側」という。）及び職員派

遣受入側（以下「受入側」という。）の双方が有するものとし、従って双方の法令・条例及

び規則（以下「関係規定」という。）の適用があるものとする。ただし、この場合双方の関

係規定に矛盾が生じた場合には、双方協議のうえ決定する。また、受入側はその派遣職員

を定数外職員とする。 

２ 派遣職員の給料等の双方の負担区分は、指定行政機関及び指定地方行政機関の職員につ

いては、基本法第32条第２項及び同法施行令第18条の規定により、また地方公共団体の職

員については地方自治法第252条の17の規定によるものとする。 

３ 派遣職員の分限及び懲戒は派遣側が行うものとする。ただし、地方公共団体相互間の派

遣については、双方協議のうえ、決定するものとする。 

４ 派遣職員の服務は派遣受入側の規定を適用するものとする。 

５ 受入側は、災害派遣職員に対し災害派遣手当を支給することができる。 

（参考） 昭和37年自治省告示第118号（災害派遣手当の額の基準） 

災害対策基本法施行令第19条の規定に基づき、災害派遣手当の基準額を次のとおり定める。 

派遣を受けた都道府県または

市町村の区域に滞在する期間 

公用の施設又はこれに準ず

る施設（1日につき） 

その他の施設 

（１日につき） 

30日以内の期間 3,970円 6,620円 

30日を超え60日以内の期間 3,970円 5,870円 

60日を超える期間 3,970円 5,140円 

第33節 防災ボランティアとの連携計画 

災害時においては、大量かつ広範なボランティアニーズが発生し、それに迅速的確に対応す

ることが求められる。災害時に全国各地から集まるボランティアに対し、受入窓口を設置して

適切な受け入れを行い、このため、防災ボランティア団体・NPOとの連携については、本計画に

定めるところによる。 

第１ 行政とボランティアの役割 

ボランティアの自主性と主体性を尊重しながら、行政とボランティアとの役割分担を明確

にし、平常時から連携・協力関係の確立に努める。 
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第２ ボランティア団体・NPOの協力 

町、防災関係機関等は、奉仕団又は各種ボランティア団体等からの協力の申入れ等により、

災害応急対策の実施について労務の協力を受ける。 

第３ ボランティアの受け入れ 

町（保健支援部援護班）及び芽室町社会福祉協議会は、関係団体と相互に協力し、ボラン

ティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受け入れ、調整等

その受入体制を確保するよう努める。 

町及び芽室町社会福祉協議会並びに関係団体は、ボランティアの受け入れにあたって、高

齢者介護等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じ

てボランティア活動の拠点を提供するなど、ボランティア活動の円滑な実施が図られるよう

支援に努める。 

 １ 町外からのボランティアの受入窓口は、災害ボランティアセンターとする。 

 ２ 受入窓口は、次の事項について受入状況の把握と記録を行う。 

(1) 団体名、所属、所在地、連絡先等 

(2) 責任者、リ－ダ－名、構成人数、滞在中の連絡先、連絡方法等 

(3) 参加者の氏名、性別、年齢、血液型、家族等の連絡先等 

(4) 専門分野、有資格者、支援内容、活動経験等 

(5) 装備品、携行品等の内容、数量等 

(6) 滞在予定（可能）期間 

(7) その他必要事項 

３ ボランティアの参加者は、ボランティア活動保険に加入するものとする。 

４ 受入れたボランティアの活動中の食事、宿泊先、生活必需品等については、統括総務部

長と調整し確保する。 

第４ ボランティア団体・NPOの活動 

ボランティア団体等に依頼する活動の主な内容は、次のとおりとする。 

１ 一般ボランティア 

(1) 災害・安否及び生活情報の収集並びに伝達 

(2) 炊き出し及びその他の災害援助活動 

(3) 高齢者、障がい者等の介護並びに看護補助 

(4) 清掃及び防疫の補助 

(5) 災害応急対策物資及び資材の輸送並びに配分 

(6) 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

２ 専門ボランティア 

(1) 被災者に対するカウンセリングや相談活動 

(2) 外国人通訳や手話通訳、視覚障がいボランティア等の災害時要援護者対応 

(3) 医療活動や住宅危険度判定など専門分野での活動 

(4) 被災建築物の応急危険度判定 

第５ ボランティア活動の環境整備 

町及び芽室町社会福祉協議会は、日本赤十字社北海道支部、ボランティア団体等との連携

を図り、災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図

る。 
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災害時においては、ボランティア活動が迅速かつ円滑に行わるよう、町と社会福祉協議会

等が連携し、災害ボランティアセンターの早期設置を進めるとともに、ボランティア活動の

拠点の確保等に努める。 

＜ボランティア受入体系図＞ 

※ 保健支援部援護班は受入れ後、各部と調整し振り分けを行うものとする。
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団体・企業 
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（災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ）

日本赤十字北海道支部 

その他の団体・機関 
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指示 

指示 

指示 
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第34節 災害義援金等募集（配分）計画 

大規模な災害が発生した場合、町、道、日本赤十字社北海道支部、道社会福祉協議会、道共

同募金会等関係機関と連携を図りながら、国民、企業等から寄託された義援金品を迅速かつ確

実に被災者に配分するための計画は、本計画に定める。 

第１ 義援金品の募集 

１ 義援金の募集 

町は、道、日本赤十字社北海道支部、道社会福祉協議会、道共同募金会等関係機関と相

互に連携を図りながら、募集方法、送り先、募集期間等を定めて、報道機関を通じて広報

活動を実施する。 

２ 義援物資の募集 

義援物資については、道、関係機関等の協力を得ながら、受入れを希望するものと希望

しないものを十分に把握するとともに被災地の需要状況を勘案し、募集する義援物資の種

類や数量、送り先、募集期間等を定めて、報道機関を通じて広報活動を実施する。また、

現地の需要状況を勘案し、募集する義援物資のリストの改定に努める。 

第２ 義援金品の引継ぎ及び配分 

１ 義援金の引継ぎ及び配分 

寄託された義援金は芽室町災害義援金募集（配分）委員会（以下「委員会」という。）に

確実に引き継ぐ。委員会は、被災状況等を考慮のうえ、対象者、配分内容、配分方法等の

基準を定め、町を通じて適正に配分する。 

２ 義援物資の引継ぎ配分 

義援物資については、町に引継ぎ、町は、町内会長、行政区長、ボランティア等の協力

を得て、被災者のニーズを踏まえ、義援物資を迅速かつ適正に配分する。なお、配分にあ

たっては、高齢者、障がい者等要配慮者に十分配慮する。 

第３ 義援金品の管理 

町は、義援金を委員会に寄託するまでの間及び委員会から寄託され被災者に配分するまで

の間の一時保管場所を確保し、紛失等のないように適正に管理する。また、寄託された義援

物資についても､被災者に配分するまでの間の一時保管場所を確保し、損傷、紛失等のないよ

う適正に管理する。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

北海道災害義援金募集（配分）委員会が実施する義援金募集（配分）業務は、救助法第32条に基づき知事から救

助又は応援の実施について委託を受けている日本赤十字社北海道支部とその協力団体が実施するものであることか

ら、寄託された義援金は法人税法（昭和40年法律第34号）第37条第３項第１号または所得税法（昭和40年法律第33

号）第78条第２項第１号に規定する寄付金に該当するものである。 
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第35節 災害応急金融計画 

災害の応急復旧を図り、罹災者の速やかな生活再建に向けた応急金融の大要は、北海道地域

防災計画の災害応急金融計画に定めるところによる。 

１ 生活福祉資金 

２ 母子・寡婦福祉資金 

３ 災害援護資金貸付金 

４ 災害復興住宅資金 

５ 農林漁業セーフティーネット資金 

６ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和30年法律第

136号）による融資 

７ 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設（災害復旧）） 

８ 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）水産業施設資金（災害復旧） 

９ 造林資金 

10 樹苗養成施設資金 

11 林道資金 

12 主務大臣指定施設資金 

13 共同利用施設資金 

14 備考資金直接融資資金 

15 中小企業総合振興資金「セーフティーネット貸付（災害貸付）」 

16 勤労者福祉資金 

17 被災者生活再建支援法（平成15年法律第66号）に基づく支援 

第36節 災害救助法の適用と実施 

 救助法を適用し、同法に基づき実施する応急救助活動に関する計画は、次のとおりである。 

第１ 実施責任者 

(1) 北海道 

知事は、一定規模以上の災害に際しての救助活動について、市町村に対し救助法を適

用し、応急救助活動を実施する。 

(2) 芽室町  

町長は、知事が行う応急救助活動の実施について、個別の災害ごとに救助に関する事

務の一部を委任された場合は、自らの判断と責任において、救助を実施するものとする。 
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第２ 災害救助法の適用基準 

  救助法による救助は、次に掲げる程度の災害が発生した市町村の区域において、災害によ

り現に救助を必要とする者に対して行うものとする。 

適用基準 

被害区分

 市町村 

 の人口 

市町村単独の場合 被害が相当広範囲な場合

(全道2,500世帯以上) 
被害が全道にわたり､

12,000世帯以上の住家が

滅失した場合等 住家滅失 

世帯数 

住家滅失 

世帯数 

15,000人以上

30,000人未満
50 25 

芽室町の被害状況が特

に救助を必要とする状態

にあると認められたとき｡ 

１ 住家被害の判定基準 

滅失･･全壊､全焼､流失 

住家が全部倒壊、流出、埋没、焼失したもの又は損壊が甚だしく､補修により再使用する

ことが困難で具体的には、損壊、焼失又は流出した部分の面積が、その住家の延床面積の70%

以上に達したもの､又は住家の主要な要素の経済的被害を住家全体に占める割合で表し、

50％以上に達した程度のもの 

・半壊､半焼･･２世帯で減失１世帯に換算住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再

使用できる程度のもので、具体的には損壊部分の床面積が、その住家の延面積の20～70%

のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、

20％以上50％未満のもの 

・床上浸水：3世帯で滅失1世帯に換算 

床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの 

２ 世帯の判定 

(1) 生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

(2) 会社又は学生の寮等は、各々が独立した生計を営んでいると認められる場合、個々の

生活実態に即し判断する。 
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第３ 救助法の適用手続 

１ 芽室町 

町長は、本町の地域に係る災害に関し、その被害が前記の適用基準のいずれかに該当し、

又は該当する見込みがあるときは、直ちに十勝総合振興局長を通じ知事に次の事項を報告

し、救助法の適用を要請しなければならない。 

(1) 災害発生時の日時及び場所 

(2) 災害の原因及び状況 

(3) 法の適用を要請する理由 

(4) 法の適用を必要とする期間 

(5) 既に執った救助措置及び今後執ろうとする救助措置 

(6) その他必要な事項 

２ 十勝総合振興局 

十勝総合振興局長は、町長からの報告又は要請に基づき、救助法施行令第１条第１項第

１号（災害の範囲）の規定に該当し、かつ、救助法を適用する必要があると認めるときは、

直ちに適用することとし、その旨、町長に通知するとともに知事に報告をする。 

３ 北海道 

知事は、十勝総合振興局長から救助法の適用について報告があった場合は､直ちに告示

するとともに､内閣総理大臣に報告しなければならない。 

第４ 救助の実施と種類 

 １ 救助の実施と種類 

知事は、救助法を適用した場合は、同法に基づき次に掲げるもののうち、必要と認める

救助を実施するものとする。 

なお、知事は、町長が実施した方がより迅速に対処できると判断される次に掲げる救助

の実施について町長へ個別の災害ごとに救助に関する事務を通知により委託することがで

きる。 

（救助の種類と実施期間） 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 ７日以内 市町村 

応急仮設住宅の供与 20日以内に着工 

建設工事完了後３か月以内 

※特定行政庁の許可を受けて

２年以内に延長可能 

対象者、対象箇所の選定～市

町村設置～道（ただし、委任

したときは市町村） 

炊き出しその他による食品

の供与 

７日以内 市町村 

飲料水の供給 ７日以内 市町村 

被服、寝具その他の生活必

需品の供与または貸与 

10日以内 市町村 

医療 14日以内 医療班～道・日赤道支部（た

だし、委任したときは市町

村） 

助産 分娩の日から７日以内 医療班～道・日赤道支部（ただ

し、委任したときは市町村）
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救助の種類 実施期間 実施者区分 

災害にかかった者の救出 ３日以内 市町村 

住宅の応急処理 １か月以内 市町村 

学用品の供与 教科書等 １か月以内 

文房具等 15日以内 

市町村 

埋葬 10日以内 市町村 

遺体の捜索 10日以内 市町村 

遺体の処理 10日以内 市町村 

障害物の除去 10日以内 市町村・日赤道支部 

生業資金の貸与  現在運用されていない 

注：期間については、すべての災害発生日から起算し、厚生労働大臣の承認を得て実施期間を

延長することができる。 

２ 救助に必要な措置 

  知事は、救助を行うため必要とする場合における関係者に対する従事命令、協力、物資の

収用、立入検査等をその緊急の限度においてそれぞれ救助法並びに同施行令、規則及び補則

に基づく公用令書その他所定の定めにより実施するものとし、救助法第５条、第６条の規定

により行う指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が公用令書等によって行う職務につ

いて、相互に協力をしなければならない。 

第５ 基本法と救助法の関連 

 基本法の定めるところによる災害について、救助法が適用された場合における救助事務の

取扱いについては、救助法の適用時期等によりその責任を明らかにしなければならない。 

第37節 地域防災拠点の整備に関する計画 

町は、災害発生時における応急措置を迅速かつ的確に実施するため、既存の応急対策活動の

拠点となる施設・設備については、防災点検等を実施し、防災上必要な改修、補強等を図り災

害に対応する安全･安心な施設整備に関する対策は、本計画を定めるものとする。 

第１ 地域防災拠点施設等の整備 

町は、防災拠点施設及び防災上重要な施設について、計画的な診断、防災点検等をもとに

防災上必要な補修、改修その他の対策を講ずるほか、必要な施設整備及び資機材等の整備を

計画的に推進するため、地域の災害環境に照らして新たに必要な地域防災拠点等の整備促進

について積極的に取り組むものとする。 

１ 地域防災拠点施設の整備 

町は、災害発生時における本部等の防災活動の拠点としての機能及び平常時における防

災に関する広報、教育及び訓練等のコミュニティ活動の場としての機能を総合的かつ有機

的に果たすための総合施設、防災教育施設、備蓄施設及びその他地域防災拠点施設にふさ

わしい設備等を備えた施設等の積極的な整備に努める。 

(1) 役場本庁舎（防災拠点施設）の整備 

役場本庁舎を災害対応の中枢機能施設として、新耐震基準に適合した施設を整備する

とともに、併せて住民及び企業向けの防災教育及び研修などが実施できる防災センター

機能を持つ施設を整備する。 
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ア 防災拠点施設整備（耐震化） 

イ 防災センター機能整備 

ウ 防災情報発信システム整備 

２ 防災上重要な施設の整備 

災害時に防災拠点施設と連携して、災害応急対策を円滑に実施できるように防災上重要

な施設整備に努める。 

(1) 芽室消防署 

情報活動、消防活動及び救援活動を円滑に実施するため、施設整備及び必要となる基

本的な資機材等の設備の整備の推進を図る。 

ア 消防庁舎の施設整備改修（老朽改修） 

イ 通信指令装置・発信地表示システム・位置情報受信システムの維持・管理 

ウ 消防無線デジタル機器の維持・管理 

エ 消防水利整備事業 

オ 消防団施設整備事業 

カ 消防車両整備事業 

キ 消防資機材整備事業 

(2) 防災拠点倉庫 

 災害時における被災者の安全な生活の確保に必要な生活関連物資等を確保・配備する

とともに、水防活動における資機材を配備し、機動的な防災体制の構築を図る。 

ア 備蓄品整備事業 

イ 水防倉庫及び資材整備事業 

(3) 車両センター 

道路及び河川管理において防災活動を円滑に実施するため、老朽化が進んでいる事務

所及び車両用車庫等の施設整備の推進を図る。 

ア 車両センター整備事業（耐震・老朽改修） 

イ 各課共通倉庫 

(4) 上記以外に定める防災上重要な施設 

(1)(2)以外に防災上重要な施設は、おおむね次のとおりとする。 

ア 町が指定する避難場所及び避難所又は救護所となる施設 

イ 公立芽室病院、保健福祉センター、備蓄倉庫その他の防災施設等 

ウ 小中学校（緊急地震速報伝達機器整備） 

エ 浄水場、耐震性貯水槽等給水拠点施設 

３ 備蓄拠点の整備 

町は、災害時における被災者の安全な生活の確保に必要な生活関連物資等の確保対策の

一環として、備蓄倉庫を整備し計画的な推進を図る。 

また、保管場所については、被災者の避難生活も考慮し、避難場所等に指定されている

学校、公民館等の避難収容施設及び敷地の活用についても配慮する。 

第38節 組織体制の整備計画 

 町は、災害発生時における応急措置を迅速かつ的確に実施するため、町の災害対応に対する

組織体制の強化に向けて、本計画を定めるものとする。 
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第１ 組織体制の整備 

組織体制の整備にあっては、本部体制の充実及び情報の共有化が必要不可欠であることか

ら、次の項目について整備を図るものとする。 

１ 災害対策本部の充実 

(1) 行動マニュアルの整備 

(2) 初動体制の習熟 

(3) 本部設備等の整備 

２ 情報の収集・伝達体制の整備 

(1) 情報伝達手段の整備 

(2) 民間協力体制の整備 

 ３ 広域応援体制の整備 

(1) 既締結協定等の実効性の向上 

(2) 新規協定の等の締結 

第２ 災害対策本部の充実 

 １ 行動マニュアルの整備 

災害発生時、特に初動期における各部・各班の活動を迅速・的確に行うため、行動マニ

ュアルの整備に努める。 

 ２ 初動体制の習熟 

初動段階の成否がその後の応急対策活動に大きく影響することから、職員に対して地域

防災計画の習熟を図る。 

 ３ 本部設備等の整備 

本部が迅速に機能できるように、また、職員が迅速に行動できるように、次の本部設備

等の整備を図る。 

(1) 停電時に備えた非常電源の整備 

(2) 電話回線の確保 

(3) 町内地図、防災関係機関連絡簿、その他本部設置に必要な物品の整備 

(4) 職員のヘルメット、スタッフジャケット及び必要とする物品の確保 

第３ 情報の収集・伝達体制の整備 

１ 情報伝達手段の整備 

災害対策本部、職員、庁用車及び避難施設との間には、整備した防災行政デジタル無線

を活用し、相互の情報伝達体制を図り、また、住民にいち早く情報を伝達するために通信

システムの整備を推進する。 

２ 民間協力体制の整備 

災害発生時に被害情報の収集や災害情報の伝達を迅速に行うため、町内会、行政区及び

農協等関係機関との協力が必要であることから、伝達手段等について協議し、迅速な情報

収集・伝達体制を整える。 

第４ 広域応援体制の整備 

 １ 既締結協定等の実効性の向上 

現在、芽室町と災害時の応援に関する協定締結している自治体及び企業等と、災害時に

協定が確実に生かされるよう、平常時から相互の情報交換に努める。 
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２ 新規協定の等の締結 

災害時に必要な応援が迅速に受けられるよう、現在締結の協定等に加えて、次の観点か

ら新たな機関との協定締結の促進を図る。 

(1) 災害発生時から、水、食料、生活必需品、医薬品及び防疫薬品等をいち早く確保でき

るようにするため、関連業者との協力協定の締結、更には道内自治体間の相互応援協定

の締結の促進を図る。 

(2) 災害発生直後に、避難施設用備品、救出用資機材、輸送車両及び燃料等をいち早く確

保できるようにするため、関係業者との協力協定の締結の促進を図る。 

第39節 被災者援護支援 

災害が発生した場合において、町は被災者に対し情報提供や人的支援等の実施、相談・各種

申請の効率的な実施により、被災者が支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよ

う努める。 

各種被災者支援策に必要となる罹災証明書の交付や被災者救護支援のための被災者台帳の作

成については、次に定めるところによる。 

第１ 罹災証明書の発行 

罹災証明書は、救助法、被災者生活再建支援法（平成15年法律第66号）等による各種施策

やその他の被災者支援策を実施するに当たって必要とされる家屋の被害の程度について、災

害対策に関する事務の一環として行うもので、罹災証明書の交付を行う。 

１ 実施責任者 

罹災証明書は、町長（住民税務部税広報班）が行うものとする。ただし、火災による罹

災証明は、とかち広域消防事務組合芽室消防署長が行う。 

２ 罹災証明の対象 

罹災証明は、基本法第２条第１号に規定する災害により被害を受けた家屋について、証

明を行うものとする。 

３ 罹災証明書の交付 

災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者からの申請によるものとする。 

４ 被害家屋の判定基準 

被害家屋の判定は、「災害の被害認定基準について（平成13年６月28日府政防第518号）」

に基づき行う。 

判定に当たっては、原則として「災害に係る住家の被害認定基準運用指針（内閣府）」に

したがって被害家屋調査を行うものとする。この際、住家等の被害の程度を調査するに当

たり、必要に応じて、航空写真、被害者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結

果を活用するなど、適切な手法により実施するものとする。 

５ 広報 

罹災証明書の受付・交付窓口の開設、被害家屋調査の実施を行う場合、速やかにその内

容を広報するものとする。 

第２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

１ 被災者台帳の作成 
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(1) 町長は、本町に災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ

効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者台帳を作成し、被災者の援護

の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。 

(2) 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

ア 氏名 サ 市町村長が台帳情報を当該市町村以外の者に提

供することに被災者本人が同意している場合に

は、その提供先 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 シ サの提供先に台帳情報を提供した場合には、そ

の旨及びその日時 オ 住家の被害その他市町村長が

定める種類の被害の状況 ス 被災者台帳の作成にあたり、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規

定する個人番号を利用する場合には、当該被災者

に係る個人番号 

カ 援護の実施の状況 

キ 要配慮者であるときは、その

旨及び要配慮者に該当する事由

ク 電話番号その他の連絡先 

ケ 世帯の構成 セ その他被災者の援護の実施に関し市町村長が必

要と認める事項 コ 罹災証明書の交付の状況 

(3) 町長は、被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災

者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部

で利用することができる。 

   (4) 町長は、必要に応じて、被災者台帳の作成のため、道や他の市町村等に対して被災者

に関する情報の提供を求めることができる。 

２ 台帳情報の利用及び提供 

(1) 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、台帳情報を、その保有

に当たって特定された利用の目的外の目的のために自ら利用し、又は提供することがで

きる。 

ア 本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下、この号において同じ。）

の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

イ 町が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

ウ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者

が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 

(2) 台帳情報の提供を受けようとする申請者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書

を町長に提出しなければならない。 

ア 申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地） 

イ 申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

ウ 提供を受けようとする台帳情報の範囲 

エ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係る者が含まれる場合には、そ

の使用目的 

オ その他台帳情報の提供に関し町長が必要と認める事項 

(3) 町長は、(2)の申請があった場合において、当該申請が不当な目的によるものと認める

とき又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用

されるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報を提

供することができる。ただし、その場合、提供する台帳情報には、当該被災者に係る行
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政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に

規定する個人番号（本節第２の１の(2)ス）を含めないものとする。 
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第40節 災害に強いまちづくり整備計画 

 町は、災害発生時における応急措置を迅速かつ的確に実施するため、町民、事業者及び各種

団体の積極的な自主的活動の推進を図り、町の災害対応体制をいち早く立ち上げることを目的

とし、｢災害に強い町民活動の推進｣、｢災害に強い組織体制の整備｣及び｢災害に強い都市構造の

形成｣に向けて、本計画を定めるものとする。 

第１ 災害に強い町民活動の推進（自助・共助） 

町民や事業所など多様な主体と行政が一体となった総合的な防災体制を確立するため、町

民や事業所等の防災意識の高揚を図るとともに、自主防災体制づくりを推進する。 

１ 防災知識の普及啓発・防災訓練等の充実 

(1) 防災知識の普及啓発 

ア 地域防災計画の周知（総務課） 

イ 避難誘導サインの検討（総務課・環境土木課） 

ウ 火災予防対策の推進（芽室消防署） 

エ 学校における防災教育の実施（教育委員会教育推進課） 

(2) 防災訓練等の充実 

ア 防災フェア及び防災訓練等の開催支援（芽室消防署） 

イ 応急手当の普及啓発（芽室消防署） 

２ 地域共同体制の構築 

(1) 地域共同体制の育成強化 

ア 地域共同体制の構築（総務課） 

   イ 避難所運営マニュアルの周知（総務課） 

   ウ 自主防災組織の研修・訓練等の充実強化（総務課） 

   エ 災害危険区域避難体制の整備（総務課） 

(2) 企業防災活動の促進 

   ア 事業所研修の実施（芽室消防署） 

   イ 防火管理者講習会等の開催（芽室消防署） 

   ウ 危険物保安監督者等研修の実施（芽室消防署） 

   エ 危険物施設に対する教育・訓練の実施指導（芽室消防署） 

   オ 防火対象物の防火・防災安全対策の推進（芽室消防署） 

第２ 災害に強い施設等の整備（公助） 

情報収集・連絡、救助・救急・消火、医療・救護、避難など災害時の応急対策を迅速かつ

円滑に実施するための組織体制等の整備を推進する。また、災害を想定した都市構造づくり

を推進する。 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

(1) 職員間の情報共有システムの整備（総務課） 

(2) 防災情報発信システムの整備（総務課・政策推進課） 

(3) 気象情報の収集体制の強化（総務課） 

(4) 広聴システム（めむろ未来ミーティング）の開催（政策推進課） 

(5) 災害時における関係機関・団体との協力体制の強化（総務課） 
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 ２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員等の防災力の向上 

ア 被災建築物応急危険度判定士の育成（都市経営課） 

イ 被災宅地危険度判定士の育成（都市経営課） 

ウ 危機管理研修・訓練の実施（総務課・芽室消防署） 

エ 重要磁気ファイルの分散管理（総務課） 

(2) 消防団の育成強化 

ア 消防団員研修等の実施（芽室消防署） 

(3) 消防関係機関相互の連携強化 

ア 総合防災訓練等の実施（総務課・芽室消防署） 

イ 水防関連機関との連携強化（総務課） 

ウ ライフライン事業者との連携強化（総務課） 

(4) 防災中枢機能等の確保・充実 

ア 消防署庁舎の施設・設備改修（芽室消防署・総務課） 

(5) 避難行動要支援者に対する支援体制等の整備 

ア 避難行動要支援者避難支援対策の推進（総務課・健康福祉課・高齢者支援課） 

イ 災害時のボランティア活動団体との連携強化（総務課） 

(6) 救助・救急及び消火体制の整備 

ア 消防水利の確保（芽室消防署・総務課） 

イ 救急高度化の推進（芽室消防署） 

ウ 消防訓練等の充実（芽室消防署） 

エ 消防車両の更新（芽室消防署・総務課） 

(7) 医療救護体制の整備 

ア 公立芽室病院の救急医療体制の維持（公立芽室病院） 

イ 救急医療セットの更新（総務課） 

(8) 避難体制の整備 

ア 小・中学校の校舎の管理（教育委員会教育推進課） 

イ 地域福祉館等の整備（都市経営課） 

ウ 飲料水用型耐震性貯水槽の設置（総務課・水道課） 

エ 応急給水用資器材の整備（総務課・水道課） 

オ 食料・生活必需品の備蓄（総務課） 

３ 災害に強い都市構造の形成 

(1) 緑地の整備等（環境土木課） 

(2) 森林の整備（農林課） 

(3) 上水道施設耐震化事業（水道課） 

(4) 下水道施設老朽化対策事業（水道課） 

(5) 町有建築物の耐震性の向上（建築物を管理する課） 

(6) 町有建築物の備品の転倒・落下防止対策の推進（建築物を管理する課） 

(7) 民間住宅の耐震化の促進（都市経営課） 

(8) 民間建築物の耐震化の促進（都市経営課） 

(9) 屋外広告物等の落下防止対策の促進（都市経営課） 
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第６章 震災対策計画 

 地震災害の防災対策に関する計画は、芽室町地域防災計画の別冊である「地震防災計画編」

による。 
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第７章 事故災害対策計画 

社会・産業の高度化、複雑化及び多様化に伴い交通・輸送体系の形成、多様な危険物等の利

用の増大等社会構造の変化により、航空災害、鉄道災害、道路災害、危険物等災害、大規模な

火事災害及び林野火災など大規模な事故による被害（事故災害）についての防災対策の一層の

充実強化を図るため、次のとおり、それぞれの事故災害について予防及び応急対策を定めるも

のとする。 

第１節 航空災害対策計画 

 航空機の墜落炎上等により多数の死傷者を伴う大規模な事故（以下｢航空災害｣という。）が発

生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御

し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の予防及び応急対策については、本計

画に定める。 

第１ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、航空災害を未然に防止するため必要

な予防対策を実施する。 

 １ 東京航空局空港事務所、空港管理事務所 

(1) 航空運送事業者に航空交通の安全確保に関する情報を適時・適切に提供し、航空災害 

を未然に防止するため適切な措置をとるものとする。 

(2) 迅速、かつ、的確な災害情報の収集及び連絡を行うための体制の整備を図るものとす 

る。 

(3) 災害時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信設 

備の整備及び充実に努めるものとする。 

(4) 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備す 

るものとする。 

(5) 災害時における応急活動等に関し、あらかじめ協定の締結を行う際、平常時から関係 

機関相互の連携体制の強化を図るものとする。 

(6) 災害時の救急・救助・救護、消防活動に備え、資機材等の整備促進に努めるものとす 

る。 

(7) 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順及び関係機 

関との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものと 

する。 

 ２ 航空運送事業者 

(1) 航空交通の安全に関する各種情報を事故予防のために活用し、航空災害を未然に防止 

するため必要な措置を講ずるものとする。 

(2) 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアル作成等、災害応急体制を整備する 

ものとする。 

(3) 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関 

との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとす 

る。 
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第２ 災害応急対策 

 １ 情報通信 

航空災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集、通信等は、

次により実施する。 

(1) 情報通信連絡系統 

航空災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は次のとおりと 

する。 

発生地点が明確な場合 

発見者 帯広警察署 
北海道警察 

釧路方面本部 
北海道警察本部

とかち広域消防局

（芽室消防署） 

十勝総合振興局

（危機対策室）

北海道 

（危機対策課）

芽室町 近隣消防機関 空港管理事務所

当該空港 

輸送事業者 

東京航空局 

空港管理事務所

発生地点が不明な場合（航空機の捜策活動） 
東京救難調整本部  

警察庁 
北海道 十勝総合振興局 とかち広域消防局

芽室町 
東京航空局 東京航空 

(危機対策課) （危機対策室） （芽室消防署） 空港管理事務所 交通管制部

防衛省 

国土交通省

（航空局） (必要に応じ)

消防庁 

  北海道警察本部 ※出先機関を含む 
空港管理事務所

自衛隊 

   注 救難調整本部は、通常、東京空港事務所に設けられる。 

(2) 実施事項 

   ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ 関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報を迅速に他の関係機関 

に連絡する。 

   ウ 関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認及び共有化、応急対策の調整 

等を行う。 
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 ２ 災害広報 

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を

図るため、被災者の家族等、地域住民等に対して行う災害広報は、「第５章第２節 災害

広報計画」に定めるほか、次により実施する。 

(1) 実施機関 

東京航空局空港事務所、空港管理事務所、航空運送事業者、芽室町、芽室消防署及

び帯広警察署 

(2) 実施事項 

   ア 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整備するほか、

被災者の家族等に役立つ次の情報を正確にきめ細かく適切に提供する。 

(ｱ) 航空災害の状況 

(ｲ) 被災者の安否情報 

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ)  関係機関の災害応急対策に関する情報 

(ｵ) その他必要な事項 

   イ 地域住民等への広報 

      関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用、広報板の掲示等により、次の

事項の広報を実施する。 

(ｱ) 航空災害の状況 

(ｲ) 被災者の安否情報 

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ) 関係機関の災害応急対策に関する情報 

(ｵ) 施設等の復旧状況 

(ｶ) 避難の必要性等、地域に与える影響 

(ｷ) その他必要な事項 

 ３ 応急活動体制 

(1) 芽室町の災害対策組織 

町長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて「第

３章第１節第２ 応急活動体制」により、災害応急対策を実施する。 

(2) 防災関係機関の災害対策組織 

関係機関の長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応

じて応急活動体制を整備し、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急

対策を実施する。 

(3) 災害（事故）対策現地合同本部の設置 

関係機関は円滑、迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、現地合

同本部を設置し、災害応急対策を行う。 

４ 捜索活動 

航空機の捜索活動は、東京救難調整本部を通じて、各関係機関が相互に密接に協力の

うえ、それぞれヘリコプターなど多様な手段を活用して行うものとする。 

５ 救助救出活動 

空港及びその周辺の航空災害時における救助救出活動は、東京航空局空港事務所等が

行う発生直後の救助救出活動のほか、「第５章第５節 救助救出計画」に定める。 



180 

６ 医療救護活動

航空災害時における医療救護活動は、「第５章第17節 医療救護計画」に定める。 

７ 消防活動 

航空災害時における消防活動は、航空災害による火災の発生状況を速やかに把握する

とともに、化学薬剤による消防活動を迅速に実施するものとする。 

(1) 東京航空局空港事務所、空港管理事務所、航空運送事業者航空災害による火災の発生 

直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消防活動を実施する関係機関に 

可能な限り協力する。 

(2) 芽室消防署 

ア 芽室消防署は、速やかに航空災害による火災の発生状況を把握するとともに、迅速

に消防活動を実施する。 

イ 芽室消防署の職員は、航空災害による火災が発生した場合は、消防活動の円滑化を 

図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 

８ 行方不明者の捜索、遺体の収容等 

「第５章第24節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」の定めにより、行方 

不明者の捜索、遺体の収容及び埋葬等を実施する。 

９ 交通規制 

帯広警察署及び関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第７節 交 

通応急対策計画」により、必要な交通規制を行う。 

１０ 危険物流出対策 

航空災害により危険物が流出し、又はそのおそれがある場合は、「本章第４節危険物等災 

害対策計画」の定めにより、速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に努める。 

１１ 防疫、廃棄物処理等 

航空災害時における防疫、廃棄物処理等については、「第５章第18節 防疫計画」及び「第 

５章第19節 廃棄物等処理計画｣の定めによる。 

１２ 自衛隊派遣依頼 

航空災害時における自衛隊派遣要請依頼については、「第５章第30節 自衛隊派遣要請 

及び活動計画｣に定めるほか、次により実施するものとする。 

(1) 航空事務所長等法令で定める者は、航空災害の規模や収集した被害情報から判断し、 

必要がある場合には、自衛隊に対し災害派遣を要請するものとする。 

(2) 航空事務所長等法令で定める者は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらか 

じめ要請の手順、連絡先等について必要な準備を整えておくものとする。 

１３ 広域応援 

道、町及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実 

施できない場合は、「第５章第31節 広域応援・受援計画」により、北海道広域消防相互応 

援協定に基づき応援を要請するものとする。 
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第２節 鉄道災害対策計画 

 鉄軌道における列車の衝突等により多数の死傷者を伴う大規模な災害（以下「鉄道災害」と

いう。）が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立して、その

拡大を防御し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の予防、応急対策は、本計

画に定める。 

第１ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、鉄道災害を未然に防止するため必要

な予防対策を実施する。 

 １  ㈱北海道ジェイ・アール・サービスネット（以下「ＪＲ」という。）は、踏切における自 

動車との衝突、置き石等による列車の脱線等の外部要因による事故を防止するため、事故 

防止に関する知識を広く一般に普及するよう努める。 

２ ＪＲは、鉄道災害の発生に際して、迅速かつ適切な措置を講ずることができるよう、運

行管理体制の充実に努める。 

３ ＪＲは、自然災害等から鉄軌道の保全を図るため、気象等特別警報・警報・注意報並び 

に情報の収集に努めるとともに、施設等の点検を行い、異常を迅速に発見し、速やかな対

応を図る。 

４ ＪＲは、職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を

整備する。 

５ ＪＲは、災害発生直後における旅客の避難等のための体制の整備に努めるほか、火災に

よる被害の拡大を最小限とするため、初期消火体制の整備に努める。 

６ ＪＲは、関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関

係機関との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずる。 

７ ＪＲは、災害の発生後、原因究明を行い、その成果を速やかに安全対策に反映させるこ

とにより、再発防止に努める。 

第２ 災害応急対 

１ 情報通信 

鉄道災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集、通信等は、次に

より実施する。 

(1) 情報通信連絡系統 

鉄道災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、「図表鉄道

災害情報通信連絡系統図」のとおりとする。 

(2) 実施事項 

   ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ 関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報を迅速に他の関係機

関に連絡する。 

ウ 関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認及び共有化、応急対策の調

整等を行う。 

 ２ 災害広報 

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図 

るため、被災者の家族等、地域住民等に対して行う災害広報は、「第５章第２節 災害広報・ 

情報提供計画」に定めるほか、次により実施する。 
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(1) 実施機関 

JR、十勝総合振興局、芽室町、芽室消防署及び帯広警察署 

(2) 実施事項 

    ア 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整備するほか、 

被災者の家族等に役立つ次の情報を正確にきめ細かく、適切に提供する。 

(ｱ) 鉄道災害の状況 

(ｲ) 被災者の安否情報 

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ) 関係機関の災害応急対策に関する情報 

(ｵ) その他必要な事項 

イ 地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用、広報板の掲示等により、次の事

項の広報を実施する。 

(ｱ) 鉄道災害の状況 

(ｲ) 被災者の安否情報 

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ) 関係機関の災害応急対策に関する情報 

(ｵ) 施設等の復旧状況 

(ｶ) 避難の必要性等、地域に与える影響 

(ｷ) その他必要な事項 

図表 鉄道災害情報通信連絡系統図 

鉄軌道事業者 北海道運輸局 
北海道 

（危機対策課） （情報交換）

十勝総合振興局 

（危機対策室） 
北海道警察本部 

（芽室消防署）
芽室町 

帯広警察署 
北海道警察 

釧路方面本部 

３ 応急活動体制 

(1) 芽室町 

町長は、鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて「第３

章第１節第２ 応急活動体制」により、災害応急対策を実施する。 
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(2) 防災関係機関 

関係機関の長は、鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じ 

て、応急活動体制を整備し、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対 

策を実施する。 

(3) 災害（事故）対策現地合同本部の設置 

関係機関は円滑、迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、現地合同 

本部を設置し、災害応急対策を行う。 

４ 救助救出活動 

鉄道災害時における救助救出活動は、「第５章第５節 救助救出計画」に定める。 

また、JRは、災害発生直後における救助救出活動を行うよう努めるとともに、救助救出活動 

を実施する関係機関に可能な限り協力する。 

５ 医療救護活動鉄道災害時における医療救護活動は、「第５章第17節 医療救護計画」に定め 

る。また、JRは、災害発生直後における救護活動を行うよう努めるとともに、医療救護活

動を実施する関係機関に可能な限り協力する。 

６ 消防活動 

鉄道災害時における消防活動は、次により実施する。 

(1) JR 

鉄道災害による火災の発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消 

防活動を実施する関係機関に可能な限り協力する。 

(2) 芽室消防署 

ア 芽室消防署は、速やかに鉄道災害による火災の発生状況を把握するとともに、迅速

に消防活動を実施する。 

イ 芽室消防署の職員は、鉄道災害による火災が発生した場合は、消防活動の円滑化を

図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 

７ 行方不明者の捜索、遺体の収容等 

「第５章第24節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」により、行方不明者の 

捜索、遺体の収容及び埋葬等を実施する。 

８ 交通規制 

帯広警察署及び関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第７節 交 

通応急対策計画」により、必要な交通規制を行う。 

９ 危険物流出対策 

鉄道災害により危険物が流出し、又はそのおそれがある場合は、「本章第４節 危険物等 

災害対策計画」により、速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に努める。 

１０ 自衛隊派遣依頼災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合は、「第５章 

第30節 自衛隊派遣要請及び活動計画」により、知事（十勝総合振興局長）に自衛隊の災 

害派遣を依頼する。 

１１ 広域応援 

芽室町及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実 

施できない場合は、「第５章第31節 広域応援・受援計画」により、他の消防機関、他の市 

町村、他都府県及び国へ応援を要請する。 

１２ 災害復旧 

(1) JRは、鉄道災害に伴う施設及び車両の被災状況に応じ、迅速に被災施設及び車両の復旧 

に努める。  

(2) JRは、災害復旧にあたり、可能な限り復旧予定時期を明確化するよう努める。 
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第３節 道路災害対策計画 

 道路構造物の被災又は高速自動車国道における車両等の衝突等により、大規模な救急救助活

動や消火活動が必要とされる道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の救急

対策及び連絡系統は、本計画に定めるところによる。 

第１ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、道路災害を未然に防止するため必要

な予防対策を実施する。 

 １ 道路管理者 

(1) トンネルや橋梁等及び道路施設の点検体制を強化し、施設等の現況の把握に努めると 

ともに、異常箇所を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために情報の収集及び連絡 

体制の整備を図る。 

また、異常箇所が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者にその 

情報を迅速に提供するための体制の整備を図る。 

(2) 道路災害を予防するため、必要な施設の整備を図るとともに、道路施設の安全を確保 

するため必要な体制の整備に努める。 

(3) 道路災害を未然に防止するため、安全性及び信頼性の高い道路ネットワーク整備を計 

画的かつ総合的に実施する。 

(4) 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備す 

る。 

(5) 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、道路災害等の情報伝達、活動

手順等の徹底を図るとともに、必要に応じ体制の改善等の措置を講ずる。 

(6) 道路災害時に施設及び設備の被害情報の把握並びに応急復旧を行うため、あらかじめ 

体制及び資機材を整備する。 

(7)  道路利用者に対して道路災害時の対応等の防災知識の普及・啓発を図る。 

(8)  道路災害の原因究明のための総合的な調査研究を行い、その結果を踏まえ再発防止対 

策を実施する。 

 ２ 帯広警察署 

道路交通の安全のための情報の収集を図り、異常箇所が発見され、災害が発生するお

それがある場合は、通行の禁止など必要な措置を行い、道路利用者に周知するとともに、

被災現場、周辺地域等において、交通安全施設の点検を実施するなど必要な措置を講ず

る。 

第２ 災害応急対策 

 １ 情報通信 

道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集、通信等は、次

により実施する。 

(1) 情報通信連絡系統 

道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、「図表 道路

災害情報通信連絡系統図」のとおりとする。 
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(2) 実施事項 

    ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ 関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報を迅速に他の関係機 

関に連絡する。 

ウ 関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認及び共有化、応急対策の調 

整等を行う。 

  ２ 災害広報 

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を

図るため、被災者の家族等、地域住民等に対して行う災害広報は、「第５章第２節災害広

報・情報提供計画」に定めるほか、次により実施する。 

(1) 実施機関 

道路管理者（北海道開発局、北海道、東日本高速道路㈱、町） 

十勝総合振興局、芽室町、芽室消防署及び帯広警察署 

(2) 実施事項 

ア 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整備するほか、

被災者の家族等に役立つ次の情報を正確にきめ細かく、適切に提供する。 

(ｱ) 災害の状況 

(ｲ) 被災者の安否情報 

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ) 関係機関の災害応急対策に関する情報 

(ｵ) その他必要な事項 

イ 地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用、広報板の掲示等により、次の

事項の広報を実施する。 

(ｱ) 災害の状況 

(ｲ) 被災者の安否情報 

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ) 関係機関の災害応急対策に関する情報 

(ｵ) 施設等の復旧状況 

(ｶ) 避難の必要性等、地域に与える影響 

(ｷ) その他必要な事項 

３ 応急活動体制 

(1) 芽室町 

町長は、道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて「第 

３章第１節第２ 応急活動体制」により、災害応急対策を実施する。 

(2) 防災関係機関 

関係機関の長は、道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応 

じて、応急活動体制を整備し、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急

対策を実施する。 

(3) 災害（事故）対策現地合同本部の設置 

関係機関は円滑、迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、現地合 

同本部を設置し、災害応急対策を行う。 
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４ 救助救出活動 

道路災害時における救助救出活動は、「第５章第５節 救助救出計画」に定める。また 

道路管理者は、災害発生直後における救助救出活動を行うよう努めるとともに、救助救出

活動を実施する関係機関に可能な限り協力する。 

５ 医療救護活動 

道路災害時における医療救護活動は、「第５章第17節 医療救護計画」に定める。また、 

道路管理者は、災害発生直後における救護活動を行うよう努めるとともに、医療救護活動

を実施する関係機関に可能な限り協力する。 

6 消防活動 

道路災害時における消防活動は、次により実施する。 

(1) 道路管理者 

道路災害による火災の発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、

消防活動を実施する関係機関に可能な限り協力する。 

(2) 芽室消防署 

ア 芽室消防署は、速やかに道路災害による火災の発生状況を把握するとともに、迅

速に消防活動を実施する。 

イ 芽室消防署の職員は、道路災害による火災が発生した場合は、消防活動の円滑化

を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 

７ 行方不明者の捜索、遺体の収容等 

「第５章第24節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」により、行方不明者 

の捜索並びに遺体の収容、埋葬等を実施する。 

８ 交通規制 

災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第７節 交通応急対策計画」によるほ 

か、次により実施する。 

(1) 帯広警察署 

道路災害発生地に通じる道路、周辺道路等は、災害の拡大防止及び交通の確保のた

め必要な交通規制を行う。 

(2) 道路管理者 

自己の管理する道路は、災害の拡大防止及び交通の確保のため必要な交通規制を行

う。 

９ 危険物流出対策 

道路災害により危険物が流出し、又はそのおそれがある場合は、「本章第４節 危険物

等災害対策計画」の定めにより、速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に努め

る。 

 １０ 自衛隊派遣依頼 

災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合は、「第５章第30節 自衛 

隊派遣要請及び活動計画」により、知事（十勝総合振興局長）に自衛隊の災害派遣を依頼 

する。 

１１ 広域応援 

芽室町及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を 

実施できない場合は、「第５章第31節 広域応援・受援計画」により、他の消防機関、他 

の市町村、他都府県及び国へ応援を要請する。 
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１２ 災害復旧 

(1) 道路管理者は、道路の被災に伴う障害物の除去、仮設等の応急復旧を迅速かつ的確

に行い、早期の道路交通の確保に努める。 

(2) 道路管理者は、関係機関と協力し、あらかじめ定める物質・資材の調達計画、人材

の応援計画等を活用し、迅速かつ円滑に被災施設の復旧を行う。 

(3) 道路管理者は、類似の災害の再発防止のため、被災箇所以外の道路施設の緊急点検

を行う。 

(4) 道路管理者は、災害復旧に当たり、可能な限り復旧予定時期を明確化するよう努め

る。

図表 道路災害情報通信連絡系統図  

国の管理する道路の場合 

帯広開発建設部

道路事務所等 
帯広開発建設部 北海道開発局 北海道運輸局 

北海道 

（危機対策課） 
(情報交換)

十勝総合振興局 

（危機対策室） 
北海道警察本部 

芽室町 

（芽室消防署） 

帯広警察署 
北海道警察 

釧路方面本部 
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道の管理する道路の場合 

開発建設部 

道路事務所 
北海道開発局 

帯広建設管理部 

事業室 

北海道 

（道路課） 
北海道運輸局 

北海道 

（危機対策課） 
（情報交換）

十勝総合振興局 

（危機対策室） 
北海道警察本部 

芽室町   

とかち広域消防局

（芽室消防署） 

帯広警察署 
北海道警察 

釧路方面本部 

芽室町の管理する道路の場合 

北海道 

（危機対策課） 
北海道運輸局 

芽 室 町 
十勝総合振興局 

（危機対策室） （情報交換）

とかち広域消防局 

（芽室消防署） 
 北海道警察本部 

帯広警察署 
北海道警察 

釧路方面本部 
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高速自動車道路の場合 

北海道 

（危機対策課） 
北海道運輸局 

東日本高速道路㈱北海道支社 

帯広管理事務所 

十勝総合振興局 

（危機対策室） （情報交換）

芽室町 北海道警察本部 

（芽室消防署） 

高速道路 

交番警察隊 

北海道警察 

釧路方面本部 

第４節 危険物等災害対策計画 

 危険物等の漏洩、流出、火災、爆発等により死傷者が多数発生する等の災害が発生し、又は

まさに発生しようとしている場合に、早期に初期体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽

減を図るため、事業者及び防災関係機関の実施する予防及び応急対策は、本計画に定めるとこ

ろによる。 

第１ 危険物の定義 

 １ 危険物 

消防法第２条第７項に規定するもの 

（例）石油類（ガソリン、灯油、軽油、重油）など 

 ２ 火薬類 

火薬類取締法（昭和25年法律第149号）第２条に規定するもの 

（例）火薬、爆薬、火工品（工業雷管、電気雷管等）など 

 ３ 高圧ガス 

高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第２条に規定するもの 

（例）液化石油ガス（LPG）、アセチレン、アンモニアなど 

 ４ 毒物・劇物 

毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第２条に規定するもの 

（例）毒物（シアン化水素、シアン化ナトリウム等）、劇物（ホルムアルデヒド、塩素等）

など 

 ５ 放射性物質 

放射性同位元素、核燃料物質、核原料物質を総称したもの。放射性同位元素等による放 

射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）等によりそれぞれ規定されているも 

の 
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第２ 災害予防 

危険物等災害の発生を未然に防止するため、危険物等の貯蔵及び取扱い等を行う事業者（以

下「事業者」という。）並びに関係機関がとるべき対応は、次のとおりとする。 

 １ 事業者 

(1) 消防法の定める設備基準及び保安基準を遵守するとともに、予防規定の作成、従業者 

に対する保安教育の実施、自衛消防組織の設置、危険物保安監督者の選任等による自主 

保安体制の確立を図る。 

(2) 危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに流出及び拡散の防止及び危険物 

の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じるとともに、町は消防機関及 

び警察署へ通報する。 

 ２ 芽室消防署 

(1) 消防法の規定に基づき立入検査を行い、法令の規程に違反する場合は、許可の取消等 

の措置命令を発する。 

(２) 事業者の自主保安体制確立を図るため、予防規定の作成、従業者に対する保安教育の 

実施、自衛消防組織の編成、危険物保安監督者の選任等を指導する。 

 ３ 帯広警察署 

必要に応じ、危険物の保管状態、自主保安体制等の実態を把握するとともに、資機材を 

整備充実し、災害発生時における初動措置体制の確立を図る。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

消防法第２条第７項：第一類酸化性固体～塩素酸塩類・過塩素酸塩類・無機過酸化物・亜塩素酸塩類・臭素酸塩類・硝酸塩類・よ

う素酸塩類・過マンガン酸塩類・重クロム酸塩類・その他のもので政令で定めるもの・前各号に掲げるもののいずれかを含有する

もの 

第二類可燃性固体～硫化りん・赤りん・硫黄・鉄粉・金属粉・マグネシウム・その他のもので政令で定めるもの・前各号に掲げる

もののいずれかを含有するもの・引火性固体 

第三類自然発火性物質及び禁水性物質～カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りん・アルカリ金

属（カリウム及びナトリウムを除く。）及びアルカリ土類金属・有機金属化合物（アルキルアルミニウム及びアルキリリチウムを

除く。）・金属の水素化物・金属のりん化物・カルシウム又はアルミニウムの炭化物・その他のもので政令で定めるもの・前各号に

掲げるもののいずれかを含有するもの 

第四類引火性液体～特殊引火物・第一石油類・アルコール類・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類 

第五類自己反応性物質～有機過酸化物・硝酸エステル類・ニトロ化合物・ニトロソ化合物・アゾ化合物・ジアゾ化合物・ヒドラジ

ンの誘導体・その他のもので政令で定めるもの・前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 

第六類酸化性液体～過塩素酸・過酸化水素・硝酸・その他のもので政令で定めるもの・前各号に掲げるもののいずれかを含有する

もの 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第３ 災害応急対策 

 １ 情報通信 

危険物等災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集、通信等は、 

次により実施する。 

(1)情報通信連絡系統 

危険物等災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、「図表 危 

険物等災害情報通信連絡系統図」のとおりとする。 
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(1) 実施事項 

ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ 関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報を迅速に他の関係機 

関に連絡する。 

ウ 関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認及び共有化、応急対策の調 

整等を行う。 

 ２ 災害広報 

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図 

るため、被災者の家族等、地域住民等に対して行う災害広報は、「第５章第２節 災害広報・ 

情報提供計画」に定めるほか、次により実施する。 

(1) 実施機関 

事業者、危険物等の取扱規制担当機関 

(2) 実施事項 

    ア 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整備するほか、

被災者の家族等に役立つ次の情報を正確にきめ細かく適切に提供する。 

(ｱ) 災害の状況 

(ｲ) 被災者の安否情報 

(ｳ) 危険物等の種類及び性状など人体及び環境に与える影響 

(ｴ) 医療機関等の情報  

(ｵ) 関係機関の実施する応急対策の概要 

(ｶ)その他必要な事項 

イ 地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用等により、次の事項の広報を実

施する。 

(ｱ) 災害の状況 

(ｲ) 被災者の安否情報 

(ｳ) 危険物等の種類、性状など人体及び環境に与える影響 

(ｴ) 医療機関等の情報 

(ｵ) 関係機関の実施する応急対策の概要 

(ｶ) 避難の必要性等、地域に与える影響 

(ｷ) その他必要な事項 

 ３ 応急活動体制 

(1) 芽室町 

町長は、危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じ

て「第３章第１節第２ 応急活動体制」により、災害応急対策を実施する。 

(2) 防災関係機関 

関係機関の長は、危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害の状 

況に応じて、応急活動体制を整備し、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る 

災害応急対策を実施する。 

(3) 災害（事故）対策現地合同本部の設置 

関係機関は円滑、迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、現地合 

同本部を設置し、災害応急対策を行う。 
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 ４ 災害拡大防止 

危険物等による災害の拡大防止を図るため、爆発性・引火性・有毒性等の危険物等の性 

状を十分に把握し、次により実施する。 

(1) 事業者 

的確な応急点検、応急措置等を講じる。 

(2) 危険物等の取扱規制担当機関 

危険物の流出・拡散の防止、流出した危険物等の除去及び環境モニタリングをはじ 

め、事業者に対する応急措置命令、危険物等関係施設の緊急使用停止命令など、災害 

の拡大防止を図るため適切な応急対策を講じる。 

 ５ 避難措置 

芽室町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、「第５章第４節 避難対策計画」の 

定めにより、爆発性・引火性・有毒性といった危険物等の特殊性を考慮し、必要な避難措 

置を実施する。 

 ６ 救助救出、医療救護活動等 

芽室町及び関係機関は、「第５章第５節 救助救出計画」及び「第５章第１７節医療救護 

計画」により、被災者の救助救出及び医療救護活動を実施する。 

 ７ 行方不明者の捜索、遺体の収容等 

「第５章第24節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」により、行方不明者の 

捜索並びに遺体の収容、埋葬等を実施する。 

 ８ 消防活動 

危険物等災害時における消防活動は、次により実施する。 

(1) 事業者 

芽室消防署の現場到着までの間に、自衛消防組織等によりその延焼拡大を最小限度 

に抑える等消防活動に努める。 

(2) 芽室消防署 

ア 事業者との緊密な連携を図り、消火薬剤、中和剤、ガス検知器等を活用し、危険物

等の性状にあった適切な消防活動を実施する。 

イ 芽室消防署の職員は、危険物等災害による火災が発生した場合は、消防活動の円滑

化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 

 ９ 交通規制 

帯広警察署及び関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第７節 交 

通応急対策計画」により、必要な交通規制を行う。 

１０ 自衛隊派遣依頼 

災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合は、「第５章第30節 自衛隊 

派遣要請及び活動計画」により、知事（十勝総合振興局長）に自衛隊の災害派遣を依頼す 

る。 

１１ 広域応援 

芽室町及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実 

施できない場合は、「第５章第31節 広域応援・受援計画」の定めにより、他の消防機関、 

他の市町村、他都府県及び国へ応援を要請する。 
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図表 危険物等災害情報通信連絡系統図 

※毒物・劇薬のみ 

十勝総合振興局 

（保健環境部保健行政室）

北海道 

（医療薬務課） 

※火薬類・高圧ガスのみ 

十勝総合振興局 

（商工労働観光課） 

北海道 

（資源エネルギー課）

発生事業所等 芽室町 
十勝総合振興局 

（危機対策室） 

北海道 

（危機対策課） 

（情報交換）
(芽室消防署)

帯広警察署 北海道警察釧路方面本部 北海道警察本部 

第５節 大規模な火事災害対策計画 

死傷者が多数発生する等大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合

に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実

施する各種の予防、応急対策は、本計画に定める。 

第１ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、大規模な火事災害の発生を未然に防

止するため必要な予防対策を実施する。また、芽室町及び芽室消防署は、次により実施する。 

 １ 大規模な火事災害に対する強いまちづくり 

延焼拡大の防止を図るため、建築物や公共施設の不燃化、空地・緑地等の連携的な配置 

による延焼遮断帯の形成、並びに防火地域、準防火地域の的確な指定等により、大規模な 

火事災害に強いまちづくりを推進する。 

 ２ 火災発生、被害拡大危険区域の把握 

災害応急対策の円滑な実施を図るため、火災発生及び延焼拡大の危険性のある区域を把 

握の上、被害想定を作成する。 

 ３ 予防査察の実施 

多数の人が出入りする病院、事業所等の防火対象物に対して、消防法に基づく消防用設 

備等の設置促進、保守点検の実施及び適正な維持管理等を指導する。 

 ４ 防火管理者制度の推進 

防火管理に関する講習会を開催し、防火管理者の知識の向上を図るとともに、防火管理 

者を定めるべき防火対象物における自衛消防体制の強化を図るため、防火管理者の選任及

び消防計画の作成、消防訓練の実施等を指導する。 
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 ５ 防火思想の普及 

年２回（春、秋季）の全道火災予防運動、防災週間等の各種広報媒体を活用することに 

より、住民の防火思想の普及及び高揚を図る。また、高齢者宅の防火訪問を実施する等災 

害弱者対策に十分配慮する。 

 ６ 自主防災組織の育成強化 

地域の自主防災組織の設置及び育成指導の強化を図り、初期消火訓練等の自主的火災予 

防運動の実践を推進する。 

 ７ 消防水利の確保 

同時多発火災や消火栓の使用不能等に備えて、防火水槽の配備、並びに多目的給水栓、 

河川水等の活用により、消防水利の多様化及び確保に努める。 

 ８ 消防体制の整備 

消防職員及び団員の非常招集方法、消火部隊の編成及び運用、消防用機械・資機材の整 

備、災害時の情報通信手段等を十分に検討し、大規模な火事災害の対応力を高める。 

 ９ 防災訓練の実践 

関係機関、地域住民等と相互に連携して実践的な消火、救助・救急等の訓練を実施し、 

災害時の活動手順、関係機関との連携等の徹底を図るとともに、訓練後には評価を行い、 

必要に応じた体制等の改善を行う。 

１０ 火災警報 

町長は、十勝総合振興局長から火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況が火災警報 

発令条件（実効湿度72％以下、最小湿度45％以下で最大風速７m/s以上のとき）となり、火

災予防上危険であると認めるときは、消防法第22条に基づく火災警報を発令する。 

第２ 災害応急対策 

 １ 情報通信 

大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集、通信 

等は、次により実施する。 

(1) 情報通信連絡系統 

大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、

「図表 大規模火災情報通信連絡系統図」のとおりとする。 

(2) 実施事項 

ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ 関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報を迅速に他の関係

機関に連絡する。 

ウ 関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認及び共有化並びに応急対

策の調整等を行う。 

 ２ 災害広報 

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図 

るため、被災者の家族、地域住民等に対して行う災害広報は、「第５章第２節 災害広報・

情報提供計画」に定めるほか、次により実施する。 

(1) 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整備するほか、被 

災者の家族等に役立つ次の情報を正確にきめ細かく適切に提供する。 

ア 災害の状況 

イ 被災者の安否情報 
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ウ 医療機関等の情報 

エ 関係機関の実施する応急対策の概要 

オ その他必要な事項 

(2) 地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用、広報板の掲示等により、次の事 

項の広報を実施する。 

ア 災害の状況 

イ 被災者の安否情報 

ウ 医療機関等の情報 

エ 関係機関の実施する応急対策の概要 

オ 避難の必要性等、地域に与える影響 

カ その他必要な事項 

３ 応急活動体制 

(1) 芽室町 

町長は、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応 

じて「第３章第１節第２ 応急活動体制」により、災害応急対策を実施する。 

(2) 防災関係機関 

関係機関の長は、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害 

の状況に応じて応急活動体制を整備し、関係機関と連携をとりながら、その所管に係 

る災害応急対策を実施する。 

(3) 災害（事故）対策現地合同本部の設置 

関係機関は円滑、迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、現地合 

同本部を設置し、災害応急対策を行う。 

４ 避難措置 

芽室町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、「第５章第４節 避難対策計画」 

により、必要な避難措置を実施する。 

５ 救助救出、医療救護活動等 

芽室町及び関係機関は、「第５章第５節 救助救出計画」及び「第５章第17節 医療救 

計画」により、被災者の救助救出及び医療救護活動を実施する。 

６ 行方不明者の捜索、遺体の収容等 

「第５章第24節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」により、行方不明者 

の捜索並びに遺体の収容、埋葬等を実施する。 

７ 消防活動 

大規模な火事災害時における消防活動は、次により実施する。 

(1) 現場活動情報等の連絡調整を行い、速やかに火災の状況を把握する。 

(2) 避難場所、避難通路の確保及び重要かつ危険度の高い箇所・地域を優先しながら活 

動を実施する。 

(3) 消火、飛火警戒等は、近隣住民、自主防災組織等の協力を得て、効果的な活動を実施 

する。 

８ 交通規制 

帯広警察署及び関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第６節 災 

害警備計画」の定めにより、必要な交通規制を行う。 
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９ 自衛隊派遣依頼 

災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合は、「第５章第30節 自衛 

隊派遣要請及び活動計画」により、知事（十勝総合振興局長）に自衛隊の災害派遣を依 

頼する。 

１０ 広域応援 

芽室町及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実 

施できない場合は、「第５章第31節 広域応援・受援計画」により、他の消防機関、他の 

市町村、他都府県及び国へ応援を要請する。 

１１ 災害復旧 

大規模な火事災害により、地域の壊滅、又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合、 

芽室町及び道は、被災の状況、地域の特性、被災者の意向等を勘案し、関係機関との密接 

な連携の下、「第８章 災害復旧計画」により、迅速かつ円滑に復旧を推進する。 

図表 大規模火災情報通信連絡系統図 

 芽室町  

発見者 
とかち広域消防局

(芽室消防署) 

十勝総合振興局 

（危機対策室） 

北海道 

（危機対策課） 

（情報交換）

 帯広警察署 
北海道警察 

釧路方面本部 
北海道警察本部 

第６節 大規模停電災害対策計画 

 大規模停電災害により、町民の生命、身体、財産に被害が生じた場合、または生じるおそれ

がある場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、防災関

係機関が実施する各種の予防、応急対策については「第５章第１４節 電力施設災害応急計画」

の定めるところによる。 

第１ 災害予防 

１ 町は、災害時における応急活動に関し、平常時から関係機関相互の連携体制の強化を図

るものとする。 

 ２ 町民に向けて、通電火災等の大規模停電時に起こりうる事故等について周知を行うもの

とする。 
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第７節 林野火災対策計画 

林野火災の予防及びこれを消火するための対策については、本計画の定めるところによる。 

第１ 目的 

林野火災の予消防対策を推進するため、芽室町林野火災予消防対策要綱により、構成機関

相互の緊密な連絡のもとに国、公、民有林の予消防対策に万全を期する。 

第２ 実施組織体制 

 １ 近年、道路交通網の発達、レジャー人口の増加等森林利用の多様化に伴い、林野火災予 

防思想の啓発にあたっては一般住民を対象とする必要があり、このため次の関係機関を実 

施組織とし協力を要請する。 

十勝総合振興局（地域創生部、産業振興部、同十勝農業改良普及センター十勝中部支所、 

森林室普及課）、芽室消防署、芽室消防団、十勝広域森林組合、各森林施業者、各林業グ 

ループ、芽室町農業協同組合、芽室町教育委員会、芽室町農業委員会、芽室町商工会、 

鳥獣保護員及び猟友会帯広支部芽室部会 

 ２ 業務担当者 

相互の連絡及び情報の交換並びに計画の実施指導その他予消防対策の円滑な推進を図る 

ための業務担当者及び代理者は、次のとおりとする。 

業務担当者 農林課長 

業務代理者 農業委員会事務局長 

 ３ 気象情報 

林野火災の発生は、気象条件がきわめて大きな要素となっているので、林内作業の責任 

者はラジオ、テレビ等の気象情報を十分把握し、作業現場内からの失火等不始末のないよ

う指導を図る。 

第３ 林野火災予防対策 

 １ 林野火災危険期間の設定 

林野火災の発生は４月から６月までが多発時期なのでこの期間を「危険期間」とする。 

また、特に危険性の高い時期は林内から一切煙をださない「無煙期間」と定める。この期 

間は造林地ごしらえ及び草地造成のための火入許可は一切行わず、林内での焚火、隣接地 

でのごみ焼き等絶対行わないよう指導の徹底を図る。 

 ２ 火災警防思想の普及 

林野火災防止に対する関心を高めるため次により、入林者及び住民に対し警防思想の普 

及を図る。 

(1) ポスター、チラシ等の配布 

(2) 山火事注意旗の設置 

(3) 広報紙及び広報車による啓発 

(4) 林内作業員に対する啓発指導 

 ３ 造林地ごしらえの火入対策 

造林地ごしらえの火入については、秋季から融雪期までに終了するよう指導するが、諸 

般の事情により融雪後やむをえず火入を実施する場合は４月中旬までに終了するよう重ね 

て指導する。 

(1) 火入手続きの励行を促す 
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(2) 火入許可条件の遵守励行 

 ４ 無煙期間の徹底 

大面積森林所有者及び森林組合は、自己所有及び組合員所有林野の林野火災予防対策と 

して巡視員の配置及び無断入林者に対する指導等、林野火災に対する自主防衛体制の確立 

を推進する。 

第４ 林野火災対策 

 １ 林野火災気象通報の伝達系統（図表 林野火災気象通報の伝達系統） 

 ２ 林野火災発生通報の系統化（図表 林野火災発生時の伝達系統） 

 ３ 林野火災を発見したときは速やかに通報する。 

とかち広域消防局（芽室消防署） 119 

芽室町 62－2611  

夜間、土、日曜日、祝日及び年末年始休日62－2611（宿直警備員） 

第５ 火災発生原因調書 

林野火災発生の原因調査については、各関係機関に協力し、原因の究明に努め、今後の予

防対策及び指導の資料とする。 

図表 林野火災気象通報の伝達系統 

とかち広域消防局

(芽室消防署) 
十勝総合振興局 芽室町 

関係機関 

図表 林野火災発生時の伝達系統 

森林管理者 
十勝総合振興局

（危機対策室）

北海道 

（危機対策課）

とかち広域消防局 

(芽室消防署) 
芽室町

十勝総合振興局

（林務課） 

北海道 

（森林整備課）
帯広警察署 
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第８章 災害復旧計画 

第１節 基本方針 

応急復旧の実施にあたっては、住民の生活手段の確保を最優先とし、社会秩序の維持及び社

会活動の早期回復を図るため迅速、適切な対策を講ずるものとする。 

復旧対策の実施にあたっては、被災の状況を十分検討し、単なる被災施設等の原形復旧にと

どまらず、将来の災害に備えるため、必要な施設の新設及び改良等の措置を講ずる等、適切な

復旧対策を実施するものとする。 

また、被災者等の復旧に対する援助等の措置にあっては、関係機関等は相互に緊密なる連絡

をとり、迅速に被害状況等を把握し、適切、公平な対策を実施するものとする。 

第２節 公共施設等災害復旧計画 

第１ 実施責任 

町、指定地方行政機関の長、並びにその他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関

及びその他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有する者は、被災した施設、設

備等について迅速、的確にその被害状況を調査し、これに基づき復旧計画を作成し、実施す

るものである。 

第２ 復旧事業計画の概要 

公共施設の災害復旧事業計画は、おおむね次の計画とする。 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画 

(1) 河川公共土木施設災害復旧事業計画 

(2) 林地荒廃防止施設災害復旧事業計画 

(3) 道路公共土木施設災害復旧事業計画 

(4) 下水道災害復旧事業計画 

(5) 公園公共施設災害復旧事業計画 

２ 農林水産施設災害復旧事業計画 

３ 都市施設災害復旧事業計画 

４ 上水道災害復旧事業計画 

５ 住宅災害復旧事業計画 

６ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

７ 公立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

８ 学校教育施設災害復旧事業計画 

９ 社会教育施設災害復旧事業計画 

10 その他の災害復旧事業計画 

第３ 公共施設災害復旧予算措置 

災害復旧事業、その他関係事業に要する費用は、別に法律に定めるところにより、予算の

範囲内において、国及び道が全部又は一部を負担し、又は補助して行なわれる。事業別の国

庫負担率及び補助率は北海道地域防災計画記載のとおり。 
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第４ 激甚災害に係る財政援助措置 

著しく激甚である災害が発生した場合には、町は道と協力して被害状況を速やかに調査し、

早期に激甚災害の指定が受けられるよう所要の措置を進め、公共施設の災害復旧が円滑に行

なわれるよう努める。 


